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１．はじめに 

 

   香川県における総合評価方式の取り組みは、「公共工事の品質確保の促進に関

する法律」（平成 17 年３月 31 日法律第 18 号）（以下「品確法」という。）の施行

に伴い、平成 18 年度から「香川県建設工事総合評価方式実施方針」（以下「実施

方針」という。）を定め、総合評価方式を導入しています。 
   その後、毎年制度の見直しを行い、評価項目、評価内容及び評価基準等につい

て変更を行っており、香川県土木部では、総合評価に対する理解を深めるととも

に、より良い提案を行っていただくため、「総合評価方式の手引」（以下「手引」

という。）を作成し、制度の見直しを行うごとに修正しています。 

なお、令和８年度においては、令和７年度に引き続き、一般競争入札による工

事は全て総合評価方式を適用することとしています。（４千万円以上の全ての工

事及び４千万円未満の工事の一部において適用します。） 

 

 

２．総合評価方式導入の目的 

公共工事を取りまく環境は、近年大きく変化しており、価格と品質の両面で優

れた工事であると同時に、環境や省資源の配慮、維持管理費の削減といった多様

なニーズを満たした工事が求められています。 

品確法が施行されたことにより、本県においても総合評価方式による入札・契

約を促進し、発注者の責務の明確化、価格と品質で総合的に優れた調達への転換

を図っていくことにしています。 

 品確法に関係する規程 

○公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号） 

平成17年４月１日 施行 

改正：令和６年６月 19 日 

○公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な

方針について               平成 17年８月26日 閣議決定 

変更：令和６年 12 月 13 日 

  ○香川県建設工事総合評価方式実施方針      平成 18 年４月 13 日 施行 
改正：令和５年３月３０日 
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３．総合評価方式の適用 

総合評価方式は、緊急性の高いもの、あるいは小規模な工事等、その内容に照

らして総合評価方式を適用する必要がないと認められる工事を除き、原則として

全ての工事において適用することとしています。 

 総合評価方式を適用しない工事 

  緊急性の高い工事…………応急災害復旧工事など 
  小規模な工事………………草刈工事、路面清掃工事など 

※ 令和８年度は、一般競争入札による工事は全て総合評価方式を適用するこ

ととしています。（４千万円以上の全ての工事及び４千万円未満の工事の一

部において適用します。） 

 

 

４．総合評価方式の適用区分 

総合評価方式の適用にあたっては、当該工事の難易度（技術的な工夫の余地）

や工事規模に応じて、次のいずれかの方式を適用します。 

 
① 高度技術提案型 

 技術的な工夫の余地が大きい工事において、構造上の工夫や特殊な施工方 

法等を含む高度な技術提案（ライフサイクルコスト、工事目的物の強度、耐久

性、供用性、環境の維持、景観等）を求めるもの。 

 

② 技術提案型 

施工方法等について技術的な工夫の余地がある工事において、施工上の工夫 

等の技術提案（環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、工期の短縮等）を

求めるもの。 

 

③ 施工計画型 

技術的な工夫の余地が小さい工事において、簡易な施工計画の提案（コンク

リート構造物等の品質確保・品質管理、安全対策、周辺環境への配慮等）を求

めるもの。 

 

④ 企業評価型（通常型） 

技術的な工夫の余地が小さい工事において、企業の工事成績評定点や地域精

通度等により評価を行うもの。 

 

⑤ 企業評価型（若年・女性技術者育成型） 

企業評価型（通常型）の評価に加えて、配置予定技術者として若年技術者や

女性技術者の配置を評価するもの。 

 

⑥ 企業評価型（簡易型） 

企業評価型（通常型）の評価において、小規模な工事を対象とし「企業の施

工能力」を主とした簡易的な評価を行うもの。 
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 工事規模による適用範囲は、入札方法（一般、指名）にかかわらず、下記のとおり

とします。 
 

工事規模と適用範囲 　　　　：適用範囲

　　　　：適用可能範囲

企業評価型 企業評価型 施工計画型 技術提案型 高度技術提案型

（簡易型）

小 大

５億円

WTO
２７億２千万円

技術的な工夫の余地

１千万円

４千万円

１億円

施工体制確認型

 

 

WTO３０億２千万円の適用期間（令和８年４月１日～令和１０年３月３１日） 
 

３０億２千万円 
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５．総合評価方式の実施フロー（概略） 

   企業評価型                 施工計画型、技術提案型 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※学識経験者への意見聴取、低入札の場合の日数を除く。 

入札公告 
一般競争 一般競争 

入     札 
（入札参加資格確認書類を添付） 
 （ 技 術 提 案 書 を 添 付 ） 

 

技術提案書の審査 

学識経験者に報告 

契 約 

落札者決定通知 
入札結果の公表 

45 
 
 
60 
日 
程 
度 
 

～ 

OK 

次の落札候補者へ 

NO 

OK 

詳細な参加 
資格の確認 

発 注 準 備 

１億円未満 １億円以上 

入札公告 

工事規模 

学識経験者の 
意 見 聴 取 

評価項目・評価基準 

学識経験者の意見聴取 
（必要とされた場合のみ） 

簡易な参加 
資格等の確認 

OK 

詳細な参加 
資格の確認 

NO 

次の落札候補者へ 

30 
 
 
35 
日 
程 
度 
 

～ 

開   札 

技術提案書の審査 

入     札 
（入札参加資格確認書類を添付） 
 （ 技 術 提 案 書 を 添 付 ） 

 

開   札 

簡易な参加 
資格等の確認 
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６．総合評価算定基準 

(1) 評価値の算定方法 

   評価値の算定は、原則、除算方式で行います。 

評価値＝技術評価点÷入札価格（単位：一千万円） 
      ＝（標準点＋加算点）÷入札価格（単位：一千万円） 

   ☆標準点：１００点 
     必要事項が記載された技術提案書を提出すれば 100 点が与えられます。 

   ☆加算点： 
加算点は総合評価の方式により異なります。加算点は、技術提案や過去の

工事成績等の評価の結果により得られた得点から、換算して算出します。 
各方式の加算点は以下のとおりです。（土木部土木工事） 
 
  企業評価型 

施工 

計画型 

技術 

提案型 

高度 

技術 

提案型 
  簡易型 通常型 

若年・女性 
技術者 
育成型 

加算点 １０ １０ １０ ２０ ３０ ３０ 

配点 

合計 

土木一式工事 １２５ １７５ １８５ ２８０ ３１０ 
案件毎

に設定 

舗装工事 １２０ １６０ １７０ ２６５ ３１０ 
案件毎

に設定 

その他工事 １１０ １４０ １５０ ２４５ ３１０ 
案件毎

に設定 

  【計算例】 

    施工計画型（土木一式工事）（「県産品の利用(地球温暖化防止対策)」を評

価項目に含む場合）で、得られた得点が 244 点の場合の加算点は 

    （244÷280※）×20＝17.43 〔小数 2 位止（3 位四捨五入）〕 

となります。 

・「県産品の利用(地球温暖化防止対策)」を評価項目に含めない入札では※を

270 点で計算する。 

   ☆評価値： 
     各社の技術評価点（標準点＋加算点）を、入札価格（消費税抜き、一千万 

円単位）で除して算出します。 

   【計算例】 

     Ａ社の加算点が 17.43 点、入札価格が 158,580,000 円（消費税抜き）

の場合の評価値は 

     （100＋17.43）÷（158,580,000÷10,000,000） 

＝117.43÷15.858 

＝7.4051〔小数４位止（５位四捨五入）〕 

となります。 

5



 
 

 (2) 落札者の決定方法 

   評価値の最も高い者を落札者とします。 
 
 
 
     １００点（標準点） 
 
 
 
 
 
    

 

【解説】 評価値は、技術評価点を入札価格で除したものですので、入札価格あたりの技術評価

点となります。つまり、上のグラフで言うと傾きを表すものです。傾きが大きいほど評

価値が高いという結果になります。 

グラフの中で、まずＣ社については予定価格を超えているから落札者とはなれません。 

つぎに、Ｄ社は、基準評価値を下回っているため落札者となれません。そこで、Ａ社と

Ｂ社の競争ですが、Ｂ社の方が傾きが大きいことから、Ｂ社が落札者になります。この

ケースのように、総合評価方式では、入札価格が最低でなくても、施工実績や施工計画

等の提案が優秀な場合、落札者になれる場合があります。 

 

次の要件のいずれかに該当する場合は、落札者になれませんので注意してください。 

①入札価格が予定価格を超過している。 

②評価値が基準評価値{100 点（標準点）÷予定価格（消費税抜き、単位：一千万円）}

を下回っている。 

技術評価点 
（標準点＋加算点） 

● 
◆ 

★

→入札価格 

予定価格 
超過領域 Ａの評価値 

Ｂの評価値 

予定価格 

Ａ 
Ｂ 

Ｃ β 

０点 

基準評価値 

■ 
Ｄ 

Ｄの評価値 
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７．評価項目及び配点

１．土木一式工事 　[土木工事（土木部）]

簡易型 通常型
若年・女性

技術者育成型

①

②

③

④

合計点 125 175 185 280 310

加算点 10 10 10 20 30

－20
施工計画

⑤ 本体構造物等の品質確保又は品質管理方法の適切性 － － －

⑦
環境・安全対策等、社会的要
請に関する事項への適切性

周辺環境等に関し配慮すべき
事項

－ － －

県産品の利用(地球温暖化防止
対策　)※1

－ － － 10 －

評価の視点 評価項目

企業評価型

施工計画型

環境・安全対策等、社会的要請に関する事項

将来にわたる品質確保に資する方策に関する事項

－

⑥ 安全対策に関し配慮すべき事項への適切性 － － － －

技術提案型

20

20

技術提案

総合的なコスト、工事目的物の性能・機能に関する事項

－ － － － 155
工事目的物の品質確保に向けた施工方法等に関する事項

10 10

35

⑩ 受注能力 20 20 20 20 20

⑨
過去４年間における香川県発注の同業種工事の工事成績評定
点の平均点 35 35 35 35

－ 5

0(-10)

⑫ 香川県優良建設工事表彰 10 10 10

⑪ 直近の香川県発注工事の工事成績評定点 0(-10) 0(-10)

10 10

－ － 10 － －

⑮

企業の
施工能力

10

0(-10) 0(-10)

⑧ 過去５年度間及び今年度に完成した同業種工事の施工実績 － － －

過去５年間における継続教育（ＣＰＤ）の取組状況 － － －

配置予定
技術者

⑬ 配置予定技術者の資格 － －

⑲

5

⑭
過去５年度間及び今年度完成の同業種工事の主任（監理）技
術者又は現場代理人（有資格者）としての施工経験 － － － 10 10

20 20

5⑱ 地域精通度（近隣での施工実績） － － － 5

⑰ 地域精通度（営業拠点） 20

10

⑯ 若年技術者（３５歳未満）・女性技術者の配置

20 20

建設キャリアアップシステムへの取組 － 5 5

15 －

 災害時の活動体制 15 30 30 30 －

 労働災害防止及び交通事故防止等への取組 15 15 15

5 5

10 － －⑳

10 10

10 －

 従業員数 － 10 10 10 10

 夜間等に緊急対応を行う維持修繕工事の受注実績 10 10 10

県産品の利用（地球温暖化防止対策）　※１ － 10

　評価項目及び配点は、下表のとおりです。
　これまでの施工実績や、提出された技術提案書により評価します。

0(-90～) 0(-90～)

土木一式工事

※県産品の利用(地球温暖化防止対策)については、４千万円以上の土木一式工事で、当該工事内容を考慮した上で設定の有無を決定します。

 低入札に対する評価 0(-90～) 0(-90～) 0(-90～)

社会性・
地理的条件

10 10

 下請けの県内業者の活用 － － － 5 5

 建設機械の台数 －

7



２．舗装工事 　[舗装工事（土木部）]

簡易型 通常型
若年・女性

技術者育成型

①

②

③

④

合計点 120 160 170 265 310

加算点 10 10 10 20 30

10

－

5

20

20

20

0(-90～)

10

－

－

－

－

20

－

－

－

－

施工計画型 技術提案型

155
工事目的物の品質確保に向けた施工方法等に関する事項

環境・安全対策等、社会的要請に関する事項

将来にわたる品質確保に資する方策に関する事項

－－

－

－

－

－

10 －

周辺環境等に関し配慮すべき事項 － －

10 10

直近の香川県発注工事の工事成績評定点 0(-10) 0(-10) 0(-10) 0(-10)

技術提案

総合的なコスト、工事目的物の性能・機能に関する事項

－ －

－

－

－

－

評価の視点 評価項目

⑥ 安全対策に関し配慮すべき事項への適切性 － －
施工計画

⑤ 本体構造物等の品質確保又は品質管理方法の適切性 － －

県産品の利用(地球温暖化防止対策
)※1 － －

⑦
環境・安全対策等、社会的要
請に関する事項への適切性

⑨
過去４年間における香川県発注の同業種工事の工事成績評定点の
平均点 35 35 35 35

⑧ 過去５年度間及び今年度に完成した同業種工事の施工実績 － －－

35

⑩ 受注能力 20 2020

0(-
10)

過去５年度間及び今年度完成の同業種工事の主任（監理）技術者
又は現場代理人（有資格者）としての施工経験 － － 10

10

配置予定
技術者

⑬ 配置予定技術者の資格 － － 5 5

⑭

⑫ 香川県優良建設工事表彰 10 10 10

企業の
施工能力

10

20 20

⑪

⑯ 若年技術者（３５歳未満）・女性技術者の配置 － 10 －

⑮ 過去５年間における継続教育（ＣＰＤ）の取組状況 － － 10

20 20

⑱ 地域精通度（近隣での施工実績） － － 5 5

⑰ 地域精通度（営業拠点） 20 20

5

⑳ 県産品の利用（地球温暖化防止対策）　※１ 10 10 － －

⑲ 建設キャリアアップシステムへの取組 5 5

－

 災害時の活動体制 15 15 15 －

 労働災害防止及び交通事故防止等への取組 15 15 1515

10

－

 従業員数 10 10 10 10

 夜間等に緊急対応を行う維持修繕工事の受注実績 10 10 1010

－

　評価項目及び配点は、下表のとおりです。
　これまでの施工実績や、提出された技術提案書により評価します。

企業評価型

0(-90～)

舗装工事

※県産品の利用(地球温暖化防止対策)については、4千万円以上の舗装工事で、当該工事内容を考慮した上で設定の有無を決定します。

 低入札に対する評価 0(-90～) 0(-90～) 0(-90～)

社会性・
地理的条件

10

 下請けの県内業者の活用 － － 5 5

 建設機械の台数 10 10 10
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３．その他の工事 　[その他工事（土木部）]

簡易型 通常型
若年・女性

技術者育成型

①

②

③

④

合計点 110 140 150 245 310

加算点 10 10 10 20 30

施工計画型

5

20

20

20

企業評価型

0(-90～)

10

－

－

－

－

20

－

－

－

－

0(-10)

技術提案型

155
工事目的物の品質確保に向けた施工方法等に関する事項

環境・安全対策等、社会的要請に関する事項

将来にわたる品質確保に資する方策に関する事項

－－

－

－

－

－

－ －

周辺環境等に関し配慮すべき事項 － －

10 10

直近の香川県発注工事の工事成績評定点 0(-10) 0(-10) 0(-10)

10 10

技術提案

総合的なコスト、工事目的物の性能・機能に関する事項

－ －

－

－

－

－

評価の視点 評価項目

⑥ 安全対策に関し配慮すべき事項への適切性 － －
施工計画

⑤ 本体構造物等の品質確保又は品質管理方法の適切性 － －

県産品の利用(地球温暖化防止対策
)※1 － －

⑦
環境・安全対策等、社会的要
請に関する事項への適切性

⑨
過去４年間における香川県発注の同業種工事の工事成績評定点の
平均点 35 35 35 35

⑧ 過去５年度間及び今年度に完成した同業種工事の施工実績 － －－

35

⑩ 受注能力 20 2020

0(-
10)

過去５年度間及び今年度完成の同業種工事の主任（監理）技術者
又は現場代理人（有資格者）としての施工経験 － －

10

配置予定
技術者

⑬ 配置予定技術者の資格 － － 5 5

⑭

⑫ 香川県優良建設工事表彰 10 10 10

企業の
施工能力

10

20 20

⑪

⑯ 若年技術者（３５歳未満）・女性技術者の配置 － 10 － －

⑮ 過去５年間における継続教育（ＣＰＤ）の取組状況 － － 10

20 20

⑱ 地域精通度（近隣での施工実績） － － 5 5

⑰ 地域精通度（営業拠点） 20 20

5

⑳ 県産品の利用（地球温暖化防止対策）　※１ － － － －

⑲ 建設キャリアアップシステムへの取組 5 5

－

 災害時の活動体制 15 15 15 －

 労働災害防止及び交通事故防止等への取組 15 15 1515

10

 従業員数 10 10 10 10

 夜間等に緊急対応を行う維持修繕工事の受注実績 － － －－

－

　評価項目及び配点は、下表のとおりです。
　これまでの施工実績や、提出された技術提案書により評価します。

0(-90～)

その他の工事

 低入札に対する評価 0(-90～) 0(-90～) 0(-90～)

社会性・
地理的条件

10

 下請けの県内業者の活用 － － 5 5

 建設機械の台数 10 10 10

－

9



 

８．評価項目及び評価基準について 
 
（１）技術提案の評価 

   技術提案は、「技術提案型」総合評価方式において、提案を求める項目です。 
当該工事において提案を求める事項について、技術的な工夫の具体的な提案を

評価するものです。 
 

評 価 項 目 評 価 細 目 配点 

①総合的なコスト、工事目的物の性能・機能に関する

事項 

工事内容に応じて、５項目程度を設

定します。 

ただし、「③環境・安全対策等、社

会的要請に関する事項」として、地球

温暖化防止対策（CO2排出量削減等）

は必須項目として設定します。 

１５５ 
②工事目的物の品質確保に向けた施工方法等に関する

事項 

③環境・安全対策等、社会的要請に関する事項 

④将来にわたる品質確保に資する方策に関する事項 

 

【解説】 

技術提案の評価項目、評価基準は工事内容により異なります。また、地球温暖化防止対策（CO2 排出

量削減等）における評価項目については必須項目ですが、評価内容及び評価基準は当該工事内容を考

慮し、適宜設定することとしていますので、必ず入札公告の内容を確認してください。 

評価点の得られた評価項目における評価細目について、提案書に記載された履行確認が必要となります。

例えば、「評価項目３．環境・安全対策等、社会的要請に関する事項」における「評価細目３-○．地

球温暖化防止対策（CO2 排出量削減等）」について、得点が得られた場合は、評価細目３­○内に記

載した提案事項全てについて履行確認をする必要がありますので注意してください。 

評価された評価項目における評価細目について、提案事項の詳細な履行確認方法を様式第４-１号に記

入し、工事着手時の施工計画書に差し込んでください。（様式第４-１号を施工計画書の一部として利

用します。） 

評価された評価項目における評価細目に記載した提案事項の状況写真を必ず撮影し、様式第４-２号に

て竣工時に提出してください。また、写真以外の履行確認方法を提案した場合は、その履行報告資料

も竣工時に提出してください。 

 

（２）施工計画の評価 

   施工計画は、「施工計画型」総合評価方式において、提案を求める項目です。 
当該工事において提案を求める事項について、共通仕様書等に記載されている

取組み内容の具体的な提案を評価するものです。 
 

  ⑤ 本体構造物等の品質確保又は品質管理方法の適切性 

評 価 細 目 

無筋コンクリートの品質対策 鉄筋コンクリートの品質対策 

設備の品質対策 法面工の品質対策 

鋼構造物の品質対策 基礎工の品質対策 

矢板工・鋼管矢板工の品質対策 補強土壁工の品質対策 

プレキャスト製品の品質対策  
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  ⑥ 安全対策に関し配慮すべき事項への適切性 

評 価 細 目  評 価 基 準 配点 

安全巡視  要求事項について全てに有効な提案あり ２０ 

工事区域の立入防止施設     〃     有効な提案あり １０ 

監視員・誘導員  上記以外 ０ 

作業区域の明示施設、作業員の安全対策    

交通対策（車道路面維持、歩行者対策、

路面汚損防止、清掃対策） 
   

 

  ⑦ 環境・安全対策等、社会的要請に関する事項への適切性 

評 価 細 目  評 価 基 準 配点 

騒音振動対策  要求事項について全てに有効な提案あり ２０ 

水質汚濁対策     〃     有効な提案あり １０ 

粉塵対策  上記以外 ０ 

建設混合廃棄物減量化対策    

環境負荷減量対策    

設備更新時等の機能確保対策    

県産品の利用（地球温暖化防止対策）    

※上記評価細目「県産品の利用（地球温暖化防止対策）」についての評価基準等は（手引き

２０ページの⑳）のとおりです。 

 

【解説】 

施工計画の評価細目、評価基準は工事内容により異なります。また、地球温暖化防止対策（CO2 排

出量削減）における評価細目については、当該工事内容を考慮した上で設定の有無を決定しますので、

必ず入札公告の内容を確認してください。 

評価点の得られた評価項目について、提案書に記載された履行確認が必要となります。例えば、「評

価項目 1．本体構造物等の品質管理方法の適切性」における提案事項①、②のいずれか一方が評価さ

れた場合は、評価項目 1 の得点は 10 点となり、評価項目 1 は評価が得られた項目となるため、提案

事項①、②の両方とも履行確認をする必要がありますので注意してください。 

評価された評価項目における提案事項の詳細な履行確認方法を様式第４-１号に記入し、工事着手時の

施工計画書に差し込んでください。（様式第４-１号を施工計画書の一部として利用します。） 

評価された評価項目に記載した提案事項の状況写真を必ず撮影し、様式第４-２号にて竣工時に提出し

てください。また、写真以外の履行確認方法を提案した場合は、その履行報告資料も竣工時に提出し

てください。 

評 価 基 準 配点 

要求事項について全てに有効な提案あり ２０ 

   〃     有効な提案あり １０ 

上記以外 ０ 
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（３）企業の施工能力の評価 

  企業の施工能力として、過去の同業種工事の施工実績や、工事成績評定点等につ

いて評価します。 
  なお、当該入札公告における入札参加資格要件が、「共同企業体」による要件で

ある場合、企業の施工能力の各評価項目における評価は「共同企業体」の代表者の

実績を評価することとしていますが、詳細は入札公告等で確認してください。 

  ⑧ 過去５年度間及び今年度に完成した同業種工事の施工実績 

評  価  基  準 配点 

ＣＯＲＩＮＳ竣工登録同業種工事で０.７規模以上の実績あり １０ 

ＣＯＲＩＮＳ竣工登録同業種工事で０.５規模以上０.７規模未満の実績あり ５ 

ＣＯＲＩＮＳ竣工登録同業種工事で０.５規模未満又は実績なし ０ 

【解説】 

・令和３年４月１日以降に完成し、入札公告日までに CORINS に竣工登録した元請工事を対象とします。 

    ・同業種工事の業種は、建設業法の２９業種区分とします。 

    ・評価の対象となる発注機関は、入札参加資格の施工実績の要件と同等とします。 

    ・規模の評価は、発注工事の予定価格に対する、最終契約金額の割合で評価します。 

    ・共同企業体の場合は、特定建設工事共同企業体の代表者、又は、出資比率が 20％以上の経常建設工

事共同企業体の構成員に限り実績として認めます。共同企業体としての施工実績は出資比率に応じた

金額にて評価します。 

    ・建設業許可番号、CORINS 登録番号等は正確に記載してください。確認の出来ない場合は評価されま

せん。 

 

  ⑨ 過去４年間における香川県発注の同業種工事の工事成績評定点の平均点 

評  価  基  準 配点 

８３点以上 ３５ 

８２点以上８３点未満 ３３ 

８１点以上８２点未満 ３０ 

８０点以上８１点未満 ２７ 

７９点以上８０点未満 ２４ 

７８点以上７９点未満 ２１ 

７７点以上７８点未満 １８ 

７６点以上７７点未満 １５ 

７５点以上７６点未満 １２ 

７４点以上７５点未満 ９ 

７３点以上７４点未満 ６ 

７２点以上７３点未満 ３ 

７２点未満又は香川県発注工事の成績評定点なし ０ 

【解説】 

・香川県発注工事とは、土木部、農政水産部土地改良課、農村整備課及び水産課、環境森林部森林・林

業政策課(旧みどり整備課)及びみどり保全課並びに総務部営繕課が所管する建設工事とします。 

・過去４年間とは、完成日が令和４年１月１日から令和７年 12 月 31 日までとします。 

    ・同業種工事の業種は、建設業法の２９業種区分とします。 
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  ⑩ 受注能力 

評  価  基  準 配点 

０ ２０ 

０超０.３未満 １６ 

０.３以上０.６未満 １２ 

０.６以上０.９未満 ８ 

０.９以上１未満 ４ 

１以上 ０ 

【解説】 

・香川県発注工事の同業種工事における、過去４年度間の工事受注年平均額に対する本年度受注工事額

の割合を評価します（金額はすべて当初契約金額で算定します）。共同企業体の場合は、出資比率に応

じて算定します。 

ただし、本年度受注工事額から、夜間等に緊急対応を行う維持修繕工事の受注実績（手引２５ページ

の㉓）及び香川県発注の砂防・急傾斜、公園の緊急対応を行う維持修繕工事は控除します。 

・過去４年度間とは、当初契約日が令和４年４月１日から令和８年３月 31 日までとします。 

・本年度受注工事額は、令和８年４月１日から開札日前日までに当初契約した工事を対象とします。 

・本年度受注工事額集計の際、契約に議会承認が必要な工事の当初契約日は、当初契約の議案が議会承

認を得た日とします。 

・香川県発注工事とは、土木部、農政水産部土地改良課、農村整備課及び水産課、環境森林部森林・林

業政策課(旧みどり整備課)、みどり保全課及び循環型社会推進課(旧廃棄物対策課)、交流推進部交流推

進課、総務部営繕課並びに警察本部が所管する建設工事とします。 

・同業種工事の業種は、建設業法の 2９業種区分とします。 

・香川県発注工事の同業種工事における、過去４年度間の工事受注年平均額が「基準受注額」を下回る

場合は、受注能力は、「基準受注額」に対する本年度受注工事額の割合として評価します。ここでいう

「基準受注額」とは、「過去４年度間の同業種・ランク毎の１業者あたり年平均受注額」を基に設定し

ます。 

 

  ⑪ 直近の香川県発注工事の工事成績評定点 

評  価  基  準 配点 

過去６ヶ月以内の完成工事で６５点未満なし ０ 

過去６ヶ月以内の完成工事で６５点未満あり －１０ 

【解説】 

・香川県発注工事とは、土木部、農政水産部土地改良課、農村整備課及び水産課、環境森林部森林・林

業政策課(旧みどり整備課)及びみどり保全課並びに総務部営繕課が所管する建設工事とします。 

・開札日から６ヶ月以内の工事成績表定点を対象とします。 

・香川県発注工事の成績評定点のない場合は、「６５点未満なし」とします。 
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  ⑫ 香川県優良建設工事表彰 

評  価  基  準 配点 

過去３年度に同業種工事の優秀表彰あり １０ 

過去３年度に同業種工事の優良表彰あり ５ 

過去３年度に同業種工事の表彰なし ０ 

【解説】 

・過去３年度（令和５年度～令和７年度：ただし令和６年度と令和７年度は対象無し）の同業種工事の

優良建設工事表彰を対象とします。 

・同業種工事の業種は、建設業法の２９業種区分とします。 

・優秀表彰は香川県優良建設工事表彰要綱における知事賞、優良表彰は香川県優良建設工事表彰要綱に

おける各部長賞、働き方改革推進賞及び特別賞とします。 

・複数回工事表彰がある場合は、配点の高いほうで評価します。（例えば、令和５年度に優秀表彰であり、

令和６年度に優良表彰であった場合は、配点は１０点となります。） 

 

（４）配置予定技術者の評価 

配置予定技術者について、取得資格や過去の同業種工事の施工実績等について評

価します。 

  配置予定技術者を複数人記載している場合は、３項目の評価の合計点の最も低い

者で評価します。 

なお、入札参加資格確認資料に記載された配置予定技術者と同一でない場合、配

置予定技術者名の記載のない場合は評価されませんので、注意してください。 

ただし、橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の

工場製作を含む工事であり、工場での製作のみが行われている期間（以下「工場製

作期間」という。）とそれ以外の期間（以下「現場施工期間」という。）で異なる技

術者を配置する場合は、現場施工期間での配置予定技術者のみを評価対象とします

ので、工場製作期間での配置予定技術者を記載する必要はありません。 

 

  ⑬ 配置予定技術者の資格 

評  価  基  準 配点 

指定資格取得後５年以上 ５ 

指定資格取得後５年未満 ３ 

指定資格取得なし ０ 

【解説】 

・指定資格とは、対象資格表のうち、発注者の示した建設工事の種類に対応する資格とします。 

・開札日からの５年で判断します。 

・当該資格の合格証明書又は登録証等の写しの添付の無い場合は評価されません。 

（監理技術者資格者証の写しは評価されません。） 

・結婚、離婚、または旧姓使用等により、技術提案書に記載の姓と、各種証明書の姓が異なる場合は、

同一人物であることを証明する資料（所属会社が発行する任意様式も可）を証明書に別途添付してく

ださい。 

14



 

対象資格表  
 建設工事の種類 建設業の許可業種 対 　象　 資　 格 備 考

土木一式工事 土木工事業 ・１級建設機械施工技士 合格証明書

・１級土木施工管理技士 合格証明書

・技術士　建設、総合技術監理（建設） 登録証

・技術士　農業「農業土木」､総合技術監理（農業「農業土木」) 登録等証明書

・技術士　水産「水産土木」､総合技術監理（水産「水産土木」） 登録等証明書

・技術士　森林「森林土木」､総合技術監理（森林「森林土木」） 登録等証明書

建築一式工事 建築工事業 ・１級建築施工管理技士 合格証明書

大工工事 大工工事業 ・１級建築士 免許証

屋根工事 屋根工事業

タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業

内装仕上工事 内装仕上工事業

左官工事 左官工事業 ・１級建築施工管理技士 合格証明書

鉄筋工事 鉄筋工事業

板金工事 板金工事業

ガラス工事 ガラス工事業

防水工事 防水工事業

熱絶縁工事 熱絶縁工事業

建具工事 建具工事業

とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 ・１級建設機械施工技士 合格証明書

・１級土木施工管理技士 合格証明書

・１級建築施工管理技士 合格証明書

・技術士　建設、総合技術監理（建設） 登録証

・技術士　農業「農業土木」､総合技術監理（農業「農業土木」) 登録等証明書

・技術士　水産「水産土木」､総合技術監理（水産「水産土木」） 登録等証明書

・技術士　森林「森林土木」､総合技術監理（森林「森林土木」） 登録等証明書

石工事 石工事業 ・１級土木施工管理技士 合格証明書

塗装工事 塗装工事業 ・１級建築施工管理技士 合格証明書

電気工事 電気工事業 ・１級電気工事施工管理技士 合格証明書

・技術士　建設、総合技術監理（建設） 登録証

・技術士　電気電子､総合技術監理（電気電子） 登録証

管工事 管工事業 ・１級管工事施工管理技士 合格証明書

・技術士  機械「流体工学」又は「熱工学」、
　　　　　　　総合技術監理（機械「流体工学」又は「熱工学」）

登録等証明書

・技術士　上下水道､総合技術監理（上下水道） 登録証

・技術士　衛生工学､総合技術監理（衛生工学） 登録証

鋼構造物工事 鋼構造物工事業 ・１級土木施工管理技士 合格証明書

・１級建築施工管理技士 合格証明書

・１級建築士 免許証

・技術士　建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」、
　　　　　　　総合技術監理（建設「鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ」）

登録等証明書

ほ装工事 ほ装工事業 ・１級建設機械施工技士 合格証明書

・１級土木施工管理技士 合格証明書

・技術士　建設、総合技術監理（建設） 登録証

しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 ・１級土木施工管理技士 合格証明書

・技術士　建設、総合技術監理（建設） 登録証

・技術士　水産「水産土木」､総合技術監理（水産「水産土木」） 登録等証明書

機械器具設置工事 機械器具設置工事業 ・技術士　機械、総合技術監理（機械） 登録証

電気通信工事 電気通信工事業 ・１級電気通信工事施工管理技士 合格証明書

・技術士　電気電子､総合技術監理（電気電子） 登録証

造園工事 造園工事業 ・１級造園施工管理技士 合格証明書

・技術士　建設、総合技術監理（建設） 登録証

・技術士　森林「林業」又は「森林土木」、
　　　　　　　総合技術監理（森林「林業」又は「森林土木」）

登録等証明書

さく井工事 さく井工事業
・技術士　上下水道「上水道及び工業用水道」、
　　　　　　　総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」）

登録等証明書

水道施設工事 水道施設工事業 ・１級土木施工管理技士 合格証明書

・技術士　上下水道､総合技術監理（上下水道） 登録証

・技術士　衛生工学「水質管理」又は「廃棄物管理」、
　　　　　　　総合技術監理（衛生工学「水質管理」又は「廃棄物管理」）

登録等証明書

清掃施設工事 清掃施設工事業 ・技術士　衛生工学「廃棄物管理」、総合技術監理（衛生工学「廃棄物管理」） 登録等証明書

解体工事 解体工事業 ・１級土木施工管理技士 合格証明書

・１級建築施工管理技士 合格証明書

・技術士　建設、総合技術監理（建設） 登録証
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  ⑭ 過去５年度間及び今年度完成の同業種工事の主任（監理）技術者又は現場代

理人（有資格者）としての施工経験 

評  価  基  準 配点 

ＣＯＲＩＮＳ竣工登録同業種工事で０.７規模以上の実績あり １０ 

ＣＯＲＩＮＳ竣工登録同業種工事で０.５規模以上０.７規模未満の実績あり ５ 

ＣＯＲＩＮＳ竣工登録同業種工事で０.５規模未満又は実績なし ０ 

【解説】 

・令和３年４月１日以降に完成し、入札公告日までに CORINS に竣工登録した元請工事を対象とします。 

    ・同業種工事の業種は、建設業法の２９業種区分とします。 

    ・評価の対象となる発注機関は、入札参加資格の施工実績の要件と同等とします。 

    ・主任（監理）技術者又は現場代理人（有資格者）としての施工実績を対象とします。 

    ・従事期間は、工期の 2/3 以上従事しているものを対象とします。 

（ただし、工場制作期間等の工期に専任を要しない期間を含む場合は、専任を義務付けられた期間の

2/3 以上従事しているものも評価の対象とします。） 

・現場代理人（有資格者）の場合は、上記に加え現場代理人評価対象資格表のうち発注者の示した建設

工事の種類に対応する資格を従事期間の全てにおいて有していた場合に評価の対象とします。 

    ・規模の評価は、発注工事の予定価格に対する、最終契約金額の割合で評価します。 

    ・共同企業体としての施工経験は出資比率に応じた金額にて評価します。 

（特定建設工事共同企業体の代表者でない場合、出資比率が 20％未満の経常建設工事共同企業体の

構成員の場合についても、評価の対象とします。） 

    ・技術者個人の施工実績の評価のため、現在の会社以外での施工実績も対象とします。 

・建設業許可番号、CORINS 登録番号等は正確に記載してください。確認の出来ない場合は評価されま

せん。 

・現場代理人（有資格者）の場合は、従事期間において、現場代理人評価対象資格表のうち発注者の示

した建設工事の種類に対応する資格を有していたことが確認できる当該資格の合格証明書又は登録証

等の写しの添付の無い場合は評価されません。 

・結婚、離婚、または旧姓使用等により、技術提案書に記載の姓と、各種証明書の姓が異なる場合は、

同一人物であることを証明する資料（所属会社が発行する任意様式も可）を証明書に別途添付してく

ださい。 
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  ⑮ 過去５年間における継続教育（ＣＰＤ）の取組状況 
評  価  基  準 配点 

取得単位５０ユニット以上 １０ 

取得単位２５ユニット以上５０ユニット未満 ５ 

取得単位２５ユニット未満 ０ 

【解説】 

・(一社)全国土木施工管理技士会連合会、(公社)日本技術士会、(公社)土木学会、(公社)日本建築士会連

合会、建築 CPD 運営会議が認定する５年間の単位数を対象とします。 

    ・上記連合会等の証明書の写しの添付のない場合は評価されません。 

    ・過去５年間とは、証明書に記載された５年間の証明期間の最終日が、開札日から１年以内のものを対

象とします。 

 

・企業評価型（若年・女性技術者育成型）の場合 

  配置予定技術者について、若年技術者や女性技術者の配置を評価します。 

  配置予定技術者を複数人記載している場合は、点数の最も低い者で評価します。 

  なお、入札参加資格確認資料に記載された配置予定技術者と同一でない場合、配

置予定技術者名の記載のない場合は評価されませんので、注意してください。 

ただし、橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の

工場製作を含む工事であり、工場での製作のみが行われている期間（以下「工場製

作期間」という。）とそれ以外の期間（以下「現場施工期間」という。）で異なる技

術者を配置する場合は、現場施工期間での配置予定技術者のみを評価対象とします

ので、工場製作期間のみの配置予定技術者を記載する必要はありません。 

 

  ⑯ 若年技術者（３５歳未満）・女性技術者の配置 

評  価  基  準 配点 

若年技術者（３５歳未満）又は女性技術者の配置 １０ 

上記以外 ０ 

【解説】 

・若年技術者については、入札公告日時点の年齢で評価します。 

・若年技術者を配置する場合は、土木施工管理技士などの国家資格合格証明書等の氏名、生年月日を記

載した証明書の写しを添付すること。また、女性技術者を配置する場合は、パスポート、マイナンバ

ーカード、健康保険資格確認書等の氏名、性別、生年月日を記載した証明書の写しを添付すること。

（マイナンバー等不要な情報は黒塗り）添付のない場合は評価されません。 

・結婚、離婚、または旧姓使用等により、技術提案書に記載の姓と、各種証明書の姓が異なる場合は、

同一人物であることを証明する資料（所属会社が発行する任意様式も可）を証明書に別途添付してく

ださい。 

 

（５）社会性・地理的条件の評価 

地域精通度や建設キャリアアップシステムの取組等について評価します。 
なお、当該入札公告における入札参加資格要件が、「共同企業体」による要件で

ある場合、社会性・地理的条件の各評価項目における評価は「共同企業体」の代表

者の実績を評価することとしていますが、詳細は入札公告等で確認してください。 
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  ⑰ 地域精通度（営業拠点） 

評  価  基  準 
配点 

県内本社評価 県内評価 管内評価 地域内評価 

県内に建設業法上の

主たる営業所あり 

県内に建設業法上

の営業所あり 

○○事務所管内に建設

業法上の営業所あり 

○○市内に建設業法上

の営業所あり 
２０ 

県内に建設業法上の

営業所あり 
― ― ― １０ 

県内に建設業法上の

営業所なし 

県内に建設業法上

の営業所なし 

○○事務所管内に建設

業法上の営業所なし 

○○市内に建設業法上

の営業所なし 
０ 

【解説】 

・４種類のうち、どの評価で行うかは入札公告等でお知らせします。 

・令和８年度香川県建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載された所在地により評価します。 

 
  ⑱ 地域精通度（近隣での施工実績） 

評  価  基  準 配点 

過去５年度間及び今年度完成のＣＯＲＩＮＳ登録同業種工事で○○土木事務所管

内の実績あり 
５ 

実績なし ０ 

【解説】 

・令和３年４月１日以降に完成し、入札公告日までに CORINS に竣工登録した元請工事を対象とします。 

    ・同業種工事の業種は、建設業法の 2９業種区分とします。 

    ・評価の対象となる発注機関は、入札参加資格の施工実績の要件と同等とします。 

    ・上記の発注機関のものであれば、当該土木事務所発注の工事でない場合についても評価の対象としま

す。規模は問いません。 

    ・市町合併のあった場合については、施工実績箇所が、現在の土木事務所管内かどうかで判断します。 

    ・建設業許可番号、CORINS 登録番号等は正確に記載してください。確認の出来ない場合は評価されま

せん。 

 

  ⑲ 建設キャリアアップシステムの取組 

評  価   基  準 配点 

受注者（元請け）の企業登録があり、かつ当該工事現場において活用する場合 ５ 

上記以外（企業の登録を行っていない、または当該工事現場において活用しない

場合） 
０ 

【解説】 

・受注者（元請け）の企業登録があり、かつ当該工事現場において建設キャリアアップシステムを活用

する場合に評価します。 
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  ⑳ 県産品の利用（地球温暖化防止対策） 

      ●生コンクリート 

評  価   基  準 配点 

・運搬距離を考慮した使用骨材の県産材使用割合 

骨材評価式により得られる点数とする。（満点：10点） 

運搬距離：採石場から生コン工場までのルート距離 

０～１０ 

１点刻み 

     

●砕石材 

評  価   基  準 配点 

・運搬距離を考慮した県産材使用割合 

骨材評価式により得られる点数とする。（満点：10点） 

運搬距離：採石場から工事箇所までのルート距離 

０～１０ 

１点刻み 

 

●木材 

評  価   基  準 配点 

県産材使用割合１００％ １０ 

県産材使用割合 ８０％以上１００％未満 ８ 

県産材使用割合 ６０％以上８０％未満 ６ 

県産材使用割合 ４０％以上６０％未満 ４ 

県産材使用割合 ２０％以上４０％未満 ２ 

県産材使用割合  ０％以上２０％未満 ０ 

 

●コンクリート二次製品 

評  価  基  準 配点 

a  香川県内の工場において製造されたもの  

 該当する ２ 

 該当しない ０ 

b  当該製品は低炭素製品である  

 該当する ２ 

 該当しない ０ 

c 運搬距離を考慮した使用骨材の県産材使用割合 

骨材評価式により得られる点数とする。（満点：６点） 

運搬距離：採石場から製造工場までのルート距離 

０～６ 

1点刻み 

     ※コンクリート二次製品の配点は、a,b,c の得点の合計とする。 

●アスファルト合材 

 

 

 

 

 

 

 

 

※アスファルト合材の配点は、a,b の得点の合計とする。 

評  価  基  準 配点 

a  当該製品は低炭素技術製品である  

 該当する ２ 

 該当しない ０ 

b 運搬距離を考慮した使用骨材の県産材使用割合 

骨材評価式により得られる点数とする。（満点：８点） 

運搬距離：採石場から合材工場までのルート距離 

０～８ 

1点刻み 
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【解説】 

・本評価細目については、当該工事内容を考慮した上で設定の有無を決定するので、必ず入札公告等で

確認してください。 

・指定資材については、生コンクリート、砕石材（基礎捨石、被覆石等）、木材、コンクリート二次製品、

アスファルト合材の中から入札公告で指定するものとします。 

・総合評価における県産材は、香川県内で産出された材料を指します。 

・骨材評価式について 

○骨材評価式は、使用骨材の県産材使用割合に、運搬距離に応じた距離係数を乗じて計算。 

（小数第１位を四捨五入し、整数とする。） 

○距離係数は、以下のとおりとする。 

①ルート距離30㎞未満：満点の値 

②ルート距離30km以上60km未満：30kmを満点の値、60㎞を0とした一次関数で算出する値 

（小数第２位を四捨五入し、小数第１位止とする。） 

③ルート距離60km以上：0 

 ルート距離は県が地図ソフトを用いて測定した距離とする。 

 

骨材評価式の計算例【生コンクリートの場合】 

・距離係数の計算 

ルート距離(km)：X 

距離係数：Y 

X＜30km の場合 

Y＝10 

30km≦X＜60km の場合 

Y＝－X／3+20 

X≧60km 又は県外産地の場合 

Y=0 

 

・配合計画書からコンクリート１m3当りの骨材重量、乾燥密度、産地、距離係数を整理 

 配合1m3 

当り骨材 

重量(kg) 

表乾 

密度 

 (g/cm3) 

配合1ｍ3当り 

骨材体積(m3) 
産地 

ルート 

距離 

(km):X 

距離 

係数 

:Y 

①細骨材 600 2.60 600÷2.60÷1,000=0.2308 県外 － 0 

②細骨材 250 2.68 250÷2.68÷1,000=0.0933 県内 40.0 6.7 

③粗骨材 450 2.63 450÷2.63÷1,000=0.1711 県内 25.2 10 

④粗骨材 470 2.63 470÷2.63÷1,000=0.1787 県内 25.2 10 

・骨材評価式による計算 

(①体積×①Y)+(②体積×②Y)+(③体積×③Y)+(④体積×④Y) 

(①体積)+(②体積)+(③体積)+(④体積) 

(0.2308×0)+(0.0933×6.7)+(0.1711×10)+(0.1787×10) 

0.2308+0.0933+0.1711+0.1787  

 

 

・得点の得られた提案の履行がなされなかったと認められた場合においては、香川県工事請負契約約款

の特則（総合評価・除算方式）第１条及び第２条に基づき、工事成績評定を減点し、違約金を徴収す

ることとなります。 

= 6.118…⇒ 6 点 （小数第１位を四捨五入し、整数とする。） 

 

・ルート距離と距離係数の関係 
（生コンクリート：満点 10 点） 

Y

X
(km)

(距離係数値)

10

0 30 60
 

=  
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  ㉑ 労働災害防止及び交通事故防止等への取組 

評  価  細  目 

建設業労働災害防止協会香川支部へ加入している 

過去１年度間に労働災害に伴う指名停止等がなく、かつ墜落事故等防止の取組をしている 

交通事故防止の取組をしている 

 

評  価  基  準 配点 

評価細目全てについて取組あり １５ 

評価細目のうち、２つの項目について取組あり １０ 

評価細目のうち、１つの項目について取組あり ５ 

上記以外 ０ 

【解説】 

・各種技能講習や工事現場の安全パトロールなどを実施している建設業労働災害防止協会香川支部への

今年度の加入状況や、墜落事故等防止及び交通事故防止に関する計画作成の取組について評価します。 

・建設業労働災害防止協会香川支部へ今年度加入していることを証明する書類の写しの添付は不要とし

ます。 

・「労働災害に伴う指名停止等」とは、香川県建設工事指名停止措置要領に基づく「指名停止、書面又は

口頭で警告又は注意」を指し、死亡事故又は労働安全衛生法違反に伴って措置された場合を対象とし

ます。 

・過去１年度間とは、令和７年 4 月 1 日から令和８年 3 月 31 日を指し、評価の基準日は指名停止の

通知日や警告又は注意の書面の日付、口頭による場合は相手に伝えた日とします。 

・墜落事故等防止の取組として、提出を求める「墜落事故等防止取組計画」の添付のない場合は評価さ

れません。交通事故防止の取組として、提出を求める「交通事故防止取組計画」の添付のない場合は

評価されません。 

・「墜落事故等防止取組計画」及び「交通事故防止計画」についての記載例は、手引８８及び８９ページ

にありますので参考にしてください。 

・墜落事故等防止及び交通事故防止における取組について加点評価された場合は、契約後、提出された

取組計画に基づく取組内容を施工計画書に反映する必要があります。（様式第 4-3-1、4-3-2 号の実

施計画書（様式は手引６５～６７及び６８～６９ページを、また記載要領等は手引９１～９４及び９

５～９９ページを参照）の作成が必要となります。）また竣工時には、工事写真等実施状況が確認でき

る書類（様式第 4-4-1、4-4-2 号の履行確認表（様式は手引７０～７３及び７４～７６ページを、

記載要領等は手引１００～１０４及び１０５～１１０ページを参照）の作成が必要となります。）で履

行を確認し、工事成績評定の「安全対策」において評価を行うこととなります。 
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  ㉒ 災害時の活動体制 

・土木一式工事の場合【金額４千万円（税込）以上】 

配点

a　　災害協定の締結

15

12

9

6

10

7

4

5

2

0

b　　災害協定に基づく活動の実績

5

0

c　　香川県建設業BCP認定等

10

5

0

※「災害時の活動体制」の配点はa、b、cの得点の合計とする （最大３０点）

加入している団体が香川県と災害協定を締結していない

災害協定に基づき、過去３年度において団体が県から協力要請等*②を受けた実績がある

災害協定に基づき、過去３年度において団体が県から協力要請等*②を受けた実績がない

香川県建設業BCP認定を取得している

香川県建設業BCP認定を取得していないが、災害時に応急活動できる体制がある

上記以外

自社の加入している団体と香川
県とが締結している災害協定が
２つあり、

かつ前年度に団体において、そのうち２つの協定に関する

災害時に対応した訓練等*①を行い、自社が参加している

かつ前年度に団体において、そのうち１つの協定に関する

災害時に対応した訓練等*①を行い、自社が参加している

かつ前年度に団体において、その協定に関する災害時に

対応した訓練等*①を行っていない、又は自社が参加していない

自社の加入している団体と香川
県とが締結している災害協定が
１つあり、

かつ前年度に団体において、その協定に関する災害時に

対応した訓練等*①を行い、自社が参加している

かつ前年度に団体において、その協定に関する災害時に

対応した訓練等*①を行っていない、又は自社が参加していない

評価基準

自社の加入している団体と香川
県とが締結している災害協定が
３つ以上あり、

かつ前年度に団体において、そのうち３つ以上の協定に関する

災害時に対応した訓練等*①を行い、自社が参加している

かつ前年度に団体において、そのうち２つの協定に関する

災害時に対応した訓練等*①を行い、自社が参加している

かつ前年度に団体において、そのうち１つの協定に関する

災害時に対応した訓練等*①を行い、自社が参加している

かつ前年度に団体において、その協定に関する災害時に

対応した訓練等*①を行っていない、又は自社が参加していない
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・土木一式工事の場合【金額４千万円（税込）未満】 

配点

a　　災害協定の締結　

5

2

0

c　　香川県建設業BCP認定等

10

5

0

※「災害時の活動体制」の配点はa、cの得点の合計とする （最大１５点）

香川県建設業BCP認定を取得している

香川県建設業BCP認定を取得していないが、災害時に応急活動できる体制がある

上記以外

評価基準

自社の加入している団体と香川県とが
締結している災害協定があり、

かつ前年度に団体において、その協定に関する

災害時に対応した訓練等*①を行い、自社が参加している

かつ前年度に団体において、その協定に関する災害時に

対応した訓練等*①を行っていない、又は自社が参加していない

加入している団体が香川県と災害協定を締結していない

 

 

 

・土木一式以外の工事の場合【金額４千万円（税込）以上】 

配点

a　　災害協定の締結　

5

2

0

b　　災害協定に基づく活動の実績 

5

0

c　　災害時の応急活動体制

5

0

※「災害時の活動体制」の配点はa、b、cの得点の合計とする （最大１５点）

災害協定に基づき、過去３年度において団体が県から協力要請等*②を受けた実績がある

災害協定に基づき、過去３年度において団体が県から協力要請等*②を受けた実績がない

災害時に応急活動できる体制がある

上記以外

評価基準

自社の加入している団体と香川県とが
締結している災害協定があり、

かつ前年度に団体において、その協定に関する災害時に

対応した訓練等*①を行い、自社が参加している

かつ前年度に団体において、その協定に関する災害時に

対応した訓練等*①を行っていない、又は自社が参加していない

加入している団体が香川県と災害協定を締結していない

 
 

・土木一式以外の工事の場合【金額４千万円（税込）未満】 

配点

a　　災害協定の締結　

5

2

0

c　　災害時の応急活動体制

5

0

※「災害時の活動体制」の配点はa、cの得点の合計とする （最大１０点）

評価基準

自社の加入している団体と香川県とが
締結している災害協定があり、

かつ前年度に団体において、その協定に関する災害時に

対応した訓練等*①を行い、自社が参加している

かつ前年度に団体において、その協定に関する災害時に

対応した訓練等*①を行っていない、又は自社が参加していない

加入している団体が香川県と災害協定を締結していない

災害時に応急活動できる体制がある

上記以外
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【解説】 

・香川県との災害協定の締結、災害協定に基づく活動の実績、香川県建設業ＢＣＰ認定の取得及び災害

時に応急活動ができる体制が整っていることを評価します。 

［a 災害協定の締結］ 

・*①の「災害時に対応した訓練等」とは、団体が実施した訓練の他、国・県が実施した訓練や講習会に

団体が参加している場合を含む。（ただし、団体から交付した自社の参加を証明する書面により参加が

確認できる場合に限る） 

・加入している団体が香川県と災害協定を結んでいる場合は、団体に今年度加入していることを証明す

る書類の写しを添付してください。写しの添付のない場合は評価されません。 

（ただし、加入している団体が「（一社）香川県建設業協会」の場合は、今年度所属していることを証

明する書類の写しの添付は不要とします。（同協会から県に提出された資料で評価します。）） 

・災害時に対応した訓練等の参加を評価する場合は、各団体が発行する訓練への参加証明の写しを添付

してください。写しの添付のない場合は評価されません。 

 前年度は、令和７年４月１日～令和８年３月３１日とします。 

 

［ｂ 災害協定に基づく活動の実績］ 

・過去３年度（令和５年 4 月 1 日～令和８年３月 31 日）の間に、自社が加入していた団体が、県から

災害協定に基づき協力要請を受けた実績を評価します。 

・災害活動に基づく活動の実績を評価する場合は、団体が県から協力要請を受けた年度に、自社が当該

団体へ加入していたことを証明する書類の写しを添付してください。写しの添付の無い場合は評価さ

れません。 

（ただし、加入している団体が「（一社）香川県建設業協会」の場合は、協力要請を受けた年度に団体

へ加入していたことを証明する書類の写しの添付は不要とします。（同協会から県に提出された資料

で評価します。）） 

・*②の協力要請等とは、加入している団体に対し、当該協定に基づく協力要請を行う可能性がある場合

において待機や準備を要請した場合を含む。 

 

［c 災害時の応急活動体制］ 

・４千万円以上の土木一式工事の場合、香川県建設業 BCP 認定を取得していれば、災害時に応急活動

できる体制が整っていることを示す書類の提出は不要です。 

・香川県建設業ＢＣＰ認定の取得については、入札公告日時点で評価します。 

・災害時に応急活動できる体制として、「緊急時の社内の連絡体制表」及び「自社で保有している資機材

等の一覧表」の添付のある場合を評価の対象とします。「人員」「機材」「資材」の３つの資源について

は必ず記載することとし、いずれかでも記載がない場合は評価されません。なお、「緊急時の社内の連

絡体制表」及び「自社で保有している資機材等の一覧表」については、様式は任意ですが、手引９０

ページに記載例がありますので参考にしてください。（「緊急時の社内の連絡体制表」が指揮命令系統

的なものではなく、単なる一覧表的なものについては、命令系統が判断できないため、評価対象とし

ません。また、「機材」「資材」について、保有場所が記載されていない場合、記載されていても保有

場所が特定できない場合、保有場所が遠方であり災害等緊急時に使用できない可能性があると考えら

れる場合、記載された機材・資材が軽微なものであり、災害時の応急活動が困難と考えられる場合は

評価されない場合がありますので注意してください。） 
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  ㉓ 夜間等に緊急対応を行う維持修繕工事の受注実績 

評  価  基  準 配点 

過去３年度間に完成した維持修繕工事の受注実績が４回以上あり（ただし、雪に

関するパト工事の受注実績を２回以上含む） 
１０ 

過去３年度間に完成した維持修繕工事の受注実績が４回以上あり（ただし、雪に

関するパト工事の受注実績を１回以上含む） 
８ 

過去３年度間に完成した維持修繕工事の受注実績が３回以上あり（ただし、雪に

関するパト工事の受注実績を１回以上含む） 
６ 

過去３年度間に完成した維持修繕工事の受注実績が２回以上あり（ただし、雪に

関するパト工事の受注実績を１回以上含む）又は過去３年度間に完成した維持修

繕工事の受注実績が３回以上あり 

４ 

過去３年度間に完成した維持修繕工事の受注実績が２回以上あり又は雪に関する

パト工事の受注実績が１回以上あり 
２ 

過去３年度間に完成した維持修繕工事の受注実績が１回以上あり １ 

受注実績なし ０ 

【解説】 

・令和５年４月１日から令和８年３月 31 日までに完成した元請工事を対象とします。 

・本工事を発注する土木事務所以外の維持修繕工事の実績でも評価対象とします。 

・発注工事の種類が「土木一式工事」又は「舗装工事」の場合にのみ評価項目として設定します。 

・評価の対象となる維持修繕工事（以下「パト工事」という。）は、香川県発注の、夜間等に緊急対応が

必要となる「道路維持修繕に関するパト工事（ただし、舗装修繕、交通安全施設、路面清掃、植栽維

持、ポンプ点検を除く）」、「雪に関するパト工事（「雪氷管理（凍結防止剤散布）に関するパト工事」

や「除雪に関するパト工事」のこと）」、「河川維持修繕に関するパト工事（ただし、河川維持と合併し

ていない砂防・急傾斜のみの工事を除く）」、「港湾維持修繕に関するパト工事」とします。ただし、当

初契約時の工事内容にパト工事の内容が含まれない工事（変更契約時にパト工事の内容が新規計上さ

れる工事等）は評価対象としません。 

・令和７年度以降、評価対象工事の件数が減ることから、今後評価基準の受注回数等を見直す予定です。 

 

  ㉔ 従業員数 

評  価  基  準 配点 

４０名以上 １０ 

３０名以上４０名未満 ９ 

２０名以上３０名未満 ８ 

１５名以上２０名未満 ７ 

１１名以上１５名未満 ６ 

８名以上１１名未満 ５ 

６名以上８名未満 ４ 

４名以上６名未満 ３ 

３名 ２ 

２名 １ 

１名以下 ０ 

【解説】 

・経営事項審査基準日における常勤雇用者のうち、建設業に携わっている者の人数を評価します。 
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・令和８年度香川県建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載された内容により評価します。（総合点

数算定要領に基づき、香川県内に主たる営業所があるものに限る。） 

 

  ㉕ 建設機械の台数 

評  価  基  準 配点 

１５台以上 １０ 

１３台以上１５台未満 ９ 

１１台以上１３台未満 ８ 

９台以上１１台未満 ７ 

７台以上９台未満 ６ 

５台以上７台未満 ５ 

４台 ４ 

３台 ３ 

２台 ２ 

１台 １ 

１台未満 ０ 

【解説】 

・地域防災への備えの観点から災害時に使用される代表的な建設機械（ショベル系掘削機、ブルドーザ

ー、トラクターショベル等）の保有台数及び長期リース契約（経営事項審査基準日から 1 年 7 ヶ月以

上の契約期間）台数を評価します。 

・令和８年度香川県建設工事指名競争入札参加資格者名簿に登載された内容により評価します。（総合点

数算定要領に基づき、香川県内に主たる営業所があるものに限る。） 

 

  ㉖ 下請けの県内業者の活用 

評  価  基  準 配点 

全ての一次下請業者が県内業者である又は元請業者が県内業者で工事の全てを自

ら施工する 
５ 

上記以外 ０ 

【解説】 

・元請業者（落札者）が建設業法第２条第４項に規定する下請負契約において、県内に建設業法上の主

たる営業所を有する業者（以下「県内業者」という。）と一次下請負契約を締結することを評価します。 

・県内業者である元請業者が、下請業者を使用せず全て自社で施工する場合は加点評価とします。 

・二次下請け以降は評価対象としません。 

・評価対象は、建設工事の請負契約における一次下請業者であり、測量、警備、資材納入、運搬等の契

約業者は評価対象としません。 

・一次下請業者のうち一社でも県内業者でない者がある場合は、評価されません。 

・加点評価された場合は、履行確認が必要となるため、工事契約締結後から工事竣工までの期間におい

て、下請通知書、施工体制台帳、施工体系図、下請業者との契約書（注文書、請書及び基本契約書等）

及び現場監督業務等の中での履行確認を行うとともに、竣工時に様式第 4-5 号の履行確認表（様式は

手引７７ページを、記載要領等は手引１１１ページを参照））の提出が必要となります。 

・設計変更により、追加施工することとなった工種が、県外業者でなければ施工できない場合には、工

事打合せ簿等により、ペナルティの対象外とすることができる。 
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  ㉗ 低入札に対する評価 

評  価  基  準 配点 

実績なし ０ 

本工事における入札において、低入札価格調査基準価格を下回る応札あり －９０ 

過去１８０日以内に低入札価格調査基準価格を下回る応札実績あり 

(応札回数により点数は累積される) 
－９０～ 

【解説】 

 ・低入札に対する評価は下記の２点について評価します。 

①本工事における入札で低入札価格調査基準価格を下回る価格で応札した実績を評価します。 

※落札候補者とならなかった場合や、失格（技術提案書の不備等）・無効（入札参加資格が無い等）と

なった場合であっても評価対象となります。 

②過去の香川県発注工事において、低入札価格調査基準価格を下回る価格で応札した実績を評価しま

す。 

（ここでいう「過去の香川県発注工事」とは、本工事における入札の開札日前１８０日以内に、応

札〔各工事の入札の開札日をもって応札のあった日とみなします。〕があった、知事部局、議会事

務局、教育委員会、警察本部及び病院局が所管する建設工事をいいます。〔ただし、地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用されるものを除く。〕 

※低入札応札実績に伴う点数は応札回数により累積されます。 

例えば、ある工事で低入札による応札をした場合、その工事の開札日の翌日から起算して１８０

日間は-９０点となり、その間（１８０日以内）に別の工事で再度低入札による応札をした場合

は、-９０点×2 回＝-１８０点となります。 

・本工事における入札において、共同企業体として低入札による応札を行った場合は、その構成員であ

る全業者に対して、低入札による応札の実績として評価し、構成員である全業者は過去１８０日以内

に低入札の応札実績ありとして評価します。 

・共同企業体として入札に参加した場合、低入札の応札実績の有無の評価は、本工事における共同企業

体の代表者の実績で評価します。 

 

９．技術提案書 

 

（１）技術提案書の提出 

  入札参加者は、入札に際して本工事に対する技術提案書（様式第１、２、3－1、

3－2、3－3号、3-5 号、県産品の利用（地球温暖化防止対策）の評価項目が設定さ

れた場合は 3-4 号）を添付して提出してください。 

  提出を求める技術提案書は、総合評価の方式により下記のとおり異なりますので

注意してください。 

  技術提案書は１つのエクセル形式のファイル内で複数に分かれています。見落と

しの無いよう注意してください。なお、「社会性・地理的条件」における評価項目

「労働災害防止及び交通事故防止等への取組」（技術提案書様式第 3-2 号）につい

ての評価確認のために提出を求める各取組計画については、ワード形式のファイル

となっていますので、入札の際に忘れずに添付して提出してください。（以下の説

明文内では、ワード形式のファイルについての記載はしませんが、様式第 3－2 号

の評価資料の一部として取り扱います。） 
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  ① 技術提案型：様式第１号（「誓約書」様式。） 

様式第２号（「技術提案」様式。提案を求める細目数のシート

に分かれています。） 

様式第 3-1 号（「企業の施工能力、配置予定技術者、社会性・

地理的条件」様式。） 

様式第 3-3 号（「社会性・地理的条件」様式。） 

様式第 3-4 号（県産品の利用（地球温暖化防止対策）の評価項

目が設定された場合の様式） 

様式第 3-5 号（「社会性・地理的条件」様式。） 

 

  ② 施工計画型：様式第１号（「誓約書」様式。） 

様式第２号（「施工計画」様式。提案を求める項目数のシート

に分かれています。） 

様式第 3-1 号（「企業の施工能力、配置予定技術者、社会性・

地理的条件」様式。） 

様式第 3-2 号（「社会性・地理的条件」様式。） 

様式第 3-3 号（「社会性・地理的条件」様式。） 

様式第 3-4 号（県産品の利用（地球温暖化防止対策）の評価項

目が設定された場合の様式） 

様式第 3-5 号（「社会性・地理的条件」様式。） 

 

  ④ 企業評価型：様式第１号（「誓約書」様式。） 

様式第 3-1 号（「若年・女性技術者評価型」の「配置予定技術

者」様式。） 

様式第 3-2 号（「社会性・地理的条件」様式。） 

様式第 3-4 号（県産品の利用（地球温暖化防止対策）の評価項

目が設定された場合の様式） 

様式第 3-5 号（「社会性・地理的条件」様式。） 

※簡易型は様式第 1号、様式第 3－2号のみ 

 

（２）技術提案書の書式 

  技術提案書は、入札公告等に添付されたエクセル形式のファイルで提出してくだ

さい。PDF 形式等には変換しないでください。 

事前に様式が必要な場合は、県のホームページ（「しごと・産業」→「建設業」

→「工事情報 HP」→「各種様式集」）からダウンロードできます。 

ただし、工事案件毎に要求内容が異なりますので、入札公告等の内容を必ず確認

してください。 

 

  ① 様式第１号 

宛名は、本課執行にあっては、知事名、事務所執行にあっては所長名とします。 

   なお、紙による添付資料を持参する場合、日付は持参日を記入してください。 

 

  ② 様式第２号 

   提案事項の記載にあたっては、評価内容をよく読んで記載してください。 
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   評価された提案内容については、履行確認の必要がありますので、それを見越 

したうえでの提案を行ってください。 

 

③ 様式第 3-1 号 

 施工実績等の提案にあたっては、作成上の注意をよく読んで記載してください。

（作成上の注意は、様式第 3-1 号とは別のシートに記載していますので、見落

としの無いよう注意してください。） 

   評価された「配置予定技術者」については、履行確認の必要がありますので、

それを見越したうえでの提案を行ってください。 

 

④ 様式第 3-2 号 

 提案事項の記載にあたっては、内容をよく読んで記載してください。 

 なお、評価確認のための資料の添付も忘れないようにしてください。 

また、評価された「労働災害防止及び交通事故防止等への取組」における「墜

落事故等防止取組計画」及び「交通事故防止取組計画」については、履行確認の

必要がありますので、それを見越したうえでの提案を行ってください。 

 

⑤ 様式第 3-3 号 

 提案事項の記載にあたっては、内容をよく読んで記載してください。 

   評価された「下請けの県内業者の活用」については、履行確認の必要がありま

すので、それを見越したうえでの提案を行ってください。 

 

⑥ 様式第 3-4 号 

 県産品の利用（地球温暖化防止対策）の評価項目が設定された場合、取組の有

無を記載し提出してください。 

また、取組で「有」を選択した場合、生コンクリートの場合は JISA5308 に規

定するレディーミクストコンクリート配合計画書(以下「配合計画書」という。」)、

砕石材の場合は県内産出であることを示す資料（試験報告書等）、木材の場合は

県内産出であることを示す資料（使用材料承認願等）、コンクリート二次製品の

場合は評価項目３つのうち、評価を希望する項目を証明する資料（配合報告書等）、

アスファルト合材の場合は評価項目２つのうち、評価を希望する項目を証明する

資料（配合報告書等）を提出してください。評価された「県産品資材からの選定」

については、履行確認の必要があることから、原則として提出した資料の材料を

使用してください。 

技術提案書と異なる材料を使用し、技術提案時よりも評価値が下がった場合は

工事成績の減点及び違約金徴収になりますので、異なる材料を使用する際は事前

に工事監督員に確認してください。 

生コンクリートの配合計画書は、骨材の産地と密度（表乾）がわかるものを添

付すること。コンクリート二次製品及びアスファルト合材の配合報告書等につい

ては、骨材の産地と密度、使用量がわかるものを添付すること。 

 

⑦ 様式第 3-5 号 

 提案事項の記載にあたっては、内容をよく読んで記載してください。 

   評価された「建設キャリアアップシステムの取組」については、履行確認の必

要がありますので、それを見越したうえでの提案を行ってください。 
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（３）技術提案書の不備による失格 

  技術提案書は、当該工事に対する各企業の意欲を表すものです。 

提出が無い場合や不備のある場合は失格になりますので注意してください。 

 

  ① 提出書類の不足による失格 

   ・提出が必要な様式１～3-5 号の一部、あるいは全ての提出が無い場合 

   ・入札公告に添付した様式を使用していない場合 

（過年度の様式を使用した場合、今年度より変更・追加された評価項目が評

価できないため、提出書類の不足として取り扱います。） 

 

  ② 様式第１号の内容の不備による失格 

   ・日付の記載が無い場合（紙による添付資料を持参する場合） 

   ・企業名の記載が無い場合 

   ・全く別の工事名が記載されている場合 

   ・様式の指定文を変更した場合（例：文章の一部を削除する等） 

   ・その他、様式の記載に不備がある場合 

 

  ③ 様式第２号の内容の不備による失格 

・施工計画型において、施工計画の評価項目の半数以上で「－５点」の評価の 

場合 

（各項目内の提案事項①及び②のうち、いずれか一方でも提案が無い場合は、

その項目の評価は「－５点」の評価となります。） 

  【解説】 

・電子入札では送信のあった企業は特定できますが、様式第１号は誓約書であることから、企業名の記載

が無い場合や全く別の工事名を記載している場合、誓約書の文面を変更した場合も失格とします。同様

の理由から、その他、様式の記載に不備がある場合も失格とします。 

・紙による添付資料を持参する場合で、様式第１号に日付の記載が無かったり、持参日以外の日付を記入

している場合も失格とします。電子入札における技術提案書の日付は、電子入札システムに記録された

入札日を採用するため、記入の必要はありません。 

・様式第２号において提案の少ない場合については、当該工事に対する意欲の無い企業として失格としま

す。 

・施工計画型における「地球温暖化防止対策（CO2排出量削減）」の技術提案様式第 3-4 号において、次の

場合は「０点」の評価となります。 

  ＊ 取組の「有」「無」欄に記入のない場合（確認用資料が添付されていても評価対象としない） 

  ＊ 取組の「無」欄に記入のある場合（確認用資料が添付されていても評価対象としない） 

＊ 取組の「有」欄に記入のある場合でも、取組の「有」の確認ができない場合 

 
（４）様式第２号記載上の注意事項等 

各記載欄への記載は、それぞれ１提案（１内容）としてください。２提案（２内

容）以上記載した場合は、「０点」の評価とします。（ただし、入札公告内の添付資

料において、発注者から複数提案の指示がある場合は、その指示に従ってくださ

い。） 

提案事項は提案者の自主的な取り組みであることから、原則として設計変更の対

象とはなりません。多大な費用を要する過度な内容の提案を求めるものではありま

せん。 
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○提案事項の欄に記載する内容 

①提案工法等の目的 

・発注者が求める評価内容に合致した目的である必要があります。 

・発注者が求める評価内容は、案件ごとに工事内容、現場条件、周辺状況等に

より異なります。当該工事における重要なポイントを把握して提案してくだ

さい。 

②対策内容 

・具体的に使用する資機材、工法等を記載してください。あいまいな表現の提

案は、履行確認が困難なため評価されません。例えば、「原則として」、「…す

るよう努める。」、「必要に応じて…」、「…の場合は」、「○○等を実施する。」

など。 

・共通仕様書等で定められた規格等は遵守してください。 

・設計図書で実施することが義務付けられている対策等は評価されません。 
  ③対策を実施した場合の具体的な効果 

   ・提案した工法、製品又は材料などの効果がＮＥＴＩＳ、公的機関等で証明さ

れていない場合は評価されません。 

 ○履行確認方法の欄に記載する内容 

  ④確認の手段（写真、試験成績表、測定結果等）及び報告する内容（提案工法で

の現地適用状況、騒音振動の低減効果等の数値目標値） 

  ・施工段階において、工事監督員との協議や立会いが必要な事項の提案は評価

されません。 
  ・記載された履行確認方法により、提案事項②③の履行確認ができない場合は

評価されません。 
  ・数値目標がなくＮＥＴＩＳ等で効果が証明されているものは提案工法等が施

工現場で採用されていることを証明できる写真。 
 

参考（このような提案は評価されません） 

理由 提案内容 備考 

①求めた提

案となっ

ていない 

・（道路の汚損防止の提案として） 
 路面状況を確認し汚損があれば

路面清掃を行う 
 
・（騒音振動対策で使用機械の機種

及び諸元を求めた際の提案） 
ラフテレーンクレーン（低騒音型）

を使用する 
 
・（濁水の河川への放流前の排水対

策を求めた際の提案） 
 工事区域下流の河川に汚濁防止

膜を設置し濁水の拡散を防止す

る。 
 
 

・汚損後の対応であり、汚損防止となって

いない 
 
 
・諸元が不明 
（例）25ｔ吊ラフテレーンクレーン（低

騒音型）を使用する 
 
 
・濁水の河川への放流前の対策となってい

ない 
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②記載内容 
の間違い 

・（建設機械による騒音振動対策の

提案において） 
 A枠に（使用機械の機種及び諸元） 
 B 枠に（その機械を使用する工種

又は作業内容）の記載を求めた際 
 A 枠に B 枠の内容、B 枠に A 枠

の内容を記載している 
 
・日平均気温が２８度を超える場合

暑中コンクリートで施工 

・それぞれの枠に該当する回答が書けてい

るか確認が必要 
 
 
 
 
 
 
・管理すべき温度の間違い 
 

②具体的な

記載が無

い 

・○○、△△等を実施する 
・コンクリート打設後、湿潤状態を

保つ 
・鉄筋を現場で保管せず、倉庫で保

管する 
・第三者が現場に立ち入らないよう

にする 
・立入防止柵を設置する 
・チェックリスト項目を作成し点検

する 
・仮設計画に基づき車両進入表示を

行う 
・濁水を場外に出さない 
・工事施工箇所周辺について重点的

に安全巡視を実施する 
・通行に支障の無い程度の注意喚起

看板を設置する 
・特に○○な場合は、△△を行う 

・「等」の内容が不明 
・湿潤状態を保つ具体的な対策の記載がな

い 
・倉庫での保管方法が不明 
 
・立入防止施設の具体的な記述がない 
 
・立入防止柵の構造が不明 
・チェックリスト項目が不明 
 
・仮設計画の内容が不明 
 
・具体的な対策内容の記載がない 
・「周辺」の範囲が特定できない 
 
・「支障の無い程度」の基準が不明確 
 
・「特に○○な場合」の条件・基準が不明

確 
②設計図書

で義務付

け 

・通行規制時に交通誘導員を配置す

る 
・提案した工種（工事内容）の交通誘導員

の配置が、当初から設計図書で義務付け

られている 

②記載内容

の不足 

【コンクリート養生方法の提案に

おいて】 
型枠脱型後の湿潤状態を保つ為、○

○を行う 
 

・型枠脱型前の養生方法が不明 

【鉄筋組立前とコンクリート打設

前の鉄筋清掃方法の提案において】 
（組立前） 

搬入された鉄筋に付着した泥を

○○で清掃し、清掃後、鉄筋とコ

ンクリートの付着を害するもの

が無いか確認し記録する 

・泥以外の清掃について対応方法が不明 
鉄筋表面に付着した泥、油、浮きさびや

モルタルの清掃をどうやって行うか、付

着物に対応した具体的な提案を組立前、

打設前にそれぞれ記載する必要がある 
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［前ページから続く］ 
（打設前） 

鉄筋組立後、鉄筋に付着した泥を

○○で清掃し、清掃後、鉄筋とコ

ンクリートの付着を害するもの

が無いか確認し記録する 
 

 

③効果不明 

・当社開発製品の「○○」を使用す

る 
 
・防音パネルを設置し、周辺住民に

対する騒音による負担を軽減す

る 

・ＮＥＴＩＳ、公的機関等で効果が証明さ

れていない 
 
・防音パネルの規格・構造・配置・効果が

不明 

④履行確認

が困難 

・県道からの進入路は２０km/h 以下

の速度で徐行する 
 
・アイドリングストップを励行する 

・写真や書類での確認が困難 
 
 
・ 〃 

④確認方法

が不適切 

・（騒音振動対策として）作業中に

常時騒音振動の計測を行い、大き

な騒音振動が発生しないように

施工 
 
・（濁水の排水対策として）沈殿浄

化槽の浄化状況と下流の濁りを目

視により確認 

・騒音振動の数値目標（基準値）及び基準

値の出典がないため効果が定量的に確

認できない 
 
 
・放流水の濁度測定、排水の水質基準、基

準の出典がないため効果が定量的に確

認できない 

④監督員と

の協議事

項 

・ＪＩＳ規格外の生コンクリートを

使用する 
 
・構造物の形式を変更する 

・監督員との協議が必要 
 
 
・ 〃 
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10．評価内容の担保 

   総合評価方式では、入札時に技術提案書を求め、各企業の提案内容等を評価す

ることにより落札者を決定していることから、落札者の決定に反映された技術提

案の内容が履行できなかったと認められた場合には、工事成績の減点及び違約金

を徴収します。 

 
（１）工事成績の減点及び違約金徴収の対象について 

技術提案書にて提案した以下の項目の、評価点の得られたものが対象となります。 

① 様式第２号にて提案したもの全て。（技術提案型及び施工計画型において、

「県産品の利用（地球温暖化防止対策）」における評価項目を設定した場合は、

様式第 3-4 号の提案内容も含む。） 

② 様式第 3-1 号にて提案した、配置予定技術者の資格、主任（監理）技術者

又は現場代理人（有資格者）としての同業種工事の施工経験、継続教育（Ｃ

ＰＤ）の取組状況の３項目の合計点。 

③ 様式第 3-1 号（企業評価型（若年・女性技術者育成型））にて提案した、配

置予定技術者の要件。 

④ 企業評価型において「県産品の利用（地球温暖化防止対策）」の評価項目が

設定された場合は、様式第 3-4 号の提案内容。 

⑤ 様式第 3-3 号にて提案した、下請けの県内業者の活用。 

⑥ 様式第 3-5 号にて提案した、建設キャリアアップシステムの取組。 

 

 

 【解説】 

・技術提案型総合評価における技術提案（155 点）、施工計画型総合評価における施工計画（70※1 点）、配

置予定技術者の３項目の合計（25 点）、企業評価型（若年・女性技術者育成型）総合評価における配置

予定技術者（10 点）、及び企業評価型総合評価における県産品の利用（地球温暖化防止対策）（10※2点）、

下請けの県内業者の活用(5 点)を対象とします。 

・契約変更等により、入札時に評価の得られた項目（又は細目）の履行が不可能となった場合については、

工事成績の減点及び違約金徴収の対象となりません。 

・配置予定技術者の変更については、真にやむを得ない理由（退職、病気等）以外認められません。 

ただし、上記理由等により交代が認められた場合において、入札時に評価された点数以上の技術者を配

置できない場合は、工事成績の減点及び違約金徴収の対象となります。 

なお、変更後の配置技術者の評価は、あくまでも当該工事の開札日を基準日として評価します。 

   ・施工条件の変更、災害等、受注者の責に帰すことのできない事由により、入札時に評価の得られた項目

（又は細目）の履行に影響が生じた場合は、現場の条件により、必要に応じてその取扱いを協議するも

のとします。 

   ・工事成績評定の対象とならない工事については、工事成績評定の減点を行いませんが、当該工事の完成

日から６ヶ月以内に開札を行う県発注工事の総合評価における評価項目「直近の香川県発注工事の工事

成績評定点」において「過去６ヶ月以内の完成工事で 65 点未満あり」の評価とします。 

   ※1)：施工計画の配点合計は工事案件ごとに変更となる場合があるので、入札公告等で確認してください。 

   ※2)：県産品の利用（地球温暖化防止対策）の項目は工事案件ごとに設定しますので、入札公告等で確認

してください。 
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（２）工事成績の減点 

   工事成績の減点値＝{（（Ａ－Ｂ）／Ａ）×（該当項目の加算点／合計加算点）}×１０点 
            Ａ：入札時の技術提案の値 
            Ｂ：施工後の実施に対する値 
            （工事成績減点値は小数以下四捨五入した値） 
 
（３）違約金の徴収 

   違  約  金 ＝Ｃ－Ｃ×（（Ｄ＋Ｅ）／（Ｄ＋Ｆ）） 
            Ｃ：当初契約金額 
            Ｄ：標準点＝１００点 
            Ｅ：施工後の実施値における合計加算点 
            Ｆ：当初入札時に記載した技術提案による合計加算点 
            （違約金は、１円未満切捨て） 
 
 【計算例】 

  〈入札時〉 

・総合評価の方式：施工計画型（土木一式工事） 

・当 初 契 約 金 額：158,580,000 

・入札時の加算点：17.78 点（240/270×20＝17.78）（少数第３位四捨五入） 
  内訳・施 工 計 画：60 点（工事成績減点等の対象） 

      ・企 業 の 施 工 能 力：60 点（対象外） 

      ・配 置 予 定 技 術 者：20 点（工事成績減点等の対象） 

      ・社会性・地理的条件：100 点（評価項目「建設キャリアアップシステムの取組」、「下請けの

県内業者の活用」、は工事成績減点等の対象となるが、それ以外

の評価項目は対象外） 

 

 

 

 

  〈施工後〉 

   （工事施工後の履行確認において、施工計画 60 点のうち１項目 20 点分について、履行がなされなか

ったと認められた場合。） 

・施工後の加算点：16.30 点（220/270×20＝16.30）（少数第３位四捨五入） 

内訳・施 工 計 画：40 点（工事成績減点等の対象） 

      ・企 業 の 施 工 能 力：60 点（対象外） 

      ・配 置 予 定 技 術 者：20 点（工事成績減点等の対象） 

      ・社会性・地理的条件：100 点（評価項目「建設キャリアアップシステムの取組」、「下請けの

県内業者の活用」、は工事成績減点等の対象となるが、それ以外

の評価項目は対象外） 
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この場合の工事成績の減点値は 

    工事成績の減点値＝{（（Ａ－Ｂ）／Ａ）×（該当項目の加算点／合計加算点）}×１０点 
              Ａ：入札時の技術提案の値 
              Ｂ：施工後の実施に対する値 

＝｛（（20－0）/20）×（20/240））｝×10 

＝１〔整数止（小数１位四捨五入）〕 

 

【解説】 

・計算式の前半部分（（Ａ－Ｂ）／Ａ）は、各項目の履行状況を判定します。例えば施工計画の「無

筋コンクリート（１項目 20 点）」の提案の履行が出来なかったとしたら、（（20－0）/20）＝

１になります。そして、項目毎に計算したものの合計が、工事成績の減点値となります。 

 詳細な計算方法については、手引８３ページの様式第７号（工事成績の減点値及び違約金通知書）

を参考にしてください。 

 

    違 約 金  ＝Ｃ－Ｃ×（（Ｄ＋Ｅ）／（Ｄ＋Ｆ）） 
             Ｃ：当初契約金額 
             Ｄ：標準点＝１００点 
             Ｅ：施工後の実施値における合計加算点 
             Ｆ：当初入札時に記載した技術提案による合計加算点 

＝158,580,000－158,580,000× 

（（100＋16.30）/（100＋17.78）） 

           ＝1,992,684〔１円未満切捨て〕 

 

 

【解説】 

・技術提案書の評価と入札金額から落札者が決まっているので、違約金の計算は当初の契約金額 

 で行います。変更で減額があっても当初契約金額での計算になります。 

・なお、違約金の徴収が発生した場合、相殺通知書が届きますので、竣工検査に合格した場合は

違約金を差し引いた額を請求することになります。 

 

   この例では、工事成績から１点減点され、竣工払いから約 199 万円減額した

支払いになります。 

 

 

37



 

11．加算方式について【参考】 

評価値の算出方法の基本的な考え方としては、加算方式と除算方式があり、土

木部においては、評価値の算定は、原則、除算方式で行うこととしています。参

考までに、加算方式における評価値等の考え方は以下のとおりです。 
 

（１）評価値の算定方法 

   評価値＝価格評価点＋技術評価点 
      ＝〔１００×（１－入札価格／予定価格）〕＋技術評価点 

   ☆価格評価点：最高１００点 
入札において、予定価格と同じ金額で札を入れた場合は０点、あり得ない

ですが０円で札を入れた場合は１００点になります。 

   ☆技術評価点：標準３０点（最高５０点） 
 
（２）落札者の決定方法 

   評価値の最も高い者を落札者とします。 

 
 
          
 
 
 
 
 
    

 

 

【解説】 上の図では、Ａよりも応札価格の高いＢが、技術評価点が高いことから評価値ではＡ

を上回っていることを表しています。 

技術評価点の満点は 30 点です。価格評価点で３０点を取ろうと思えば、落札率が

70％、予定価格の７割で札を入れる必要があります。つまり技術力が無い業者が満点

の技術力を持つ業者を価格で逆転しようと思えば、予定価格の 3 割も低い札を入れな

ければならなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術評価点（β） 

● 

★

100％ 

技術評価点 
の領域 

予定価格 
超過領域 

Ａの評価値 

Ｂの評価値 

予定価格 
Ａ 

Ｂ 

β 

０点 

１００点 

評
価
値 

０％ 
応札率 
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（３）評価内容の担保 

   加算方式は、評価値の算定が除算方式と異なりますので、落札者の決定に反映

された技術提案が履行できなかった場合には、工事成績の減点及び違約金につい

ては下記の式で算出します。 
 

① 工事成績の減点 

    工事成績の減点値＝{（     ）×            }×１０点 
 

             Ａ：入札時の技術提案の値 
             Ｂ：施工後の実施に対する値 
             （工事成績減点値は小数以下四捨五入した値） 
 

 ② 違約金の徴収 

    違  約  金 ＝Ｃ／Ｄ×（Ｅ－Ｆ） 
             Ｃ：当初契約金額 
             Ｄ：価格評価点満点＝１００点 
             Ｅ：当初入札時に記載した技術提案による合計技術評価点 
             Ｆ：施工後の実施値における合計技術評価点 
             （１円未満切捨て） 
 

 

該当項目の技術評価点 
合計技術評価点 

Ａ－Ｂ 

 Ａ 
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12．学識経験者の意見の聴取 

 

（１）学識経験者の意見聴取 

    総合評価方式の実施にあたっては、発注者の恣意的な判断を排除し、客観性

を確保するため、学識経験者等で構成する委員会に諮問し、意見を聴くことに

しています。 
    地方自治法施行令では、落札者を決定するときなど、あらかじめ学識経験を

有する者の意見を聴かなければならないとされており、総合評価方式による入

札の場合は、落札者決定までに日時を要します。 
 

【参考】地方自治法施行令（令和 7 年 4 月 1 日施行） 

第百六十七条の十の二  普通地方公共団体の長は、 （中略） 価格その他の条件が

当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者と

することができる。  

４ 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で

定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者の意見を聴かなければなら

ない。  

５ 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該

落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要

があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意

見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学

識経験者の意見を聴かなければならない。 

 

（２）学識経験者委員会の非公開 

     総合評価方式の意見を聴取する学識経験者委員会については、広く外部か

ら工学、経済学、法学などの専門家や経済界・行政経験者などに依頼してい

ます。 
     委員会の諮問にあたっては、企業名については符号（例えばＡ社，Ｂ社・・・）

にするなど個別の名称は特定できないようにしています。また、技術提案に

関するものなど、企業の知的財産について議論することから、審議内容につ

いては非公開、委員名についても非公表にしています。 

 

 

13．苦情の処理 

   総合評価方式による入札及び契約の過程に際し、質問等がある場合は出先発注

担当課の課長にお問い合わせください。 

   なお、さらに不服（再苦情）がある場合については、「香川県入札監視委員会」

の審議に付すことにしています。 
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14．技術提案に関する秘密の保持 

   各企業から提出のあった技術提案は、提案自体が各企業の知的財産であること

から、提案内容に関する事項が他者に知られることが無いよう、その取り扱いに

十分注意します。 

 

 

15．評価結果の公表 

   入札及び契約手続きの透明性、公平性を確保するため、総合評価方式の評価項

目及び評価基準、落札者の決定方法等については、あらかじめ入札公告等でお知

らせします。 

   なお、落札者の決定後、各業者の評価値等については、電子入札システムで公

表します。また、評価点については、県ホームページで公表します。 

 

（１）公表の内容 

①手続き開始時期 

    入札公告等で次の事項をお知らせします。 

    ・総合評価方式の適用の旨 

    ・評価項目及び評価基準 

    ・落札者の決定方法 

    ・技術提案が履行できなかった場合の措置 

  ②落札者決定後 

    落札者を決定した場合、次の事項を公表します。 

    ・業者名 

    ・各業者の入札価格 （電子入札システムで公表）（第３号様式） 

    ・各業者の評価値 

    ・各業者の評価点  （県ホームページで公表）（第１３号様式－２） 

 

16．おわりに 

この手引きは、「土木部（土木工事）」の内容に基づき作成していますが、他部

局の工事にも共通する部分がありますので、参考にしてください。 
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未
満

あ
り

－

3
5

2
0

配
点

運
搬

距
離

を
考

慮
し
た

使
用

骨
材

の
県

産
材

使
用
割

合

0
～
1
0
　

1
点

刻
み

生
コ
ン

：
運

搬
距

離
を
考

慮
し

た
使

用
骨

材
の
県

産
材
使

用
割
合

に
よ

り
評
価

項
目

配
点

2
2

1
0

運
搬

距
離

を
考

慮
し
た

使
用

骨
材

の
県
産

材
使

用
割
合

0
～

6
　

1
点

刻
み

項
目

県
内

工
場

低
炭

素
型

二
次

製
品
：

県
内

工
場

、
低

炭
素

型
、

運
搬

距
離

を
考

慮
し

た
使

用
骨

材
の

県
産

材
使

用
割

合
に

よ
り
評

価

計

0
～

2
0
～

4
0
～

6
0
～

8
0
～

1
0
0

配
点

0
2

4
6

8
1
0

項
目

県
産

材
使

用
割

合
(
%
)

木
材

:
県

産
材

使
用

割
合

に
よ

り
評

価

配
点

2
1
0

運
搬

距
離
を

考
慮

し
た

使
用

骨
材

の
県
産

材
使

用
割
合

0
～

8
　

1
点

刻
み

計

ア
ス
フ

ァ
ル
ト

合
材
：

県
内

工
場
、

低
炭

素
型
、

運
搬

距
離

を
考
慮

し
た
使

用
骨
材

の
県

産
材
使

用
割
合

に
よ

り
評

価

項
目

低
炭

素
型

配
点

砕
石

材
（
基

礎
捨

石
、

被
覆
石

等
）

：
運

搬
距

離
を

考
慮

し
た
県

産
材

使
用

割
合

に
よ

り
評
価

項
目

運
搬

距
離
を

考
慮
し

た
県

産
材
使

用
割
合

0
～

1
0
　

1
点

刻
み

42



簡
易

型
通

常
型

若
年

・
女

性
技

術
者

育
成

型
簡

易
型

通
常

型
若

年
・

女
性

技
術

者
育

成
型

施
工

計
画

型
技

術
提

案
型

備
考

企
業

評
価

型

施
工

計
画

型
技

術
提

案
型

評
価

基
準

企
業

評
価

型

評
価

の
視

点
評

価
項

目
評

価
細

目
評

価
内

容

5
5

3
3

0
0

1
0

1
0

5
5

0
0

1
0

1
0

5
5

0
0

1
0 0

県
内

に
主

た
る

営
業

所
あ

り
県

内
に

営
業

所
あ

り
○

○
事

務
所

管
内

に
営

業
所

あ
り

○
○

市
内

に
営

業
所

あ
り

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

県
内

に
営

業
所

あ
り

－
－

－
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0

県
内

に
営

業
所

な
し

県
内

に
営

業
所

な
し

○
○

事
務

所
管

内
に

営
業

所
な

し
○

○
市

内
に

営
業

所
な

し
0

0
0

0
0

5
5

0
0

5
5

5
5

0
0

0
0

1
0

1
0

9
9

8
8

7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

0
0

1
5

1
5

1
5

1
5

1
0

1
0

1
0

1
0

墜
落

事
故

等
防

止
へ

の
取

組
5

5
5

5

交
通

事
故

防
止

へ
の

取
組

0
0

0
0

1
5

1
5

1
5

1
2

1
2

1
2

9
9

9

6
6

6

1
0

1
0

1
0

7
7

7

4
4

4

5
5

5
5

2
2

2
2

0
0

0
0

ｂ
　

災
害

協
定

に
基

づ
く

活
動

の
実

績

5
5

5

0
0

0

ｃ
　

香
川

県
建

設
業

Ｂ
Ｃ

Ｐ
認

定
等

1
0

1
0

1
0

1
0

5
5

5
5

0
0

0
0

5
5

5
5

2
2

2
2

0
0

0
0

ｂ
　

災
害

協
定

に
基

づ
く

活
動

の
実

績

5
5

5

0
0

0
ｃ

　
災

害
時

の
応

急
活

動
体

制

5
5

5
5

0
0

0
0

－
5

5

配
置

予
定

技
術

者

1
3

．
配

置
予

定
技

術
者

の
資

格
－

　
配

置
予

定
技

術
者

に
つ

い
て

、
工

種
(※

２
)毎

に
定

め
た

指
定

資
格

取
得

の
有

無
と

取
得

後
経

過
年

数
を

評
価

。
－

1
4

．
過

去
５

年
度

間
及

び
今

年
度

完
成

の
同

業
種

工
事

の
主

任
（

監
理

）
技

術
者

又
は

現
場

代
理

人
（

有
資

格
者

）
と

し
て

の
施

工
経

験
－

　
C

O
R

IN
S

に
竣

工
登

録
さ

れ
た

、
過

去
５

年
度

間
及

び
今

年
度

完
成

の
同

業
種

(※
２

)工
事

に
つ

い
て

、
当

該
工

事
に

対
し

て
一

定
規

模
以

上
の

工
事

で
の

主
任

（
監

理
）

技
術

者
又

は
現

場
代

理
人

（
有

資
格

者
）

と
し

て
の

施
工

経
験

を
評

価
。

－

－ － － －

取
得

単
位

２
５

ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ
以

上
５

０
ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ
未

満

取
得

単
位

２
５

ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ
未

満

上
記

以
外

指
定

資
格

取
得

後
５

年
未

満

指
定

資
格

取
得

な
し

指
定

資
格

取
得

後
５

年
以

上

－
－

－

C
O

R
IN

S
竣

工
登

録
同

業
種

工
事

で
0

.7
規

模
以

上
の

実
績

あ
り

－
－

C
O

R
IN

S
竣

工
登

録
同

業
種

工
事

で
0

.5
規

模
以

上
0

.7
規

模
未

満
の

実
績

あ
り

C
O

R
IN

S
竣

工
登

録
同

業
種

工
事

で
0

.5
規

模
未

満
又

は
実

績
な

し

－

－

－
－

2
1

．
労

働
災

害
防

止
及

び
交

通
事

故
防

止
等

へ
の

取
組

労
働

災
害

防
止

へ
の

取
組

　
定

期
的

な
講

習
会

な
ど

労
災

事
故

防
止

対
策

に
取

り
組

ん
で

い
る

建
設

業
労

働
災

害
防

止
協

会
へ

の
加

入
や

、
墜

落
事

故
等

防
止

及
び

交
通

事
故

防
止

に
関

す
る

計
画

作
成

の
取

り
組

み
を

評
価

。

1
5

1
5

1
5－

1
0

取
得

単
位

５
０

ﾕ
ﾆ
ｯ
ﾄ
以

上

　
工

事
規

模
・

内
容

に
応

じ
て

、
営

業
拠

点
の

有
無

（
県

内
・

外
、

土
木

事
務

所
管

内
・

外
等

）
を

評
価

。
2

0
2

0

5 －

1
5

．
過

去
５

年
間

に
お

け
る

継
続

教
育

（
Ｃ

Ｐ
Ｄ

）
の

取
組

状
況

－

配
置

予
定

技
術

者
の

技
術

力
の

維
持

向
上

に
つ

い
て

、
(一

社
)全

国
土

木
施

工
管

理
技

士
連

合
会

、
(公

社
)日

本
技

術
士

会
、

(公
社

)土
木

学
会

、
(公

社
)日

本
建

築
士

会
連

合
会

、
建

築
Ｃ

Ｐ
Ｄ

運
営

会
議

の
認

定
す

る
継

続
教

育
の

取
組

状
況

を
評

価
。

－
－

1
0

1
8

．
地

域
精

通
度

（
近

隣
で

の
施

工
実

績
）

－

2
0

．
県

産
品

の
利

用
（

地
球

温
暖

化
防

止
対

策
）

　
　

【
必

要
に

応
じ

て
設

定
】

－

指
定

す
る

資
材

の
県

産
品

資
材

利
用

　
・

生
コ

ン
ク

リ
ー

ト
骨

材
　

・
砕

石
材

（
基

礎
捨

石
、

被
覆

石
等

）
　

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
二

次
製

品
　

・
木

材
　

・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
合

材

1
0

1
0

－

－
－

実
績

な
し

過
去

５
年

度
間

及
び

今
年

度
完

成
工

事
の

C
O

R
IN

S
登

録
同

業
種

工
事

で
○

○
土

木
事

務
所

管
内

の
実

績
あ

り
5

　
C

O
R

IN
S

に
登

録
さ

れ
た

過
去

５
年

度
間

及
び

今
年

度
完

成
の

同
業

種
(※

２
)工

事
に

つ
い

て
、

近
隣

で
の

施
工

実
績

を
評

価
。

－
－

5

－

－ －

1
9

．
建

設
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

シ
ス

テ
ム

の
取

組
－

　
建

設
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

シ
ス

テ
ム

（
C

C
U

S
)に

つ
い

て
、

当
該

工
事

に
お

け
る

導
入

状
況

を
評

価
。

5
5

5

1
0

受
注

者
（

元
請

け
）

の
企

業
登

録
が

あ
り

、
か

つ
当

該
工

事
現

場
に

お
い

て
活

用
す

る
場

合

上
記

以
外

（
企

業
の

登
録

を
行

っ
て

い
な

い
、

ま
た

は
当

該
工

事
現

場
に

お
い

て
活

用
し

な
い

場
合

）

県
内

本
社

評
価

県
内

評
価

管
内

評
価

地
域

内
評

価
2

0－
1

6
．

若
年

技
術

者
（

３
５

歳
未

満
）

・
女

性
技

術
者

の
配

置
－

　
配

置
予

定
技

術
者

に
つ

い
て

、
若

年
技

術
者

（
３

５
歳

未
満

）
又

は
女

性
技

術
者

の
配

置
を

評
価

。

2
0

1
7

．
地

域
精

通
度

（
営

業
拠

点
）

－

－

－
配

点
は

a
b
c
の

合
計

と
す

る

自
社

の
加

入
し

て
い

る
団

体
と

香
川

県
と

が
締

結
し

て
い

る
災

害
協

定
が

３
つ

以
上

あ
り

、

か
つ

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

、
そ

の
う

ち
３

つ
以

上
の

協
定

に
関

す
る

災
害

時
に

対
応

し
た

訓
練

等
を

行
い

、
自

社
が

参
加

し
て

い
る

か
つ

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

、
そ

の
う

ち
２

つ
の

協
定

に
関

す
る

災
害

時
に

対
応

し
た

訓
練

等
を

行
い

、
自

社
が

参
加

し
て

い
る

か
つ

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

、
そ

の
う

ち
１

つ
の

協
定

に
関

す
る

災
害

時
に

対
応

し
た

訓
練

等
を

行
い

、
自

社
が

参
加

し
て

い
る

評
価

細
目

全
て

に
つ

い
て

、
取

組
あ

り

－
評

価
細

目
の

う
ち

、
２

つ
の

項
目

に
つ

い
て

取
組

あ
り

評
価

細
目

の
う

ち
、

１
つ

の
項

目
に

つ
い

て
取

組
あ

り

上
記

以
外

か
つ

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

、
そ

の
協

定
に

関
す

る
災

害
時

に
対

応
し

た
訓

練
等

を
行

っ
て

い
な

い
、

又
は

自
社

が
参

加
し

て
い

な
い

－－

2
2

．
災

害
時

の
活

動
体

制

災
害

協
定

の
締

結
、

災
害

協
定

に
基

づ
く

活
動

の
実

績
、

香
川

県
建

設
業

B
C

P
認

定
等

　
香

川
県

と
の

災
害

協
定

の
締

結
や

、
災

害
協

定
に

基
づ

く
活

動
の

実
績

、
香

川
県

建
設

業
B

C
P

認
定

の
取

得
状

況
を

評
価

。
【

土
木

一
式

工
事

の
場

合
】

3
0

3
0

3
0

加
入

し
て

い
る

団
体

が
香

川
県

と
災

害
協

定
を

締
結

し
て

い
な

い

災
害

協
定

に
基

づ
き

、
過

去
３

年
度

に
お

い
て

加
入

し
て

い
る

団
体

が
県

か
ら

協
力

要
請

等
を

受
け

た
実

績
が

あ
る

災
害

協
定

に
基

づ
き

、
過

去
３

年
度

に
お

い
て

加
入

し
て

い
る

団
体

が
県

か
ら

協
力

要
請

等
を

受
け

た
実

績
が

な
い

　
香

川
県

と
の

災
害

協
定

の
締

結
や

、
災

害
協

定
に

基
づ

く
活

動
の

実
績

、
災

害
時

に
お

け
る

応
急

活
動

の
体

制
が

整
っ

て
い

る
こ

と
を

評
価

。
【

土
木

一
式

工
事

外
の

場
合

】
1

5
1

5
1

5
－

a
　

災
害

協
定

の
締

結

－

香
川

県
建

設
業

Ｂ
Ｃ

Ｐ
認

定
を

取
得

し
て

い
る

自
社

の
加

入
し

て
い

る
団

体
と

香
川

県
と

が
締

結
し

て
い

る
災

害
協

定
が

２
つ

あ
り

、

か
つ

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

、
そ

の
う

ち
２

つ
の

協
定

に
関

す
る

災
害

時
に

対
応

し
た

訓
練

等
を

行
い

、
自

社
が

参
加

し
て

い
る

か
つ

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

、
そ

の
う

ち
１

つ
の

協
定

に
関

す
る

災
害

時
に

対
応

し
た

訓
練

等
を

行
い

、
自

社
が

参
加

し
て

い
る

か
つ

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

、
そ

の
協

定
に

関
す

る
災

害
時

に
対

応
し

た
訓

練
等

を
行

っ
て

い
な

い
、

又
は

自
社

が
参

加
し

て
い

な
い

自
社

の
加

入
し

て
い

る
団

体
と

香
川

県
と

が
締

結
し

て
い

る
災

害
協

定
が

１
つ

あ
り

、

か
つ

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

、
そ

の
協

定
に

関
す

る
災

害
時

に
対

応
し

た
訓

練
等

を
行

い
、

自
社

が
参

加
し

て
い

る

か
つ

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

、
そ

の
協

定
に

関
す

る
災

害
時

に
対

応
し

た
訓

練
等

を
行

っ
て

い
な

い
、

又
は

自
社

が
参

加
し

て
い

な
い

－
配

点
は

a
b
c
の

合
計

と
す

る

自
社

の
加

入
し

て
い

る
団

体
と

香
川

県
と

が
締

結
し

て
い

る
災

害
協

定
が

あ
り

、

か
つ

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

、
そ

の
協

定
に

関
す

る
災

害
時

に
対

応
し

た
訓

練
等

を
行

い
、

自
社

が
参

加
し

て
い

る

か
つ

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

、
そ

の
協

定
に

関
す

る
災

害
時

に
対

応
し

た
訓

練
等

を
行

っ
て

い
な

い
、

又
は

自
社

が
参

加
し

て
い

な
い

加
入

し
て

い
る

団
体

が
香

川
県

と
災

害
協

定
を

締
結

し
て

い
な

い

災
害

協
定

に
基

づ
き

、
過

去
３

年
度

に
お

い
て

加
入

し
て

い
る

団
体

が
県

か
ら

協
力

要
請

等
を

受
け

た
実

績
が

あ
る

災
害

協
定

に
基

づ
き

、
過

去
３

年
度

に
お

い
て

加
入

し
て

い
る

団
体

が
県

か
ら

協
力

要
請

等
を

受
け

た
実

績
が

な
い

災
害

協
定

の
締

結
、

災
害

協
定

に
基

づ
く

活
動

の
実

績
、

災
害

時
の

応
急

活
動

体
制

災
害

時
に

応
急

活
動

で
き

る
体

制
が

あ
る

上
記

以
外

－
1

0
1

0

－－ － －

a
　

災
害

協
定

の
締

結

香
川

県
建

設
業

Ｂ
Ｃ

Ｐ
認

定
を

取
得

し
て

い
な

い
が

、
災

害
時

に
応

急
活

動
で

き
る

体
制

が
あ

る

上
記

以
外

社
会

性
・

地
理

的
条

件

2
0

－
－

若
年

技
術

者
（

３
５

歳
未

満
）

又
は

女
性

技
術

者
を

配
置

－
－

－ － －

1
5

1
5

1
0

配
点

運
搬
距

離
を
考
慮

し
た

使
用
骨

材
の

県
産
材

使
用

割
合

0
～

1
0
　

1
点

刻
み

生
コ

ン
：

運
搬

距
離

を
考
慮

し
た
使

用
骨

材
の
県

産
材

使
用
割
合

に
よ

り
評
価

項
目

配
点

2
2

1
0

運
搬

距
離

を
考

慮
し
た

使
用

骨
材

の
県

産
材

使
用
割

合

0
～

6
　

1
点

刻
み

項
目

県
内

工
場

低
炭

素
型

二
次

製
品

：
県

内
工

場
、
低

炭
素

型
、

運
搬

距
離

を
考

慮
し

た
使

用
骨

材
の
県

産
材

使
用
割

合
に

よ
り
評

価

計

0
～

20
～

4
0～

6
0～

8
0
～

1
0
0

配
点

0
2

4
6

8
1
0

項
目

県
産

材
使

用
割
合

(
%)

木
材
:
県

産
材
使

用
割

合
に
よ

り
評

価

配
点

2
1
0

運
搬

距
離

を
考

慮
し
た

使
用

骨
材
の

県
産

材
使
用

割
合

0
～

8
　

1
点

刻
み

計

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

合
材

：
県

内
工
場

、
低

炭
素
型

、
運

搬
距
離

を
考

慮
し

た
使

用
骨

材
の

県
産
材

使
用

割
合

に
よ

り
評

価

項
目

低
炭

素
型

配
点

砕
石

材
（
基

礎
捨

石
、

被
覆

石
等

）
：

運
搬
距

離
を

考
慮

し
た
県

産
材

使
用

割
合

に
よ

り
評
価

項
目

運
搬

距
離

を
考

慮
し

た
県

産
材

使
用

割
合

0
～

1
0
　

1
点

刻
み
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簡
易

型
通

常
型

若
年

・
女

性
技

術
者

育
成

型
簡

易
型

通
常

型
若

年
・

女
性

技
術

者
育

成
型

施
工

計
画

型
技

術
提

案
型

備
考

企
業

評
価

型

施
工

計
画

型
技

術
提

案
型

評
価

基
準

企
業

評
価

型

評
価

の
視

点
評

価
項

目
評

価
細

目
評

価
内

容

1
0

1
0

1
0

1
0

8
8

8
8

6
6

6
6

4
4

4
4

2
2

2
2

1
1

1
1

0
0

0
0

1
0

1
0

1
0

1
0

9
9

9
9

8
8

8
8

7
7

7
7

6
6

6
6

5
5

5
5

4
4

4
4

3
3

3
3

2
2

2
2

1
1

1
1

0
0

0
0

1
0

1
0

1
0

1
0

9
9

9
9

8
8

8
8

7
7

7
7

6
6

6
6

5
5

5
5

4
4

4
4

3
3

3
3

2
2

2
2

1
1

1
1

0
0

0
0

5
5

0
0

0
0

0
0

0

本
工

事
に

お
け

る
入

札
に

お
い

て
、

低
入

札
価

格
調

査
基

準
価

格
を

下
回

る
応

札
あ

り
-
9

0
-
9

0
-
9

0
-
9

0
-
9

0

-
９

０
～

-
９

０
～

-
９

０
～

-
９

０
～

-
９

０
～

1
2

5
1

7
5

1
8

5
2

8
0

3
1

0

1
2

0
1

6
0

1
7

0
2

6
5

3
1

0

1
1

0
1

4
0

1
5

0
2

4
5

3
1

0

加
算

点
1

0
1

0
1

0
2

0
3

0
－

－
－

－
－

・
合

計
点

を
加

算
点

に
換

算
す

る
。

（
少

数
位

３
位

を
四

捨
五

入
）

・
施

工
計

画
の

う
ち

、
評

価
を

行
う

項
目

に
お

い
て

要
求

事
項

に
一

つ
で

も
提

案
が

無
い

場
合

、
当

該
項

目
の

評
価

は
「

－
５

点
」

の
評

価
と

す
る

。
ま

た
、

評
価

を
行

う
項

目
数

の
半

数
以

上
が

「
－

５
点

」
の

評
価

と
な

っ
た

場
合

は
、

失
格

と
す

る
。

（
た

だ
し

、
県

産
品

の
利

用
（

地
球

温
暖

化
防

止
対

策
）

に
つ

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
）

※
１

　
県

産
品

の
利

用
（

地
球

温
暖

化
防

止
対

策
）

に
関

す
る

詳
細

な
評

価
基

準
等

は
、

入
札

公
告

の
と

お
り

と
す

る
。

※
２

　
工

種
・

同
業

種
　

：
建

設
業

法
2

9
業

種
区

分
に

よ
る

。

※
３

　
香

川
県

発
注

工
事

：
土

木
部

、
農

政
水

産
部

土
地

改
良

課
、

農
村

整
備

課
及

び
水

産
課

、
環

境
森

林
部

森
林

・
林

業
政

策
課

(旧
み

ど
り

整
備

課
)及

び
み

ど
り

保
全

課
並

び
に

総
務

部
営

繕
課

が
所

管
す

る
建

設
工

事
。

※
４

　
香

川
県

発
注

工
事

：
土

木
部

、
農

政
水

産
部

土
地

改
良

課
、

農
村

整
備

課
及

び
水

産
課

、
環

境
森

林
部

森
林

・
林

業
政

策
課

(旧
み

ど
り

整
備

課
)、

み
ど

り
保

全
課

及
び

循
環

型
社

会
推

進
課

(旧
廃

棄
物

対
策

課
)、

交
流

推
進

部
交

流
推

進
課

、
総

務
部

営
繕

課
並

び
に

警
察

本
部

が
所

管
す

る
建

設
工

事
。

※
５

　
過

去
４

年
間

と
は

、
完

成
日

が
令

和
４

年
１

月
１

日
か

ら
令

和
７

年
1

2
月

3
1

日
ま

で
。

※
６

　
受

注
能

力
は

、
「

同
業

種
の

本
年

度
受

注
工

事
額

」
を

「
同

業
種

の
過

去
４

年
度

間
の

工
事

受
注

年
平

均
額

」
で

除
し

た
数

値
と

す
る

。
た

だ
し

、
「

同
業

種
の

過
去

４
年

度
間

の
工

事
受

注
年

平
均

額
」

が
「

基
準

受
注

額
」

を
下

回
る

場
合

は
、

受
注

能
力

は
、

「
同

業
種

の
本

年
度

受
注

工
事

額
」

を
「

基
準

受
注

額
」

で
除

し
た

数
値

と
す

る
。

　
　

　
こ

こ
で

い
う

「
基

準
受

注
額

」
と

は
、

「
過

去
４

年
度

間
の

同
業

種
・

ラ
ン

ク
毎

の
１

業
者

あ
た

り
年

平
均

受
注

額
」

を
基

に
設

定
し

て
い

る
。

※
７

　
維

持
修

繕
工

事
　

：
道

路
維

持
修

繕
に

関
す

る
パ

ト
工

事
（

舗
装

修
繕

、
交

通
安

全
施

設
、

路
面

清
掃

、
植

栽
維

持
、

ポ
ン

プ
点

検
を

除
く

）
、

雪
に

関
す

る
パ

ト
工

事
（

雪
氷

管
理

に
関

す
る

パ
ト

工
事

、
除

雪
に

関
す

る
パ

ト
工

事
）

、
河

川
維

持
修

繕
に

関
す

る
パ

ト
工

事
（

砂
防

・
急

傾
斜

を
除

く
）

、
港

湾
に

関
す

る
パ

ト
工

事

※
８

　
下

請
け

の
県

内
業

者
と

は
、

元
請

業
者

と
直

接
契

約
の

あ
る

、
県

内
に

主
た

る
営

業
所

を
有

す
る

一
次

下
請

業
者

と
す

る
。

※
９

　
評

価
対

象
と

な
る

入
札

は
、

香
川

県
発

注
工

事
（

知
事

部
局

、
議

会
事

務
局

、
教

育
委

員
会

、
警

察
本

部
及

び
病

院
局

が
所

管
す

る
建

設
工

事
）

の
入

札
と

す
る

。

－
2

3
．

夜
間

等
に

緊
急

対
応

を
行

う
維

持
修

繕
工

事
の

受
注

実
績

　
【

土
木

一
式

及
び

舗
装

工
事

の
み

対
象

】
－

過
去

３
年

度
間

に
完

成
し

た
維

持
修

繕
工

事
の

受
注

実
績

が
４

回
以

上
あ

り
(た

だ
し

、
雪

に
関

す
る

パ
ト

工
事

の
受

注
実

績
を

１
回

以
上

含
む

)

過
去

３
年

度
間

に
完

成
し

た
維

持
修

繕
工

事
の

受
注

実
績

が
３

回
以

上
あ

り
(た

だ
し

、
雪

に
関

す
る

パ
ト

工
事

の
受

注
実

績
を

１
回

以
上

含
む

)

過
去

３
年

度
間

に
完

成
し

た
維

持
修

繕
工

事
の

受
注

実
績

が
2

回
以

上
あ

り
(た

だ
し

、
雪

に
関

す
る

パ
ト

工
事

の
受

注
実

績
を

１
回

以
上

含
む

)又
は

過
去

３
年

度
間

に
完

成
し

た
維

持
修

繕
工

事
の

受
注

実
績

が
３

回
以

上
あ

り

過
去

３
年

度
間

に
完

成
し

た
維

持
修

繕
工

事
の

受
注

実
績

が
２

回
以

上
あ

り
又

は
雪

に
関

す
る

パ
ト

工
事

の
受

注
実

績
が

１
回

以
上

あ
り

過
去

３
年

度
間

に
完

成
し

た
維

持
修

繕
工

事
の

受
注

実
績

が
１

回
以

上
あ

り

受
注

実
績

な
し

　
過

去
３

年
度

間
に

完
成

し
た

維
持

修
繕

工
事

(※
７

)の
受

注
実

績
を

評
価

。
1

0

３
０

名
以

上
４

０
名

未
満

２
０

名
以

上
３

０
名

未
満

１
５

名
以

上
２

０
名

未
満

１
１

名
以

上
１

５
名

未
満

８
名

以
上

１
１

名
未

満

６
名

以
上

８
名

未
満

４
名

以
上

６
名

未
満

１
３

台
以

上
１

５
台

未
満

１
１

台
以

上
１

３
台

未
満

９
台

以
上

１
１

台
未

満

７
台

以
上

９
台

未
満

５
台

以
上

７
台

未
満

４
台

３
台

２
台

上
記

以
外

2
7

．
低

入
札

に
対

す
る

評
価

－
　

総
合

評
価

落
札

方
式

に
よ

る
入

札
(※

９
)で

低
入

札
価

格
調

査
基

準
価

格
を

下
回

る
価

格
で

応
札

し
た

実
績

を
評

価
。

0
0

2
6

．
下

請
け

の
県

内
業

者
の

活
用

－
－

－

　
地

域
防

災
の

備
え

の
観

点
か

ら
、

災
害

時
に

使
用

さ
れ

る
代

表
的

な
建

設
機

械
（

シ
ョ

ベ
ル

系
掘

削
機

、
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
、

ト
ラ

ク
タ

ー
シ

ョ
ベ

ル
等

）
の

保
有

及
び

リ
ー

ス
契

約
の

台
数

を
評

価
。

1
0

合
計

点

土
木

一
式

工
事

舗
装

工
事

そ
の

他
の

工
事

　
県

内
業

者
の

育
成

や
雇

用
確

保
の

観
点

か
ら

、
下

請
け

の
県

内
業

者
(※

８
)の
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．
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様式第１号（令和８年度）

令和　年　月　日

（電子入札システムにより提出する場合は日付記入不要）

香川県知事　池 田 豊 人　 殿

入札者

住　　　　所

商号又は名称

代表者職氏名

（　　　　工　　　事　　　名　　　　）に係る技術提案書

　（　　　　工　　事　　名　　　　）に関し、関係書類を添えて提案します。

　なお、提案書類の記載内容が事実と相違ないことを誓約します。

本課執行の場合は知事名、
事務所執行の場合は所長名となります。

紙による添付資料を持参する場
合は、持参日を記入して下さい。

様式第１号は誓約書であり、
記載に不備が無いよう、
注意して作成して下さい
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様式第２号（技術提案）

評価内容

評価欄

共通仕様書等

・当該工事において実施する、地球温暖化防止対策（CO2排出量削減等）の取組

みについて評価する。
・提案項目数は、２項目（１項目１内容）以内とする。
・有効な提案が２項目ある場合は○点、有効な提案が１項目ある場合は○点を加
点する。

総合評価　技術提案書　（技術提案）　[ 土木工事（土木部）]

評価項目

評価細目 ３－○．地球温暖化防止対策（CO2排出量削減等）について

　　点

　点

様式第２号における作成上の注意事項及び提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。その他

３．環境・安全対策等、社会的要請に関する事項

当該工事における、地球温暖化防止対策（CO2排出量削減等）について、具体的な取り組み内

容を提案すること。

提案事項

履行確認方法

提案事項の履行確認方法を記載すること。

「技術提案型」総合評価における技術提案様式第２号の例です。

評価内容等は工事案件ごとに異なりますので、入札公告で
確認してください。

シート『技-2号注意事項等』

技術提案書様式第２号（技術提案）における作成上の注意事項等を確認しましたか？

シート『技-2号注意事項等』

技術提案書様式第２号（技術提案）における作成上の注意事項等を確認しましたか？
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技術提案書様式第２号（技術提案）における作成上の注意事項等

【注意事項】

【履行確認】

　提案にあたっては、着色部分に収まるよう記載すること。様式の変更は行わないこと。（様式第２
号は、指定のある場合を除き、１細目あたり１枚とする。）
　各記載欄への記載は、それぞれ１提案（１内容）としてください。２提案（２内容）以上記載した
場合は、「０点」の評価とします。（ただし、入札公告内の添付資料において、発注者から複数提案
の指示がある場合は、その指示に従ってください。）
　提案事項は提案者の自主的な取り組みであることから、原則として設計変更の対象とはなりませ
ん。多大な費用を要する過度な内容の提案を求めるものではありません。

○提案事項の欄に記載する内容
　①提案工法等の目的
　　・発注者が求める評価内容に合致した目的である必要があります。
　　・発注者が求める評価内容は、案件ごとに工事内容、現場条件、周辺状況等により異なります。
　　　当該工事における重要なポイントを把握して提案してください。
　②対策内容
　　・具体的に使用する資機材、工法等を記載してください。あいまいな表現の提案は、履行確認が
　　　困難なため評価されません。例えば、「原則として」、「…するよう努める。」、「必要に応
　　　じて…」、「…の場合は」、「○○等を実施する。」など。
　　・共通仕様書等で定められた規格等は遵守してください。
　　・設計図書で実施することが義務付けられている対策等は評価されません。
　③対策を実施した場合の具体的な効果
　　・提案した工法、製品又は材料などの効果がＮＥＴＩＳ、公的機関等で証明されていない場合は
　　　評価されません。

○履行確認方法の欄に記載する内容
　④確認の手段（写真、試験成績表、測定結果等）及び報告する内容（提案工法での現地適用状況、
　　騒音振動の低減効果等の数値目標値）
　　・施工段階において、工事監督員との協議や立会いが必要な事項の提案は評価されません。
　　・記載された履行確認方法により、提案事項②③の履行確認ができない場合は評価されません。
　　・数値目標がなくＮＥＴＩＳ等で効果が証明されているものは提案工法等が施工現場で採用され
　　　ていることを証明できる写真。

　評価点の得られた評価項目における評価細目について、提案書に記載された履行確認が必要となり
ます。例えば、「評価項目３．環境・安全対策等、社会的要請に関する事項」における「評価細目３
-○．地球温暖化防止対策（CO2排出量削減等）」について、得点が得られた場合は、評価細目３‐○
内に記載した提案事項全てについて履行確認をする必要がありますので注意してください。
　評価された評価項目における評価細目について、提案事項の詳細な履行確認方法を様式第４-１号
に記入し、工事着手時の施工計画書に差し込んでください。（様式第４-１号を施工計画書の一部と
して利用します。）
　評価された評価項目における評価細目に記載した提案事項の状況写真を必ず撮影し、様式第４-２
号にて竣工時に提出してください。また、写真以外の履行確認方法を提案した場合は、その履行報告
資料も竣工時に提出してください。
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様式第２号（施工計画）

評価内容

評価欄

共通仕様書等

評価項目

・土木工事共通仕様書　第１編　３－６－９ 養 生
・土木工事共通仕様書　第１編　３－６－４　打設、第７編　１－８－４　コンクリート堰堤本体工

総合評価　技術提案書　（施工計画）　[ 土木工事（土木部）]

　　　　点

　　　　　２０点

１．本体構造物等の品質確保又は品質管理方法の適切性

・コンクリート構造物における、コンクリートの養生方法、吐出口と打込み面までの高
さの管理方法の取り組みについて評価する。
・提案事項①及び②両方を評価した場合に２０点を、①又は②のいずれか一方を
評価した場合に１０点を加点する。

その他 様式第２号における作成上の注意事項及び提案事項の履行確認については、別添のとおりとする。

○○工における、湿潤状態を保つための主な養生方法を具体的に提案すること。ただし提案数
は、１提案（１内容）とする。

提案事項①：○○のため、○○が必要である。
提案事項②：○○のため、○○が必要である。

コンクリートの養生方法について（養生期間の提案は不要）

提案上の着目点

○○工における、コンクリート吐出し口と打込み面までの高さの管理方法を具体的に提案するこ
と。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。

コンクリート吐出口と打込み面までの高さの管理方法について

履行確認方法①

提案事項の履行確認方法を記載すること。

提案事項①

履行確認方法②

提案事項の履行確認方法を記載すること。

提案事項②

「施工計画型」総合評価における技術提案様式第２号の例です。

評価内容等は工事案件ごとに異なりますので、入札公告で確認してください。

「施工計画型」総合評価における技術提案様式第２号の例です。

評価内容等は工事案件ごとに異なりますので、入札公告で確認してください。

シート『施-2号注意事項等』

技術提案書様式第２号（施工計画）における作成上の注意事項等を確認しましたか？

シート『施-2号注意事項等』

技術提案書様式第２号（施工計画）における作成上の注意事項等を確認しましたか？

シート『施-2号注意事項等』

技術提案書様式第２号（施工計画）における作成上の注意事項等を確認しましたか？

シート『施-2号注意事項等』

技術提案書様式第２号（施工計画）における作成上の注意事項等を確認しましたか？
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技術提案書様式第２号（施工計画）における作成上の注意事項等

【注意事項】

【履行確認】

　提案にあたっては、着色部分に収まるよう記載すること。様式の変更は行わないこと。（様式第２
号は、指定のある場合を除き、１細目あたり１枚とする。）
　各項目内の提案事項①及び②のうち、いずれか一方でも提案がない場合は、当該評価項目の評価は
「－５点」の評価とし、評価を行う項目数の半数以上で「－５点」の評価となった場合は失格となり
ます。
　各記載欄への記載は、それぞれ１提案（１内容）としてください。２提案（２内容）以上記載した
場合は、「０点」の評価とします。（ただし、入札公告内の添付資料において、発注者から複数提案
の指示がある場合は、その指示に従ってください。）
　提案事項は提案者の自主的な取り組みであることから、原則として設計変更の対象とはなりませ
ん。多大な費用を要する過度な内容の提案を求めるものではありません。

○提案事項の欄に記載する内容
　①提案工法等の目的
　　・発注者が求める評価内容に合致した目的である必要があります。
　　・発注者が求める評価内容は、案件ごとに工事内容、現場条件、周辺状況等により異なります。
　　　当該工事における重要なポイントを把握して提案してください。
　②対策内容
　　・具体的に使用する資機材、工法等を記載してください。あいまいな表現の提案は、履行確認が
　　　困難なため評価されません。例えば、「原則として」、「…するよう努める。」、「必要に応
　　　じて…」、「…の場合は」、「○○等を実施する。」など。
　　・共通仕様書等で定められた規格等は遵守してください。
　　・設計図書で実施することが義務付けられている対策等は評価されません。
　③対策を実施した場合の具体的な効果
　　・提案した工法、製品又は材料などの効果がＮＥＴＩＳ、公的機関等で証明されていない場合は
　　　評価されません。

○履行確認方法の欄に記載する内容
　④確認の手段（写真、試験成績表、測定結果等）及び報告する内容（提案工法での現地適用状
　　況、騒音振動の低減効果等の数値目標値）
　　・施工段階において、工事監督員との協議や立会いが必要な事項の提案は評価されません。
　　・記載された履行確認方法により、提案事項②③の履行確認ができない場合は評価されません。
　　・数値目標がなくＮＥＴＩＳ等で効果が証明されているものは提案工法等が施工現場で採用され
　　　ていることを証明できる写真。

　評価点の得られた評価項目について、提案書に記載された履行確認が必要となります。例えば、
「評価項目1．本体構造物等の品質管理方法の適切性」における提案事項①、②のいずれか一方が評
価された場合は、評価項目1の得点は10点となり、評価項目1は評価が得られた項目となるため、提案
事項①、②の両方とも履行確認をする必要がありますので注意してください。
　評価された評価項目における提案事項の詳細な履行確認方法を様式第４-１号に記入し、工事着手
時の施工計画書に差し込んでください。（様式第４-１号を施工計画書の一部として利用します。）
　評価された評価項目に記載した提案事項の状況写真を必ず撮影し、様式第４-２号にて竣工時に提
出してください。また、写真以外の履行確認方法を提案した場合は、その履行報告資料も竣工時に提
出してください。
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平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

・
　

・

・
　

・

・
　

・

資
格

取
得

年
月
日

資
格

名
（

別
表

２
参

照
）

・
　
・

従
事
役

職
受

注
形
態

最
終

契
約

金
額

昭
和

平
成

令
和

昭
和

平
成

令
和

・
　
・

・
　
・

発
注

機
関
名

C
O
R
I
N
S
登

録
番
号

建
設

業
許

可
番
号

32

C
O
R
I
N
S
登

録
番
号

発
注

者
履

行
確

認
欄

配
置

技
術
者

確
認

発
注

機
関
名

施
工

場
所

施
工

場
所

法
令

に
よ

る
資

格
（

別
表

１
参

照
）

令
和

氏
名

取
得

数
／

５
年

発
注

機
関
名

1

継
続

教
育
(
Ｃ

Ｐ
Ｄ
)
の

取
組

状
況

・
　
・

証
明
期

間
の

最
終
日

取
得

数
／

５
年

令
和

昭
和

平
成

令
和

1

番
号

番
号 32

資
格
名

資
格

取
得

年
月
日

取
得
数

（
最

終
契

約
金

額
は

記
入

の
必

要
な

し
）

・
　
・

取
得

数
／

５
年

令
和

・
　
・

（
大

臣
許

可
：

0
0
-
0
0
0
1
2
3
）

（
知

事
許

可
：

3
7
-
0
0
0
1
2
3
）

（
旧

(
9
桁

)
：

1
2
3
4
-
5
6
7
8
A
）

（
新

(
1
0
桁

)
：

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
）

（
大

臣
許

可
：

0
0
-
0
0
0
1
2
3
）

（
知

事
許

可
：

3
7
-
0
0
0
1
2
3
）

（
旧

(
9
桁

)
：

1
2
3
4
-
5
6
7
8
A
）

（
新

(
1
0
桁

)
：

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
）

建
設

業
許

可
番
号

C
O
R
I
N
S
登

録
番
号

総
合

評
価

　
技

術
提

案
書

　
（
企

業
の

施
工

能
力

、
配

置
予

定
技

術
者

、
社

会
性

・
地

理
的

条
件

）
　

建
設

業
許

可
番
号

最
終

契
約

金
額

受
注

形
態

（
単

体
・

経
常

J
V
・

特
定

J
V
）

（
単

体
・

経
常

J
V
・

特
定

J
V
）

最
終

契
約

金
額

受
注

形
態

（
Ｊ

Ｖ
工

事
の

場
合

は
出

資
比

率
に

応
じ

た
金

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
）

50



技
術

提
案

書
（

様
式

第
３

－
１

号
）

作
成

上
の

注
意

【
同

業
種

工
事

の
施

工
実

績
】

、
【

地
域

精
通

度
（

近
隣

で
の

施
工

実
績

）
】

、
【

配
置

予
定

技
術

者
】

の
＜

施
工

経
験

＞
の

記
載

に
あ

た
っ

て
の

注
意

事
項

（
共

通
事

項
）

1
.

【
同

業
種

工
事

の
施

工
実

績
】

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

【
地

域
精

通
度

（
近

隣
で

の
施

工
実

績
）

】

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

【
配

置
予

定
技

術
者

】

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.
1
.
4
.
に

つ
い

て
、

橋
梁

、
ポ

ン
プ

、
ゲ

ー
ト

、
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
、

発
電

機
・

配
電

盤
等

の
電

機
品

等
の

工
場

製
作

を
含

む
工

事
で

あ
り

、
工

場
で

の
製

作
の

み
が

行
わ

れ
て

い
る

期
間

（
以

下
「

工
場

製
作

期
間

」
と

い
う

。
）

と
そ

れ
以

外
の

期
間

（
以

下
「

現
場

施
工

期
間

」
と

い
う

。
）

で
異

な
る

技
術

者
を

配
置

す
る

場
合

は
、

現
場

施
工

期
間

で
の

配
置

予
定

技
術

者
の

み
を

評
価

対
象

と
す

る
の

で
、

工
場

製
作

期
間

で
の

配
置

予
定

技
術

者
を

記
載

す
る

必
要

は
な

い
。

＜
資

格
等

＞

6
.

7
.

8
.

9
.

1
0
.

1
1
.

1
2
.

1
3
.

1
4
.

＜
施

工
経

験
＞

1
5
.

1
6
.

1
7
.

1
8
.

1
9
.

2
0
.

2
1
.

2
2
.

2
3
.

2
4
.

2
5
.

「
建

設
業

許
可

番
号

」
、

「
C
O
R
I
N
S
登

録
番

号
」

等
、

各
記

載
欄

は
正

確
に

記
載

す
る

こ
と

。
各

記
載

欄
の

い
ず

れ
か

１
つ

で
も

記
載

の
な

い
場

合
、

確
認

の
出

来
な

い
場
合

は
、

評
価

対
象

と
し

な
い

。

「
合

計
点

」
欄

に
は

、
【

配
置

予
定

技
術

者
】

の
「

法
令

に
よ

る
資

格
」

、
「

継
続

教
育

(
C
P
D
)
の

取
組

状
況

」
、

＜
施

工
経

験
＞

の
３

項
目

の
合

計
点

数
を

記
載

す
る

こ
と
。

主
任

技
術

者
、

監
理

技
術

者
又

は
現

場
代

理
人

（
有

資
格

者
）

と
し

て
の

施
工

経
験

を
、

評
価

の
対

象
と

す
る

。
（

担
当

技
術

者
の

施
工

経
験

は
評

価
対

象
と

し
な

い
。

)

現
場

代
理

人
の

場
合

、
評

価
の

対
象

と
な

る
資

格
は

、
別

表
２

「
現

場
代

理
人

評
価

対
象

資
格

表
」

に
示

す
対

象
資

格
の

う
ち

「
○

○
○

○
工

事
」

に
対

応
す

る
資

格
と

し
、

従
事

期
間

の
全

て
に

お
い

て
、

そ
の

資
格

を
有

し
て

い
た

場
合

に
評

価
の

対
象

と
す

る
。

従
事

期
間

は
、

工
期

の
２

/
３

以
上

従
事

し
て

い
る

も
の

を
評

価
の

対
象

と
す

る
。

た
だ

し
、

工
期

に
専

任
を

要
し

な
い

期
間

を
含

む
場

合
は

、
専

任
を

義
務

付
け

ら
れ

た
期
間

の
２

/
３

以
上

従
事

し
て

い
る

も
の

も
評

価
の

対
象

と
す

る
。

こ
の

場
合

は
、

必
要

に
応

じ
て

専
任

を
義

務
付

け
ら

れ
た

期
間

の
２

/
３

以
上

従
事

し
た

こ
と

が
確

認
で

き
る

資
料

を
添

付
す

る
こ

と
。

(
い

ず
れ

の
場

合
も

２
/
３

未
満

の
施

工
経

験
は

評
価

対
象

と
し
な

い
。

)

規
模

の
評

価
は

、
今

回
発

注
す

る
工

事
の

予
定

価
格

に
対

す
る

、
C
O
R
I
N
S
竣

工
登

録
の

最
終

契
約

金
額

の
割

合
で

評
価

す
る

。

「
最

終
契

約
金

額
」

欄
に

は
、

最
終

契
約

金
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

共
同

企
業

体
と

し
て

の
施

工
経

験
は

出
資

比
率

に
応

じ
た

金
額

に
て

評
価

す
る

た
め

、
出

資
比

率
に

応
じ

た
金

額
を

記
入

す
る

こ
と

。
（

特
定

建
設

工
事

共
同

企
業

体
の

代
表

者
で

な
い

場
合

、
出

資
比

率
が

2
0
％

未
満

の
経

常
建

設
共

同
企

業
体

の
構

成
員

の
場

合
に

つ
い

て
も

、
評

価
の

対
象

と
す

る
。

）

施
工

実
績

を
２

件
以

上
記

載
し

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
評

価
対

象
と

し
な

い
。

評
価

の
対

象
と

な
る

発
注

機
関

は
、

入
札

参
加

資
格

の
施

工
実

績
の

要
件

と
同

等
と

す
る

。

配
置

予
定

技
術

者
の

「
氏

名
」

の
記

載
の

な
い

場
合

、
入

札
参

加
資

格
確

認
資

料
（

様
式

第
６

号
）

に
記

載
し

た
配

置
予

定
技

術
者

と
同

一
で

な
い

場
合

は
、

評
価

対
象

と
し

な
い

。

評
価

の
対

象
と

な
る

資
格

は
、

別
表

１
「

対
象

資
格

表
」

に
示

す
対

象
資

格
の

う
ち

、
「

○
○

○
○

工
事

」
に

対
応

す
る

資
格

と
す

る
。

（
監

理
技

術
者

の
資

格
は

評
価

対
象

と
し

な
い

。
）

「
資

格
名

」
に

記
載

し
た

資
格

の
合

格
証

明
書

又
は

登
録

証
の

写
し

等
を

添
付

す
る

こ
と

。
写

し
の

添
付

が
な

い
場

合
は

評
価

対
象

と
し

な
い

。
（

監
理

技
術

者
資

格
者

証
の

写
し

は
評

価
対

象
と

し
な

い
。

）

「
資

格
名

」
、

「
資

格
取

得
年

月
日

」
に

記
載

の
な

い
場

合
、

２
つ

以
上

の
資

格
を

記
載

し
た

場
合

は
、

添
付

資
料

が
あ

る
場

合
に

つ
い

て
も

、
評

価
対

象
と

し
な

い
。

（
再

発
行

し
た

合
格

証
明

書
(
紛

失
等

に
よ

り
本

人
が

再
申

請
を

行
い

再
交

付
さ

れ
た

も
の

）
は

「
資

格
取

得
年

月
日

」
を

合
格

証
明

書
で

確
認

で
き

な
い

も
の

が
あ

り
、

そ
の

場
合

、
合

格
証

明
書

の
記

載
内

容
全

般
よ

り
資

格
取

得
か

ら
の

経
過

年
数

が
確

認
で

き
る
も

の
に

つ
い

て
評

価
の

対
象

と
す

る
。

）

継
続

教
育

の
取

組
状

況
は

、
(
一

社
)
全

国
土

木
施

工
管

理
技

士
会

連
合

会
、

(
公

社
)
日

本
技

術
士

会
、

（
公

社
）

土
木

学
会

、
(
公

社
)
日

本
建

築
士

会
連

合
会

、
建

築
C
P
D
運
営

会
議

が
認

定
す

る
５

年
間

の
単

位
数

と
す

る
。

継
続

教
育

（
Ｃ

Ｐ
Ｄ

）
の

取
組

状
況

に
つ

い
て

は
、

上
記

連
合

会
等

の
証

明
書

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と

。
写

し
の

添
付

が
な

い
場

合
は

評
価

対
象

と
し

な
い

。

評
価

対
象

と
な

る
証

明
書

は
、

証
明

書
に

記
載

さ
れ

た
５

年
間

の
証

明
期

間
の

最
終

日
（

C
P
D
S
に

あ
っ

て
は

証
明

期
間

の
最

終
日

又
は

証
明

基
準

日
）

が
、

開
札

日
か

ら
１
年

以
内

の
も

の
と

す
る

。
証

明
期

間
が

５
年

を
超

え
る

の
も

の
、

証
明

期
間

の
最

終
日

が
開

札
日

か
ら

１
年

を
超

え
て

過
去

の
も

の
は

、
評

価
対

象
と

し
な

い
。

複
数

団
体

の
証

明
書

を
添

付
す

る
場

合
は

、
「

取
得

数
」

は
証

明
書

に
記

載
の

取
得

数
を

合
算

し
た

も
の

を
、

「
証

明
期

間
の

最
終

日
」

は
証

明
期

間
の

最
終

日
が

開
札

日
か

ら
最

も
遠

い
も

の
を

記
載

す
る

こ
と

。

「
取

得
数

」
又

は
「

証
明

期
間

の
最

終
日

」
に

記
載

の
な

い
場

合
は

、
添

付
資

料
が

あ
る

場
合

に
つ

い
て

も
、

評
価

対
象

と
し

な
い

。

令
和

3
年

4
月

1
日

以
降

に
完

成
し

、
入

札
公

告
日

ま
で

に
C
O
R
I
N
S
に

竣
工

登
録

し
た

元
請

工
事

を
評

価
の

対
象

と
す

る
。

評
価

の
対

象
と

な
る

同
業

種
工

事
は

、
「

○
○

○
○

工
事

」
と

す
る

。
（

旧
C
O
R
I
N
S
：

「
工

事
の

業
種

」
、

新
C
O
R
I
N
S
：

「
本

件
登

録
工

事
の

受
注

に
対

応
し

た
建

設
業

許
可

業
種

」
）

結
婚

、
離

婚
、

ま
た

は
旧

姓
使

用
等

に
よ

り
、

技
術

提
案

書
に

記
載

の
姓

と
、

各
種

証
明

書
の

姓
が

異
な

る
場

合
は

、
同

一
人

物
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
資

料
（

所
属

会
社

が
発

行
す

る
任

意
様

式
も

可
）

を
証

明
書

に
別

途
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

＜
資

格
等

＞
と

＜
施

工
経

験
＞

の
番

号
は

整
合

さ
せ

る
こ

と
。

(
＜

資
格

等
＞

の
1
番

に
記

入
し

た
技

術
者

の
実

績
を

＜
施

工
経

験
＞

の
1
番

に
、

2
番

に
記

入
し

た
者

の
実

績
を

2
番

に
記

入
す

る
。

)

施
工

実
績

を
２

件
以

上
記

載
し

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
評

価
対

象
と

し
な

い
。

「
建

設
業

許
可

番
号

」
、

「
C
O
R
I
N
S
登

録
番

号
」

等
、

各
記

載
欄

は
正

確
に

記
載

す
る

こ
と

。
各

記
載

欄
の

い
ず

れ
か

１
つ

で
も

記
載

の
な

い
場

合
、

確
認

の
出

来
な

い
場
合

は
、

評
価

対
象

と
し

な
い

。

令
和

3
年

4
月

1
日

以
降

に
完

成
し

、
入

札
公

告
日

ま
で

に
C
O
R
I
N
S
に

竣
工

登
録

し
た

元
請

工
事

を
評

価
の

対
象

と
す

る
。

評
価

の
対

象
と

な
る

同
業

種
工

事
は

、
「

○
○

○
○

工
事

」
と

す
る

。
（

旧
C
O
R
I
N
S
：

「
工

事
の

業
種

」
、

新
C
O
R
I
N
S
：

「
本

件
登

録
工

事
の

受
注

に
対

応
し

た
建

設
業

許
可

業
種

」
）

評
価

の
対

象
と

な
る

発
注

機
関

は
、

入
札

参
加

資
格

の
施

工
実

績
の

要
件

と
同

等
と

す
る

。

評
価

の
対

象
と

な
る

施
工

実
績

の
施

工
場

所
は

、
「

○
○

土
木

事
務

所
の

管
内

」
と

す
る

。
（

上
記

3
.
の

発
注

機
関

の
も

の
で

あ
れ

ば
、

当
該

土
木

事
務

所
発

注
の

工
事
で

な
い

場
合

に
つ

い
て

も
、

評
価

の
対

象
と

す
る

。
ま

た
、

市
町

村
合

併
の

あ
っ

た
場

合
は

、
合

併
後

の
市

町
で

評
価

す
る

。
）

【
同

業
種

工
事

の
施

工
実

績
】

に
記

載
の

工
事

が
【

地
域

精
通

度
（

近
隣

で
の

施
工

実
績

）
】

に
該

当
す

る
場

合
に

つ
い

て
も

、
再

度
記

載
す

る
こ

と
。

施
工

実
績

を
２

件
以

上
記

載
し

た
場

合
に

つ
い

て
は

、
評

価
対

象
と

し
な

い
。

「
建

設
業

許
可

番
号

」
、

「
C
O
R
I
N
S
登

録
番

号
」

等
、

各
記

載
欄

は
正

確
に

記
載

す
る

こ
と

。
各

記
載

欄
の

い
ず

れ
か

１
つ

で
も

記
載

の
な

い
場

合
、

確
認

の
出

来
な

い
場
合

は
、

評
価

対
象

と
し

な
い

。
た

だ
し

、
最

終
契

約
金

額
は

記
入

の
必

要
は

な
い

。

入
札

参
加

資
格

の
確

認
資

料
（

様
式

第
６

号
）

に
記

載
し

た
配

置
予

定
技

術
者

を
記

入
す

る
こ

と
。

複
数

人
記

載
し

て
い

る
場

合
は

、
評

価
点

の
合

計
の

最
も

低
い

者
で

評
価

す
る

。

「
最

終
契

約
金

額
」

欄
に

は
、

最
終

契
約

金
額

を
記

入
す

る
こ

と
。

共
同

企
業

体
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

特
定

建
設

工
事

共
同

企
業

体
の

代
表

者
又

は
出

資
比

率
が

2
0
％

以
上

の
経

常
建

設
共

同
企

業
体

の
構

成
員

に
限

り
実

績
と

し
て

認
め

る
。

共
同

企
業

体
と

し
て

の
施

工
実

績
は

出
資

比
率

に
応

じ
た

金
額

に
て

評
価

す
る

た
め

、
出

資
比

率
に

応
じ

た
金

額
を

記
入

す
る

こ
と

。

「
建

設
業

許
可

番
号

」
は

、
香

川
県

知
事

許
可

が
「

（
特

－
○

）
第

△
△

△
号

」
の

場
合

、
「

3
7
-
0
0
0
△

△
△

」
と

表
記

す
る

こ
と

。
（

大
臣

許
可

の
場

合
「

0
0
-
0
0
0
△

△
△

」
と

す
る

こ
と

。
）

令
和

3
年

4
月

1
日

以
降

に
完

成
し

、
入

札
公

告
日

ま
で

に
C
O
R
I
N
S
に

竣
工

登
録

し
た

元
請

工
事

を
評

価
の

対
象

と
す

る
。

評
価

の
対

象
と

な
る

同
業

種
工

事
は

、
「

○
○

○
○

工
事

」
と

す
る

。
（

旧
C
O
R
I
N
S
：

「
工

事
の

業
種

」
、

新
C
O
R
I
N
S
：

「
本

件
登

録
工

事
の

受
注

に
対

応
し

た
建

設
業

許
可

業
種

」
）

評
価

の
対

象
と

な
る

発
注

機
関

は
、

入
札

参
加

資
格

の
施

工
実

績
の

要
件

と
同

等
と

す
る

。

規
模

の
評

価
は

、
今

回
発

注
す

る
工

事
の

予
定

価
格

に
対

す
る

、
C
O
R
I
N
S
竣

工
登

録
の

最
終

契
約

金
額

の
割

合
で

評
価

す
る

。
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様
式

第
3
-
1
号

（
企

業
評

価
型

（
若

年
・
女

性
技

術
者

育
成

型
）
）

【
配

置
予

定
技

術
者

】
　

複
数

人
数

記
載

し
て

い
る

場
合

は
、

点
数

の
最

も
低

い
者

で
評

価
す

る
。

配
置

予
定

技
術

者
の

「
氏

名
」

の
記

載
の

な
い

場
合

、
入

札
参

加
資

格
の

確
認

資
料

（
様

式
第

３
号

）
に

記
載

し
た

配
置

予
定

技
術

者
と

同
一

で
な

い
場

合
は

、
評

価
対

象
と

し
な

い
。

た
だ

し
、

橋
梁

、
ポ

ン
プ

、
ゲ

ー
ト

、
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
、

発
電

機
・

配
電

盤
等

の
電

機
品

等
の

工
場

製
作

を
含

む
工

事
で

あ
り

、
工

場
で

の
製

作
の

み
が

行
わ

れ
て

い
る

期
間

（
以

下

「
工

場
製

作
期

間
」

と
い

う
。

）
と

そ
れ

以
外

の
期

間
（

以
下

「
現

場
施

工
期

間
」

と
い

う
。

）
で

異
な

る
技

術
者

を
配

置
す

る
場

合
は

、
現

場
施

工
期

間
で

の
配

置
予

定
技

術
者

の
み

を

評
価

対
象

と
す

る
の

で
、

工
場

製
作

期
間

で
の

配
置

予
定

技
術

者
を

記
載

す
る

必
要

は
な

い
。

＜
資

格
等

＞

※
若

年
技

術
者

の
場

合
は

「
生

年
月

日
」

を
、

女
性

技
術

者
の

場
合

は
女

性
技

術
者

の
欄

に
「

◯
」

を
記

入
す

る
こ

と
。

作
成

上
の

注
意

1
.
入

札
参

加
資

格
の

確
認

資
料

（
様

式
第

３
号

）
に

記
載

し
た

配
置

予
定

技
術

者
を

記
入

す
る

こ
と

。

2
.
複

数
人

記
載

し
て

い
る

場
合

は
、

評
価

点
の

最
も

低
い

者
で

評
価

す
る

。

3
.
配

置
予

定
技

術
者

の
「

氏
名

」
の

記
載

の
な

い
場

合
、

入
札

参
加

資
格

確
認

資
料

（
様

式
第

３
号

）
に

記
載

し
た

配
置

予
定

技
術
者

と
同

一
で

な
い

場
合

は
、

評
価

対
象

と
し

な
い

。

4
.
1
.
3
.
に

つ
い

て
、

橋
梁

、
ポ

ン
プ

、
ゲ

ー
ト

、
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
、

発
電

機
・

配
電

盤
等

の
電

機
品

等
の

工
場

製
作

を
含

む
工

事
で
あ

り
、

工
場

で
の

製
作

の
み

が
行

わ
れ

て
い

る
期

間

（
以

下
「

工
場

製
作

期
間

」
と

い
う

。
）

と
そ

れ
以

外
の

期
間

（
以

下
「

現
場

施
工

期
間

」
と

い
う

。
）

で
異

な
る

技
術

者
を

配
置

す
る

場
合

は
、

現
場

施
工

期
間

で
の

配
置

予
定

技
術

者
の

み
を

評
価

対
象

と
す

る
の

で
、

工
場

製
作

期
間

で
の

配
置

予
定

技
術

者
を

記
載

す
る

必
要

は
な

い
。

＜
資

格
等

＞
5
.

6
.

7
.

8
.
「

点
数

」
欄

に
は

、
各

配
置

予
定

技
術

者
に

対
す

る
点

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

1

平
成

・
　

・

平
成

・
　

・

平
成

・
　

・

「
左

記
の

事
項

を
証

明
す

る
書

類
」

欄
に

は
、

添
付

す
る

書
類

の
名

称
を

記
載

す
る

こ
と

。

3 若
年

技
術

者
を

配
置

す
る

場
合

は
、

土
木

施
工

管
理

技
士

な
ど

の
国

家
資

格
合

格
証

明
書

等
の

氏
名

、
生

年
月

日
を

記
載

し
た

証
明

書
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

ま
た

、
女

性
技

術
者

を
配

置
す

る
場

合
は

、
パ

ス
ポ

ー
ト

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
カ

ー
ド

、
健

康
保

険
資

格
確

認
書

等
の

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

を
記

載
し

た
証

明
書

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と

。
（

マ
イ

ナ
ン

バ
ー

等
不

要
な

情
報

は
黒

塗
り

）
添

付
の

な
い

場
合

は
評

価
さ

れ
な

い
。

2 結
婚

、
離

婚
、

ま
た

は
旧

姓
使

用
等

に
よ

り
、

技
術

提
案

書
に

記
載

の
姓

と
、

各
種

証
明

書
の

姓
が

異
な

る
場

合
は

、
同

一
人

物
で

あ
る

こ
と

を
証

明
す

る
資

料
（

所
属

会
社

が
発

行
す

る
任

意
様

式
も

可
）

を
証

明
書

に
別

途
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

総
合

評
価

　
技

術
提

案
書

　
（
配

置
予

定
技

術
者

）
　

番
号

氏
名

発
注

者
履

行
確

認
欄

配
置

技
術

者
確

認

若
年

技
術

者
女

性
技

術
者

左
記

の
事

項
を

証
明

す
る

書
類

点
数

生
年

月
日
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様
式

第
3
-
2号

(4
/
8)

【
労

働
災

害
防

止
及

び
交

通
事

故
防

止
等

へ
の

取
組

】

※ ※ ※ ※
「

有
」

「
無

」
欄

に
記

入
の

な
い

場
合

、
「

無
」

欄
に

「
○

」
の

記
入

の
あ

る
場

合
は

、
添

付
書

類
等

の
あ

る
場

合
に

つ
い

て
も

、
評

価
対
象

と
し

な
い

。

　
ま

た
、

「
有

」
欄

に
「

○
」

の
記

入
の

あ
る

場
合

で
も

、
発

注
者

側
で

「
有

」
の

確
認

が
で

き
な

い
場

合
は

、
評

価
対

象
と

し
な

い
。

総
合

評
価

　
技

術
提

案
書

　
（
社

会
性

・
地

理
的

条
件

）
　

建
設

業
労

働
災

害
防

止
協

会
香

川
支

部
へ

加
入

し
て

い
る

・
左

欄
の

該
当

す
る

方
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

「
労

働
災

害
に

伴
う

指
名

停
止

等
」

と
は

、
香

川
県

建
設

工
事

指
名

停
止

措
置

要
領

に
基

づ
く

「
指

名
停

止
、

書
面

又
は

口
頭

で
警

告
又

は
注
意

」
を

指
し

、
死

亡
事

故
又

は
労

働
安

全
衛

生
法

違
反

に
伴

っ
て

措
置

さ
れ

た
場

合
を

対
象

と
す

る
。

過
去

１
年

度
間

と
は

、
令

和
7
年

4
月

1
日

か
ら

令
和

8
年

3
月

3
1
日

を
指

し
、

評
価

の
基

準
日

は
指

名
停

止
の

通
知

日
や

警
告

又
は

注
意

の
書

面
の

日
付

、
口

頭
に

よ
る

場
合

は
相

手
に

伝
え

た
日

と
す

る
。

項
　

　
目

有
無

備
　

考

過
去

１
年

度
間

に
労

働
災

害
に

伴
う

指
名

停
止

等
が

な
く

、
か

つ
墜

落
事

故
等

防
止

の
取

組
を

し
て

い
る

・
左

欄
の

該
当

す
る

方
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
・

「
有

」
の

場
合

は
、

自
社

で
作

成
し

た
「

墜
落

事
故

等
防

止
取

組
計

画
」

を
添

付
す
る

こ
と

。
・

過
去

１
年

度
間

に
労

働
災

害
に

伴
う

指
名

停
止

等
が

あ
っ

た
場

合
は

、
【

無
】

を
選
択

。
・

「
墜

落
事

故
等

防
止

取
組

計
画

」
の

添
付

の
な

い
も

の
、

様
式

を
改

ざ
ん

す
る

な
ど
し

た
場

合
に

は
、

評
価

対
象

と
し

な
い

。

交
通

事
故

防
止

の
取

組
を

し
て

い
る

・
左

欄
の

該
当

す
る

方
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
・

「
有

」
の

場
合

は
、

自
社

で
作

成
し

た
「

交
通

事
故

防
止

取
組

計
画

」
を

添
付

す
る
こ

と
。

・
「

交
通

事
故

防
止

取
組

計
画

」
の

添
付

の
な

い
も

の
、

様
式

を
改

ざ
ん

す
る

な
ど

し
た

場
合

に
は

、
評

価
対

象
と

し
な

い
。

「
墜

落
事

故
等

防
止

取
組

計
画

」
及

び
「

交
通

事
故

防
止

取
組

計
画

」
（

以
下

「
取

組
計

画
」

と
い

う
。

）
に

つ
い

て
は

、
提

出
さ

れ
た

取
組
内

容
を

工
事

着
手

時
の

施
工

計
画

書
に

反
映

し
、

竣
工

時
に

工
事

写
真

等
実

施
状

況
が

確
認

で
き

る
資

料
で

履
行

を
確

認
し

、
工

事
成

績
評

定
の

「
安

全
対

策
」

に
お

い
て

評
価

を
行

う
こ

と
に

な
る

。
ま

た
、

当
該

工
事

に
お

い
て

死
亡

事
故

等
が

発
生

し
た

場
合

は
、

工
事

成
績

評
定

の
「

法
令

遵
守

等
」

に
お

い
て

、
減

点
対

象
と

な
る

場
合

が
あ

る
。
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様
式

第
3
-
2号

(5
/
8)

【
災

害
時

の
活

動
体

制
】

※ ※
災

害
協

定
の

締
結

で
評

価
対

象
と

な
る

訓
練

は
、

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

実
施

し
た

、
香

川
県

と
締

結
し

て
い

る
災

害
協

定
に

関
す

る
災
害

時
に

対
応

し
た

訓
練

で
あ

る
。

※
災

害
協

定
に

基
づ

く
活

動
と

は
、

香
川

県
と

団
体

が
交

わ
し

た
災

害
協

定
に

基
づ

き
、

団
体

が
県

か
ら

書
面

で
協

力
要

請
を

受
け

た
も

の
を
対

象
と

す
る

。

※
「

有
」

「
無

」
欄

に
記

入
の

な
い

場
合

、
「

無
」

欄
に

「
○

」
の

記
入

の
あ

る
場

合
は

、
添

付
書

類
等

の
あ

る
場

合
に

つ
い

て
も

、
評

価
対
象

と
し

な
い

。

　
ま

た
、

「
有

」
欄

に
「

○
」

の
記

入
の

あ
る

場
合

で
も

、
発

注
者

側
で

「
有

」
の

確
認

が
で

き
な

い
場

合
は

、
評

価
対

象
と

し
な

い
。

香
川

県
建

設
業

B
C
P
認

定
等

（
災

害
時

の
応

急
活

動
体

制
）

・
公

告
に

お
い

て
B
C
P
認

定
の

取
得

を
評

価
す

る
評

価
基

準
が

設
定

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
(
1
)
及
び

(
2
)
を

使
用

し
、
(
1
)
が

「
有

」
で

あ
れ

ば
(
2
)
の

記
載

は
不

要
。

・
そ

の
他

の
場

合
は

、
(
1
)
の

記
載

は
不

要
。

評
価

対
象

と
な

る
災

害
協

定
は

、
災

害
時

に
お

け
る

香
川

県
へ

の
支

援
に

つ
い

て
、

香
川

県
（

部
局

長
等

を
含

む
）

と
締

結
し

て
い

る
も

の
と
す

る
。

(
1
)
香

川
県

建
設

業
B
C
P
認

定
の

取
得

・
左

欄
の

該
当

す
る

方
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と
。

(
2
)
災

害
時

に
応

急
対

応
が

出
来

る
体

制
が

整
っ

て
い

る

・
左

欄
の

該
当

す
る

方
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と
。

・
「

有
」

の
場

合
は

、
緊

急
時

の
社

内
の

連
絡

体
制

表
及

び
自

社
で

保
有

し
て

い
る

資
機

材
等
の
一

覧
表

を
添

付
す

る
こ

と
。

・
｢
人

員
｣
｢
機

材
｣
｢
資

材
｣
の

３
つ

の
資

源
に

つ
い

て
は

必
ず

記
載

す
る

こ
と

と
し

、
い

ず
れ

か
で
も

記
載

が
無

い
場

合
に

は
、

評
価

対
象

と
し

な
い
。

・
｢
機

材
｣
｢
資

材
｣
に

つ
い

て
は

必
ず

保
有

場
所

を
記

載
す

る
こ

と
と

し
、

保
有

場
所

が
特

定
で
き
な

い
場

合
、

保
有

場
所

が
遠

方
で

あ
り

災
害

等
緊

急
時

に
使

用
で

き
な

い
可

能
性
が

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

場
合

、
記

載
さ

れ
た

機
材

・
資

材
が

軽
微

な
も

の
で

あ
り

災
害

時
の

応
急
活
動

が
困

難
と

考
え

ら
れ

る
場

合
は

評
価

さ
れ

な
い

場
合

が
あ

る
。訓

練
参

加

団
体

等
名

・
左

欄
の

該
当

す
る

方
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と
。

・
「

有
」

の
場

合
は

、
団

体
が

県
か
ら

協
力

要
請

を
受

け
た

年
度

を
「

年
度

」
欄

に
、

協
力

要
請
を
受

け
た

協
定

名
称

を
「

協
定

名
称

」
欄

に
、

協
定

締
結

者
が

団
体

等
の

場
合

は
団

体
等

名
を

「
団

体
等

名
」

欄
に

そ
れ

ぞ
れ

記
載

す
る

こ
と
。

・
「

協
定

名
称

」
「

団
体

名
等

」
は

災
害

協
定

の
締

結
欄

に
記

載
し

た
内

容
と

同
じ

で
あ

っ
て
も
、

再
度

記
載

す
る

こ
と
。

・
香

川
県

と
の

協
定

の
締

結
者

が
団

体
等

の
場

合
は

、
災

害
協

定
に

基
づ

き
県

か
ら

協
力

要
請

を
受

け
た

年
度

に
団

体
等

へ
加

入
し

て
い

た
こ

と
を

証
明

す
る

書
類

の
写

し
を

添
付
す

る
こ

と
。

（
た

だ
し

、
加

入
団

体
が

「
（

一
社

）
香

川
県

建
設

業
協

会
」

の
場

合
は

、
所

属
証

明
書

類
の
写
し

の
添

付
は

不
要

と
す

る
。

（
同

協
会

か
ら

県
に

提
出

さ
れ

た
資

料
で

評
価
す

る
。
）

）

・
左

欄
の

該
当

す
る

方
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と
。

・
「

有
」

の
場

合
は

、
上

記
「

協
定

名
称

」
欄

に
協

定
名

称
を

記
載

し
、

協
定

締
結

者
が

団
体
等
の

場
合

は
「

団
体

等
名

」
欄

に
加

入
し

て
い

る
団

体
等

名
を

記
載

す
る

こ
と
。

　
ま

た
、

前
年

度
に

団
体

に
お

い
て

、
そ

の
協

定
に

関
す

る
災

害
時

に
対

応
し

た
訓

練
等

を
行
い
、

自
社

が
参

加
し

て
い

る
場

合
は

「
訓

練
参

加
」

の
右

欄
の

有
に

「
○

」
を

記
入

し
、

訓
練

を
行

っ
て

い
な

い
、

又
は

自
社

が
参

加
し

て
い

な
い

場
合

は
「

訓
練

参
加

」
の

右
欄
の
無

に
「

○
」

を
記

入
す

る
こ

と
。

・
香

川
県

と
の

協
定

の
締

結
者

が
団

体
等

の
場

合
は

、
団

体
等

に
今

年
度

加
入

し
て

い
る

こ
と
を
証

明
す

る
書

類
の

写
し

を
添

付
す

る
こ

と
。

（
た

だ
し

、
加

入
団

体
が

「
（

一
社

）
香

川
県

建
設

業
協

会
」

の
場

合
は

、
所

属
証

明
書

類
の
写
し

の
添

付
は

不
要

と
す

る
。

（
同

協
会

か
ら

県
に

提
出

さ
れ

た
資

料
で

評
価
す

る
。
）

）
・

香
川

県
と

の
災

害
協

定
で

な
い

も
の

、
協

定
名

称
、

団
体

等
名

の
記

載
の

な
い

も
の

、
団

体
等
（

「
（

一
社

）
香

川
県

建
設

業
協

会
」

を
除

く
）

の
証

明
書

の
写

し
の

添
付

の
な
い

も
の

に
つ

い
て

は
、

評
価

対
象

と
し

な
い
。

・
協

定
に

関
す

る
災

害
時

に
対

応
し

た
訓

練
へ

の
参

加
を

有
と

す
る

場
合

は
、

各
団

体
が

発
行
す
る

訓
練

へ
の

参
加

証
明

の
写

し
を

添
付

す
る

こ
と
。

災
害

協
定

に
基

づ
く

活
動

の
実

績
災

害
協

定
に

基
づ

き
、

過
去

３
年

度
に

お
い

て
団

体
が

県
か

ら
協

力
要

請
等

を
受

け
た

実
績

が
あ

る

年
度

令
和

年
度

協
定

名
称

協
定

名
称

団
体

等
名

協
定

名
称

団
体

等
名

訓
練

参
加

無

災
害

協
定

の
締

結
自

社
の

加
入

し
て

い
る

団
体

と
香

川
県

と
が

締
結

し
て

い
る

災
害

協
定

が
1
つ

以
上

あ
る

。

協
定

名
称

団
体

等
名

訓
練

参
加

項
　

　
目

有
無

備
　

考
有
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様
式

第
3
-
3
号

（
技

術
提

案
型

・
施

工
計

画
型

）

【
下

請
け

の
県

内
業

者
の

活
用

】

※
こ

こ
で

い
う

下
請

け
は

、
元

請
業

者
（

県
か

ら
工

事
を

受
注

し
た

者
）

が
他

の
建

設
業

者
と

締
結

す
る

請
負

契
約

で
あ

り
、
建

設
業

法
第

２
条

第
４

項
に

規
定

す
る

下
請

契
約

に
よ

る
も

の
を

い
う

。

※
一

次
下

請
け

に
県

内
に

建
設

業
法

上
の

主
た

る
営

業
所

を
有

す
る

業
者

で
な

い
者

が
一

者
で

も
あ

る
場

合
は

、
「

上
記

以
外
」

の
方

に
「

○
」

を
記

入
す

る
こ

と
。

※
二

次
下

請
け

以
降

は
評

価
対

象
と

し
な

い
。

※ ※
「

○
」

印
記

入
欄

に
記

入
の

な
い

場
合

は
評

価
対

象
と

し
な

い
。

項
　

　
目

該
当

す
る

方
に

｢
○

｣
印

を
記

入

総
合

評
価

　
技

術
提

案
書

　
（
社

会
性

・
地

理
的

条
件

）
　

内
　
容

加
点

評
価

と
な

っ
た

場
合

は
、

工
事

契
約

締
結

後
か

ら
工

事
竣

工
ま

で
の

期
間

に
お

い
て

、
下

請
通

知
書

、
施

工
体

制
台

帳
、

施
工

体
系

図
、

下
請

業
者

と
の

契
約

書
（

注
文

書
、

請
書

及
び

基
本

契
約

書
等

）
及

び
現

場
監

督
業

務
等

の
中

で
履

行
確

認
を

行
う

も
の

と
す

る
。

な
お

、
竣

工
時

に
は

、
履

行
確

認
表

（
様

式
第

4
-
5
号
）

を
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

下
請

け
の

県
内

業
者

の
活

用

上
記

以
外

次
の

い
ず

れ
か

を
満

た
す

。
①

全
て

の
一

次
下

請
け

に
つ

い
て

、
県

内
に

建
設

業
法

上
の

主
た

る
営

業
所

を
有

す
る

業
者

を
一

次
下

請
業

者
と

し
て

活
用

す
る

。
②

県
内

に
建

設
業

法
上

の
主

た
る

営
業

所
を

有
す

る
元

請
業

者
(
県

か
ら

工
事
を

受
注

し
た

者
)
が

工
事

の
全

て
を

自
ら

施
工

す
る

。
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様
式

第
3
-
4
号

【
県

産
品

の
利

用
(
地

球
温

暖
化

防
止

対
策
)
の

取
組
】

※
・

「
有

」
「

無
」

欄
に

記
入

の
な

い
場

合
、

「
無

」
欄

に
「

○
」

の
記

入
の

あ
る

場
合

は
、

資
料

が
添

付
さ

れ
て

い
て

も
、

評
価

対
象

と
し
な

い
。

・
「

有
」

欄
に

「
○

」
の

記
入

の
あ

る
場

合
で

も
、

資
料

が
添

付
さ

れ
て

い
な

い
場

合
、

又
は

取
組

「
有

」
の

確
認

が
で

き
な

い
場

合
は

、
評
価

対
象

と
し

な
い

。

・
評

価
は

、
確

認
で

き
た

資
料

で
の

み
実

施
す

る
。

・
確

認
用

資
料

へ
の

「
工

事
名

・
提

案
企

業
名

」
の

記
載

は
不

要
と

す
る

が
、

確
認

用
資

料
へ

工
事

名
を

記
載

し
て

い
て

、
当

該
工

事
の

工
事
名

と
一

致
し

て
い

な
い

場
合

は
評

価
し

な
い

。

県
産

品
の

利
用

（
地

球
温

暖
化

防
止

対
策
）

・
左

欄
の

該
当

す
る

方
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
・

「
有

」
の

場
合

は
以

下
の

確
認

用
資

料
を

添
付

す
る

こ
と

。
　

①
生

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
場

合
は

、
生

コ
ン

ク
リ

ー
ト

工
場

が
作

成
し

た
J
I
S
A
5
3
0
8
に
規

定
す

る
レ

デ
ィ

ー
ミ

ク
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
配

合
計

画
書

　
　

・
配

合
計

画
書

は
骨

材
の

産
地

と
密

度
（

表
乾

）
が

わ
か

る
も

の
を

添
付

す
る

こ
と

。
　

②
砕

石
材

の
場

合
は

、
県

内
産

出
で

あ
る

こ
と

を
示

す
資

料
（

「
試

験
報

告
書

」
等
）

　
③

コ
ン

ク
リ

ー
ト

二
次

製
品

の
場

合
は

、
評

価
項

目
3
点

の
う

ち
、

評
価

を
希

望
す
る

項
目

を
証

明
す

る
資

料
　

　
・

県
内

工
場

で
製

造
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を

示
す

資
料

（
「

配
合

報
告

書
」
等

）
　

　
・

骨
材

の
産

地
と

密
度

、
使

用
量

が
わ

か
る

資
料

（
「

配
合

報
告

書
」

等
）

　
　

・
低

炭
素

製
品

で
あ

る
こ

と
が

わ
か

る
資

料
（

低
炭

素
製

品
で

あ
る

こ
と

を
明

記
し

た
「

配
合

報
告

書
」

等
）

　
④

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

合
材

の
場

合
は

、
評

価
項

目
2
点

の
う

ち
、

評
価

を
希

望
す

る
項
目

を
証

明
す

る
資

料
　

　
・

骨
材

の
産

地
と

密
度

、
使

用
量

が
わ

か
る

資
料

（
「

配
合

報
告

書
」

等
）

　
　

・
低

炭
素

技
術

で
あ

る
こ

と
が

わ
か

る
資

料
（

低
炭

素
技

術
で

あ
る

こ
と

を
明

記
し

た
「

配
合

報
告

書
」

等
）

 
 
・

工
事

材
料

事
前

承
諾

を
受

け
た

も
の

で
あ

っ
て

も
、

確
認

用
資

料
の

提
出

は
必

要
で

あ
る

。

総
合

評
価

　
技

術
提

案
書

　
（
県

産
品

の
利

用
(地

球
温

暖
化

防
止

対
策

)）

項
　

　
目

有
無

備
　

考
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様
式

第
3
-
5
号

（
技

術
提

案
型

・
施

工
計

画
型

）

【
建

設
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

シ
ス

テ
ム

の
取

組
】

※
「

○
」

印
記

入
欄

に
記

入
の

な
い

場
合

は
評

価
対

象
と

し
な

い
。

※ ※

項
　

　
目

該
当

す
る

方
に

｢
○

｣
印

を
記

入
内

　
容

総
合

評
価

　
技

術
提

案
書

　
（
社

会
性

・
地

理
的

条
件

）
　

加
点

評
価

と
な

っ
た

場
合

は
、

当
該

工
事

現
場

で
の

機
器

の
設

置
状

況
写

真
、

利
用

状
況

写
真

及
び

現
場

監
督

業
務

等
の

中
で

履
行

確
認

を
行

う
も

の
と

す
る

。
な

お
、

竣
工

時
に

は
、

履
行

確
認

表
（

様
式

第
4
-
7
号

）
を

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

建
設

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
シ

ス
テ

ム
の

取
組

次
の

項
目

を
満

た
す

場
合

は
左

欄
に

「
○

」
を

記
入

す
る

こ
と

。
　

・
自

社
が

建
設

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
シ

ス
テ

ム
に

事
業

者
登

録
を

行
い

、
事

業
者

I
D
を

取
得

し
、

当
該

工
事

現
場

で
活

用
す

る
。

※
該

当
す

る
場

合
は

、
建

設
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

シ
ス

テ
ム

様
式

「
帳

票
N
o
.
３
－

１
　

事
業

者
情

報
」

の
出

力
帳

票
を

添
付

す
る

こ
と

。

上
記

以
外

建
設

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
シ

ス
テ

ム
に

登
録

手
続

き
作

業
中

の
た

め
帳

票
N
o
.
3
-
1
事

業
者

情
報

が
出

力
で

き
な

い
場

合
は

、
「

建
設
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

シ
ス

テ
ム

　
事

業
者

情
報

登
録

申
請

書
」

を
添

付
す

る
こ

と
。

ま
た

、
登

録
完

了
後

は
速

や
か

に
工

事
監

督
員

に
「

帳
票

N
o
.
3
-
1
　

事
業

者
情

報
」

の
出

力
帳

票
を

提
出

す
る

こ
と

。
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墜落事故等防止取組計画 
 

建設工事における墜落等の事故防止を目指し、工事現場の事故防止対策を実施すると

ともに、労働者一人一人が労働災害の防止に努めるため、以下の取組計画を実践します。 
 
１．安全教育の推進 
（１）建設従事者等を対象とした安全教育の推進 
 ア 建設従事者に対する安全教育の実施 
  【安全教育に関する取組】 
  共通仕様書に規定する、月当たり半日以上の安全教育以外に、以下の取組を実施し

ます。 
項 目 取組内容 実施頻度 

   
   
   

 
２．重機事故防止対策 
 
 
 
 
３．足場からの墜落事故防止対策 
 
 
 
 
４．飛来落下事故防止対策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※取組計画はＡ４サイズ１枚で作成すること。 

【労働災害防止及び交通事故防止等への取組】における評価確認資料 

58



 

【作成上の注意】 
①墜落事故等防止取組計画（以下「計画」という。）における記載は以下のとおりとす

る。 
（ア）１．（１）に記載する取組内容として、アの【安全教育に関する取組】につい

ては必須内容とし、１項目以上記載すること。必須内容の記載がない場合は、

評価対象としない。その他の取組内容がある場合は、追加で記載すること。 
（イ）２．～４．については、当該工事において、重機使用や足場使用、飛来落下に

対する事故防止対策の必要がある場合で、かつ任意の取組内容がある場合は、

該当項目に記載すること。なお、該当が無い場合は、「該当無し」と記載する

こと。 
（ウ）提案を求める各項目における記載項目数の制限は設けないが、自社において、

実際に取組可能な内容についてのみ記載すること。（本計画における提案は、

特に過度な負担を求めるものではない。） 
 
②計画を実施する範囲は以下のとおりとする。ただし、１．における計画を実施する範

囲はこの限りではない。 
 （ア）建設従事者の範囲 

・元請業者の作業員 
・全ての下請業者の作業員。（測量、警備、資材搬入等の工事関係者も含む。） 

 （イ）場所 
    ・工事現場 

（ここで、「現場」とは工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び

設計書で明確に指定される場所をいう。） 
 

③本計画が加点評価された場合は、提出された計画に基づく実施計画書（様式第 4-3-1

号及び 4-3-2 号）を作成し、竣工時に履行確認表（様式第 4-4-1 号及び 4-4-2 号）で

履行を確認し、工事成績評定の「安全対策」において評価を行うこととなる。また、

当該工事において、死亡事故等が発生した場合は、工事成績評定の「法令遵守等」に

おいて減点対象となる場合がある。 
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交通事故防止取組計画 
 
 

工事施工中の交通事故防止を目指すとともに、一人一人が交通ルールを守り、正しい

交通マナーを実践するなど交通事故の防止に寄与するよう、現場における有効な交通事

故防止措置や交通ルールの遵守及び交通マナーの向上を図るなどの効果的な対策・活動

を行うため、以下の取組計画を実践します。 
 
１．現道上等での工事施工における交通事故防止対策 
（１）現道を通行する運転者の注意喚起を促す対策 
  ・ 
 
 
（２）通行車からのもらい事故抑制対策 
  ・ 
 
 
２．交通安全活動への取組（宣言） 
（１）全作業員が、交通ルールを守り、無事故・無違反を目指します。 
（２）全作業員に対して、交通安全活動に関する安全教育を実施します。 
 
 
 
 
３．交通安全活動の指導 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
※取組計画はＡ４サイズ１枚で作成すること。 
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【作成上の注意】 

①交通事故防止取組計画（以下「計画」という。）における記載は以下のとおりとする。 

（ア）１．（１）は、必須内容とし、１項目以上記載すること。 

１．（２）は、工事施工場所が現道（道路法上の道路に限らず、敷地内道路等も含

む、一般の交通に供する道路）上を含む工事である場合は、対策内容を１項目以

上記載することとするが、現道上の施工を含まない場合は、「該当無し」と記載す

ること。（建設する構造物が現道上に無い場合でも、設計図書の内容や、現場条件

から、現道上からの施工が必要となる場合は 1 項目以上の対策が必要。） 

（イ）２．に記載する取組内容として、（１）及び（２）の内容については必須内容とす

る。必須内容の記載がない場合は評価対象としない。その他の取組内容がある場

合は、追加で記載すること。 

（ウ）３．についての記載は任意とするので、取組内容がある場合は記載すること。な

お、該当がない場合は、「該当無し」と記載すること。 

（エ）各項目における記載項目数の制限は設けないが、自社において、実際に取組可能

な内容についてのみ記載すること。（過度な負担を求めるものではない。） 

②計画を実施する範囲は以下のとおりとする。 

 （ア）作業員の範囲 

・元請業者の作業員 

・一次下請業者（建設業法第２条第４項に規程する下請契約を締結した一次下請

業者）の作業員。（測量、警備、資材搬入等は下請けの対象としない。）なお、

ダンプトラックによる土砂等搬入出のみの契約の場合は、建設工事の下請契約

に当たらないが、本計画においては、ダンプトラックによる土砂等搬入出のみ

の契約におけるダンプトラック運転手は作業員の対象とする。 

 （イ）時間帯 

    工事現場※1)での作業開始時刻から作業終了時刻までとする。 

    ただし、作業開始時刻及び作業終了時刻については、契約後に提出する実施計画

書（様式第 4-3-1 号及び 4-3-2 号）に明記すること。 

 （ウ）場所 

   ・工事現場※1)と現道との境界付近 

（例）・工事現場進入口 

・現道上を移動しながら施工する植栽管理の現場※1) 等 

・工事施工に伴う移動区間 

（例）・打合せ等のために現場から土木事務所等へ移動するために通行する区間 

   ・現場へ搬入土砂を運搬するためにダンプトラックが通行する区間 等 

※1：「現場」とは工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計書で明確に

指定される場所。 

③本計画が加点評価された場合は、提出された計画に基づく実施計画書（様式第 4-3-1 号

及び 4-3-2 号）を作成し、竣工時に履行確認表（様式第 4-4-1 号及び 4-4-2 号）で履行

を確認し、工事成績評定の「安全対策」において評価を行うこととなる。また、当該工

事において、死亡事故等が発生した場合は、工事成績評定の「法令遵守等」において減

点対象となる場合がある。 
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・様式第４－１号は、施工前に記載し、施工計画書に差し込むこと。（施工計画書の一部とする。）
・写真には、通常の施工写真とは別に、総合評価項目番号（例：施工計画項目１）点検日付、履行確認者
氏名を記載した黒板を配置し撮影すること。

その他

○自主点検の
　方法及び頻度

○自主点検
　　実施者及び
　　履行確認者

○履行報告資
料

○提案事項の自主点検・履行確認の方法及び頻度について
　（方法）
    ・自主点検の内容、確認方法（目視を含む）を、具体的に記載してください。
    ・点検結果は別添チェックリストに記録する等、記録方法を具体的に記載してください。
  （頻度）
  　・自主点検の頻度（○○ごとに実施）を、具体的に記載してください。
　　・履行確認の頻度（○回/月(以上)、○○の段階で実施等）を、具体的に記載してください。

○自主点検の実施者及び履行確認者について
    ・自主点検実施者（提案事項を点検する担当者）の氏名を記載してください。
    ・履行確認者（提案事項が履行されているかの確認者）の氏名を記載してください。
　　　（注：自主点検実施者と履行確認者は同一であってもかまいません。）

○履行報告の提出資料について
    ・写真、チェックリスト、その他資料等、竣工時の提出資料を具体的に記載してください。

３－○．地球温暖化防止対策（CO2排出量削減等）について

評価内容

履行確認方法

提案事項

受注者履行確認・当該工事において実施する、地球温暖化防止対策（CO2排出量削減等）の取組

みについて評価する。
・提案項目数は、２項目（１項目１内容）以内とする。
・有効な提案が２項目ある場合は○点、有効な提案が１項目ある場合は○点を加
点する。

当該工事における、地球温暖化防止対策（CO2排出量削減等）について、具体的な取り組み内

容を提案すること。

提案事項の履行確認方法を記載すること。

様式第４－１号（技術提案）

３．環境・安全対策等、社会的要請に関する事項評価項目

評価細目

発注者履行確認欄総合評価　技術提案書　（技術提案）　実施計画・報告書

技術提案様式第２号の履行確認方法を転記してください。

技術提案様式第２号の提案事項を転記してください。

発注者(総括監督員)が確認

受注者が確認
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コンクリートの養生方法について（養生期間の提案は不要）

○○工における、湿潤状態を保つための主な養生方法を具体的に提案すること。ただし提案数
は、１提案（１内容）とする。提案事項①

履行確認方法①

提案事項の履行確認方法を記載すること。

様式第４－１号（施工計画）

評価内容

受注者履行確認
・コンクリート構造物における、コンクリートの養生方法、吐出口と打込み面までの
高さの管理方法の取り組みについて評価する。
・提案事項①及び②両方を評価した場合に２０点を、①又は②のいずれか一方を
評価した場合に１０点を加点する。

総合評価　技術提案書　（施工計画）　実施計画・報告書 発注者履行確認欄

１．本体構造物等の品質確保又は品質管理方法の適切性評価項目

・様式第４－１号は、施工前に記載し、施工計画書に差し込むこと。（施工計画書の一部とする。）
・写真には、通常の施工写真とは別に、総合評価項目番号（例：施工計画項目１）点検日付、履行確認者
氏名を記載した黒板を配置し撮影すること。

コンクリート吐出口と打込み面までの高さの管理方法について

その他

○自主点検の
　方法及び頻度

○自主点検
　　実施者及び
　　履行確認者

○履行報告資
料

○提案事項の自主点検・履行確認の方法及び頻度について
　（方法）
    ・自主点検の内容、確認方法（目視を含む）を、具体的に記載してください。
    ・点検結果は別添チェックリストに記録する等、記録方法を具体的に記載してください。
  （頻度）
  　・自主点検の頻度（○○ごとに実施）を、具体的に記載してください。
　　・履行確認の頻度（○回/月(以上)、○○の段階で実施等）を、具体的に記載してください。

○自主点検の実施者及び履行確認者について
    ・自主点検実施者（提案事項を点検する担当者）の氏名を記載してください。
    ・履行確認者（提案事項が履行されているかの確認者）の氏名を記載してください。
　　　（注：自主点検実施者と履行確認者は同一であってもかまいません。）

○履行報告の提出資料について
    ・写真、チェックリスト、その他資料等、竣工時の提出資料を具体的に記載してください。

○○工における、コンクリート吐出し口と打込み面までの高さの管理方法を具体的に提案するこ
と。ただし提案数は、１提案（１内容）とする。

提案事項の履行確認方法を記載すること。

提案事項②

履行確認方法②

技術提案様式第２号の履行確認方法を転記してください。

技術提案様式第２号の提案事項を転記してください。

発注者(総括監督員)が確認

受注者が確認

技術提案様式第２号の提案事項を転記してください。

技術提案様式第２号の履行確認方法を転記してください。
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様式第４－２号（作成例）

写真撮影日 実施状況写真

写真撮影日 実施状況写真

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真貼付）

履行確認者氏名

履行確認者所見

・提案事項の履行確認時の状況
について、所見を記載してくださ
い。
（○○について、△△がなされ
ていた等）

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真貼付）

履行確認者氏名

履行確認者所見

・提案事項の履行確認時の状況
について、所見を記載してくださ
い。
（○○について、△△がなされ
ていた等）

年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真貼付）

履行確認者氏名

履行確認者所見

・提案事項の履行確認時の状況
について、所見を記載してくださ
い。
（○○について、△△がなされ
ていた等）

写真撮影日 実施状況写真

項目（細目）番号実施状況
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墜落事故等防止取組計画【１】 実施計画書 
 

（作業開始時刻：午前 時 分／作業終了時刻：午後 時 分） 
１．安全教育の推進 
（１）建設事業者等を対象とした安全教育の推進 
 ア 建設従事者に対する安全教育の実施 
【取組内容】 

安全教育に関する取組として、共通仕様書に規定する、月当たり半日以上の安全教

育以外に、以下の取組を実施します。 
 項目 取組内容 実施頻度 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

【履行確認者氏名】 【自主点検実施者氏名】 
【実施計画等】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 

様式第４－３－１号（墜落事故） 
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墜落事故等防止取組計画【１】 実施計画書 
 

（作業開始時刻：午前 時 分／作業終了時刻：午後 時 分） 
１．安全教育の推進 
（１）建設事業者等を対象とした安全教育の推進 
 イ ◯◯◯◯ （任意の取組計画がある場合は記載すること） 
【取組内容】 

 
【履行確認者氏名】 【自主点検実施者氏名】 
【実施計画等】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ウ ◯◯◯◯ （任意の取組計画がある場合は記載すること） 
【取組内容】 

 
【履行確認者氏名】 【自主点検実施者氏名】 
【実施計画等】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 

様式第４－３－１号（墜落事故） 
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墜落事故等防止取組計画【２】 実施計画書 
 

（作業開始時刻：午前 時 分／作業終了時刻：午後 時 分） 
２．重機事故防止対策 
（１）◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【対策実施責任者氏名】 
【実施計画等】 
 
 
 
（２）◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【対策実施責任者氏名】 
【実施計画等】 
 
 
 
３．足場からの墜落事故防止対策 
（１）◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【対策実施責任者氏名】 
【実施計画等】 
 
 
 
４．飛来落下事故防止対策 
（１）◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【取組実施責任者氏名】 
【取組計画等】 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 

様式第４－３－２号（墜落事故） 

67



 

 
 

交通事故防止取組計画【１】 実施計画書 
 

（作業開始時刻：午前 時 分／作業終了時刻：午後 時 分） 
１．現道上等での工事施工における交通事故防止対策 
（１）現道を通行する運転者の注意喚起を促す対策 
【対策内容】 

 
【履行確認者氏名】 【自主点検実施者氏名】 
【実施計画等】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）通行車からのもらい事故抑制対策 
【対策内容】 

 
【履行確認者氏名】 【自主点検実施者氏名】 
【実施計画等】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 

様式第４－３－１号（交通事故） 
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交通事故防止取組計画【２】 実施計画書 
 

（作業開始時刻：午前 時 分／作業終了時刻：午後 時 分） 
２．交通安全活動への取組（宣言） 
（１）全作業員が、交通ルールを守り、無事故・無違反を目指します。 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【取組実施責任者氏名】 
【取組計画等】 
 
 
 
（２）全作業員に対して、交通安全活動に関する安全教育を実施します。 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【取組実施責任者氏名】 
【取組計画等】 
 
 
 
３．交通安全活動の指導 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【取組実施責任者氏名】 
【取組計画等】 
 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 
 

様式第４－３－２号（交通事故） 

69



 

 
 
      墜落事故等防止取組計画【１】 履行確認表 

 

１．安全教育の推進 
（１）建設従事者等を対象とした安全教育の推進 

ア 建設従事者に対する安全教育の実施 
【対策内容】 

安全教育に関する取組として、共通仕様書に規定する、月当たり半日以上の安全教

育以外に、以下の取組を実施します。 
 項目 取組内容 実施頻度 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 

【実施状況写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－１号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－１号（墜落事故） 
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      墜落事故等防止取組計画【１】 履行確認表 

 

１．安全教育の推進 
（１）建設従事者等を対象とした安全教育の推進 

イ ◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 

【対策状況写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ ◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 

【対策状況写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－１号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 
 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－１号（墜落事故） 
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      墜落事故等防止取組計画【２】 履行確認表 

 

２．重機事故防止対策 
（１）◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 

【対策状況写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．足場からの墜落事故防止対策 
（１）◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 

【対策状況写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－２号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 
 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－２号（墜落事故） 

72



 

 
 
      墜落事故等防止取組計画【２】 履行確認表 

 

４．飛来落下事故防止対策 
（１）◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 

【対策状況写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－２号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 
 
 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－２号（墜落事故） 
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      交通事故防止取組計画【１】 履行確認表 
 

１．現道上等での工事施工における交通事故防止対策 
（１）現道を通行する運転者の注意喚起を促す対策 
【対策内容】 

 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 

【実施状況写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）通行車からのもらい事故抑止対策 
【対策内容】 

 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【実施状況写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－１号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－１号（交通事故） 

74



 

 
 

      交通事故防止取組計画【２】 履行確認表 
 

２．交通安全活動への取組（宣言） 
（１）全作業員が、交通ルールを守り、無事故・無違反を目指します。 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 

【取組状況写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）全作業員に対して、交通安全活動に関する安全教育を実施します。 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 

【取組状況写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－２号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 
 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－２号（交通事故） 

75



 

 
 

      交通事故防止取組計画【２】 履行確認表 
 

３．交通安全活動の指導 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 

【取組状況写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－２号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 
 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－２号（交通事故） 
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     【下請けの県内業者の活用】 履行確認表 
 

 
 

【履行確認者氏名】 
 

【履行最終確認日】 
令和  年  月  日 

【確 認 内 容】 

一次下請業者名 県内・県外 下請工事内容 資料・確認方法 

    

    
 

    

    

    

    

 
 
以下の該当するチェック欄に「○」印を記入すること。 
チェック欄 内 容 履行結果 
 ①全ての一次下請けについて、県内に建設業法上の主た

る営業所を有する業者を一次下請業者として活用した。 
技術提案書の提

案のとおり、 
履行 

 ②県内に建設業法上の主たる営業所を有する自社におい

て、工事の全てを自ら施工した。 
 上記①もしくは②について、履行することができなかっ

た。 
不履行 

 

発注者履行確認欄 

 
 

様式第４－５号 
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     【県産品の利用（地球温暖化防止対策】  
 履行確認表 

 
 

【履行確認者氏名】 
 

【履行最終確認日】 
令和  年  月  日 

【確 認 内 容】 

指定資材 提案内容 資料・確認方法 

   

   

   

   

   

   

 
 
以下の該当するチェック欄に「○」印を記入すること。 
チェック欄 内 容 履行結果 

 
指定資材全数について、提案内容の確認ができた。 

履行 

 指定資材のすべて、もしくは一部分について、提案内容

の確認ができなかった。 
不履行 

 
 
 

発注者履行確認欄 

 
 

様式第４－６号 
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     建設キャリアアップシステムの取組 履行確認表 

 
 

 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 

【建設キャリアアップシステム機器設置状況写真】 
 
 
 
 
 

（機器設置が分かる写真を貼付すること） 
 
 
 
 
 

【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 

【建設キャリアアップシステム利用状況写真】 
 
 
 
 
 

（利用状況が分かる写真を貼付すること） 
 
 
 
 
 

※履行確認のため、建設キャリアアップシステム様式「No.２－４ 就業履歴一覧（月

別カレンダー）」及び「No.４－１ 現場・契約情報」の出力帳票を本履行確認表と併

せて監督員に提出すること。 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－７号 
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様式第５号（企業評価型（通常型）） 
 

平成 年 月 日 
 

所在地 
商号又は名称 
代表者氏名    様 

 
 
                          契約担当者 

（出先機関所属長）   
 
 
 

技術提案審査結果通知書 
 
 

 貴社から提出のあった技術提案書について審査した結果、下記のとおり評価したので通知し

ます。 

得点の得られた提案の履行がなされなかったと認められた場合においては、香川県工事請負

契約約款の特則（総合評価・除算方式）第１条及び第２条に基づき、工事成績評定を減点し、

違約金を徴収することとなります。 

 なお、評価項目「労働災害防止及び交通事故防止等への取組」（下表※印の評価項目）で評価

の得られた細目については、提出された取組内容を工事着手時の施工計画書に反映していただ

き、竣工時に工事写真等実施状況が確認できる資料で履行を確認し、工事成績評定の「安全対

策」において評価を行うことになります。 

 

契約年度  工事番号  

工 事 名  

 

評価の視点 評価項目 得点／配点 

社会性・ 

地理的条件 
建設キャリアアップシステムの取組  ／５ 

※社会性・ 

地理的条件 

※労働災害防止及び交通 

事故防止等への取組 

評価 

細目 

墜落事故等防止への取組 

評価 

有・無 

交通事故防止等への取組 有・無 

  

県産品の利用（地球温暖化防止

対策）の提案がない場合 
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様式第５号（企業評価型（通常型）） 
 

平成 年 月 日 
 

所在地 
商号又は名称 
代表者氏名    様 

 
 
                          契約担当者 

（出先機関所属長）   
 
 
 

技術提案審査結果通知書 
 
 

 貴社から提出のあった技術提案書について審査した結果、下記のとおり評価したので通知し

ます。 

 得点の得られた提案の履行がなされなかったと認められた場合においては、香川県工事請負

契約約款の特則（総合評価・除算方式）第１条及び第２条に基づき、工事成績評定を減点し、

違約金を徴収することとなります。 

 なお、評価項目「労働災害防止及び交通事故防止等への取組」（下表※印の評価項目）で評価

の得られた細目については、提出された取組内容を工事着手時の施工計画書に反映していただ

き、竣工時に工事写真等実施状況が確認できる資料で履行を確認し、工事成績評定の「安全対

策」において評価を行うことになります。 

 

契約年度  工事番号  

工 事 名  

 

評価の視点 評価項目 得点／配点 

社会性・ 

地理的条件 

県産品の利用（地球温暖化防止対策）  ／１０ 

建設キャリアアップシステムの取組  ／５ 

※社会性・ 

地理的条件 

※労働災害防止及び交通 

事故防止等への取組 

評価 

細目 

墜落事故等防止への取組 

評価 

有・無 

交通事故防止等への取組 有・無 

  

 

県産品の利用（地球温暖化防止

対策）の提案がある場合 
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様式第５号（施工計画型） 
 

令和 年 月 日 
 

所在地 
商号又は名称 
代表者氏名    様 

 
                          契約担当者 

香川県知事（所長）   
 

技術提案審査結果通知書 
 
 

 貴社から提出のあった技術提案書について審査した結果、下記のとおり評価したので通知し

ます。 

 得点の得られた提案の履行がなされなかったと認められた場合においては、香川県工事請負

契約約款の特則（総合評価・除算方式）第１条及び第２条に基づき、工事成績評定を減点し、

違約金を徴収することとなります。 

 なお、評価項目「労働災害防止及び交通事故防止等への取組」（下表※印の評価項目）で評価

の得られた細目については、提出された取組内容を工事着手時の施工計画書に反映していただ

き、竣工時に工事写真等実施状況が確認できる資料で履行を確認し、工事成績評定の「安全対

策」において評価を行うことになります。 

 

契約年度  工事番号  

工 事 名  

 

評価の視点 評価項目 得点／配点 

施工計画 

１．本体構造物等の品質確保又は品質管理方法の適切性   ／２０ 

２．安全対策に関し配慮すべき事項への適切性   ／２０ 

３．環境・安全対策等、社会的要請に関する事項への適切性   ／３０※１ 

配置予定技術者 

１.配置予定技術者の資格 

  ／２５ 

２.過去５年度間及び今年度完成の同業種工事の主任（監理）

技術者又は現場代理人（有資格者）としての同業種工事の

施工経験 

３.過去５年間の継続教育（ＣＰＤ）の取組状況 

社会性・ 

地理的条件 

建設キャリアアップシステムの取組  ／５ 

下請けの県内業者の活用  ／５ 

※社会性・ 

地理的条件 

※労働災害防止及び交通

事故防止等への取組 

評価 

細目 

墜落事故等防止への取組 
評価 

有・無 

交通事故防止等への取組 有・無 

 

県産品の利用（地球温暖化防止対策）の 
提案が無い場合は、※１を３０から２０ 
に書き換えて使用 
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様式第７号

第 号
令和 年 月 日

様

　 ○ ○ 事務所長
氏　　　名 印

年 月 日

年 月 日

年 月 日

◎違約金額 = C-C×((D+E)/(D+F))
　　Ｃ：当初契約金額
　　Ｄ：標準点＝100点
　　Ｅ：施工後の実施値における合計加算点
　　Ｆ：当初入札時に記載した技術提案による合計加算点
　　※違約金は、1円未満切捨てとする。

※なお、契約変更等により、入札時に有効とされた評価項目の履行が不可能となった場合については、工事成績の減点及び違約金の徴収対象としない。
　（施工後の得点③は入札時の得点②のままとし、減点しない。）

○工事成績の減点値⑦ ＝Σ（工事成績の減点値（項目毎）①）

◎工事成績の減点値 ＝（（Ａ－Ｂ）/Ａ）×（該当項目の加算点/合計加算点）×10点
　　　　　　　　　　　　　Ａ：入札時の技術提案の値　　　Ｂ：施工後の実施に対する値　　　※工事成績の減点値は、小数以下四捨五入した値とする。

　工事成績の減点値（項目毎）① ＝（（入札時の得点②－施工後の得点③）/入札時の得点②）×（該当項目の加算点/合計加算点）×10点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝（（入札時の得点②－施工後の得点③）/入札時の得点②）×（入札時の得点②/入札時の得点合計④）×10点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝（入札時の得点②－施工後の得点③）/入札時の得点合計④×10点

　該当項目の加算点/合計加算点＝（（入札時の得点②/合計点⑤）×加算点⑥）/（（入札時の得点合計④/合計点⑤）×加算点⑥）
                                               ＝入札時の得点②/入札時の得点合計④

工事成績の減点値(点)⑦

違約金(円)

合計

当初契約金額(円)(Ｃ)

現場代理人

工　事　名 請負金額

入札時の
加算点（Ｆ)

工事成績の減点値
(項目毎）

①

4-1 合計点(満点)
⑤

加算点(満点)
⑥

技術
提案

1-1

1-2

2-1

3-1

2

3

（ 受 注 者 ）
　住　所

　氏　名

工事成績の減点値及び違約金通知書

施工後の
加算点（Ｅ)

施工後の
得点合計

　下記工事における、貴社からの技術提案について、履行がなされていないと認められる項目があるので、香
川県工事請負契約約款の特則（総合評価・除算方式）の規定により、下記のとおり工事成績の減点及び違約
金の徴収を行います。
　なお、違約金の徴収は、請負代金との相殺により行います。
　この通知の内容について疑義があるときは、この通知を受けた日から14日（休日を含む）以内に、疑義の趣
旨を付した書面により、説明を求める事が出来ます。

記

契約年度 所 属 名

受注者名

完成 令和

工事番号

主任技術者
(監理技術者)

配置予
定技術
者計

1

2

3

施工
計画

1

評価項目
又は細目

配点

竣工年月日 令和

入札時の得点
②

工　　　期
着工 令和

入札時の
得点合計④

施工後の得点
③

CCUSの取

組

社会
性・地
理的条

件

県産品の利

用

下請け
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様式第８号 

令和  年  月  日 

 

 ＜受注者＞   

（住所）   

 （商号又は名称）    

（代表者氏名）     様 

 

                    ＜発注者＞  

（住所）  

（契約担当者職氏名）    印 

  

 

相 殺 通 知 書 

 

 香川県が貴社に対して有する下記１の請負契約に係る下記２の自働債権を、貴

社が香川県に対して有する下記３の受働債権とで、対当額で相殺するので通知し

ます。 

 

記 

 

１ 請負契約の表示 

工 事 名    

  工   期  自 

         至 

  請負代金額 

  前 払 金 額 

  部分払金額 

  請負契約日 

 

２ 自働債権  

違約金請求権        円 

令和  年  月  日付け  第    号で通知した工事成績の減点値

及び違約金通知書の違約金額 

 

３ 受働債権 

  請負代金請求権       円  

  上記１の請負契約の請負代金額     円から前払金額 

円及び部分払金額     円を差し引いた額 

４ 相殺充当 

   上記２の自働債権を上記３の受働債権に充当する。 

この結果、上記３の受働債権のうち、       円が貴社が香川県に対

して有する請負代金請求権となる。 
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令和 年 月 日 

 

 

           殿 

 

 

                       受注者 

 

 

 

 

 

 

相殺通知受領書 

 

 

 令和 年 月 日付けで通知された下記工事の相殺通知書を受領しました。 

 

記 

 

 １ 工事名 

 

 ２ 工 期 
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第３号様式（総合評価競争入札） 

 

入札結果 

調達案件番号 かがわ電子入札システムを利用した場合のみ記入 

調達案件名称  

工事（業務）場所  

発注機関  

発注組織  

入札方式  

予定価格                   （税込み） 

基準点数  

低入札価格                   （税込み） 

 

結果  

落札業者名  

落札金額                   （税込み） 

 

業 者 名 
第１回入札金額 

評 価 値 
備 考 
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理
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件
合

計
点
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墜落事故等防止取組計画 
 

建設工事における墜落等の事故防止を目指し、工事現場の事故防止対策を実施すると

ともに、労働者一人一人が労働災害の防止に努めるため、以下の取組計画を実践します。 
 
１．安全教育の推進 
（１）建設従事者等を対象とした安全教育の推進 
 ア 建設従事者に対する安全教育の実施 
  【安全教育に関する取組】 
  共通仕様書に規定する、月当たり半日以上の安全教育以外に、以下の取組を実施し

ます。 
項 目 取組内容 実施頻度 

TBM・KY 日常的な危険予知活動の実施 １回／毎日 
新規入場者教育 面接ミーティングや資格・免許等

の確認 
その都度 

リスクアセスメント 施工計画書内にあるリスクアセ

スメントに関する内容の周知 
１回／週 

 
 イ 技能者等に対する再教育の推進 
 ウ 現場管理者等に対する教育の推進 
 
２．重機事故防止対策 
（１）重機との接触事故の防止対策の推進 
 
３．足場からの墜落事故防止対策 
（１）「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱（厚生労働省 平成２７年５

月）」（以下「要綱」という。）及び「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚

生労働省 平成２１年４月）」に基づき、足場の組立て、解体、変更の作業時及

び使用時には、常時全ての作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するも

のを設置する。 
 
４．飛来落下事故防止対策 
（１）チェックリスト等による玉掛け方法や玉掛け用具の点検を図る。 
  
 
 
 
 
※取組計画はＡ４サイズ１枚で作成すること。 

記 載 例 

表内に少なくとも１項目は記載すること!! 

任意の取組内容がある場合は記

載すること。 

重機使用や足場使用や飛来落下に対する事故防止対策が必要な工事の

場合において、任意の取組計画がある場合は記載すること。該当が無い

場合は「該当無し」と記載すること。 

【参考】「平成 25 年度における建設工事事故防止のための重点対策の実施について（国土交通省 平成 25 年 3 月）」

を手引１１7 ページに添付しますので、取組計画策定時の参考としてください。 
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交通事故防止取組計画 

 
 

工事施工中の交通事故防止を目指すとともに、一人一人が交通ルールを守り、正しい

交通マナーを実践するなど交通事故の防止に寄与するよう、現場における有効な交通事

故防止措置や交通ルールの遵守及び交通マナーの向上を図るなどの効果的な対策・活動

を行うため、以下の取組計画を実践します。 
 
１．現道上等での工事施工における交通事故防止対策 
（１）現道を通行する運転者の注意喚起を促す対策 
  ・回転灯及び電光表示板等の適正な設置 
  ・工事予告看板や交通誘導員等の適正な配置 
  ・○○○○ 
（２）通行車からのもらい事故抑制対策 
  ・衝撃吸収緩和材の適正な設置 
  ・○○○○ 
 
２．交通安全活動への取組（宣言） 
（１）全作業員が、交通ルールを守り、無事故・無違反を目指します。 
（２）全作業員に対して、交通安全活動に関する安全教育を実施します。 
（３）県警が実施する「かがわセーフティリーダーズ（セーフティリーダー車運動）」

活動に参加します。 
（４）交通安全教育推進隊等が実施する参加・体験型の交通安全教室を開催します。 
（５）「横断歩道等における歩行者等優先ルール」を遵守し、無事故・無違反を 

目指す「歩行者ファーストかがわ」に参加します。 
 
 
３．交通安全活動の指導 
（１）資材納入業者等工事関係者に対して、交通安全活動を指導します。 
 
 
 
 
 
※取組計画はＡ４サイズ１枚で作成すること。 
 

記 載 例 

左記の例を参考に少な

くとも１項目は記載す

ること!! 

左記の項目内

容は必ず記載

すること!! 

任意の取組内

容がある場合

は記載するこ

と。３．の該当

がない場合は

「該当無し」と

記載すること。 

該当がある場合は記載する

こと。該当が無い場合は「該

当無し」と記載すること。 

（参考） 

交通安全教育推進隊による交通安全教育、かがわセーフティリーダーズ（セーフティリーダー車運

動）、歩行者ファーストかがわに関する情報は、県及び県警察のホームページ等で確認してください。 
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○緊急時の社内の連絡体制表
　緊急時の組織体制と指揮命令系統について記載すること。

○○市○○
Tel　000-000-0000
携帯 000-0000-0000

○○専務
○○市○○
Tel　000-000-0000
携帯 000-0000-0000

○○課長 ○○課長 ○○課長
○○市○○ ○○市○○ ○○市○○
Tel　000-000-0000 Tel　000-000-0000 Tel　000-000-0000
携帯 000-0000-0000 携帯 000-0000-0000 携帯 000-0000-0000

所属従業員：○○ 所属従業員：○○ 所属従業員：○○
Tel　000-000-0000 Tel　000-000-0000 Tel　000-000-0000
携帯 000-0000-0000 携帯 000-0000-0000 携帯 000-0000-0000
所属従業員：○○ 所属従業員：○○ 所属従業員：○○
Tel　000-000-0000 Tel　000-000-0000 Tel　000-000-0000
携帯 000-0000-0000 携帯 000-0000-0000 携帯 000-0000-0000

○自社で保有している資機材等の一覧表
　自社が保有している人員や資機材について記載すること。

社員 ○○人
一般世話役 ○○人
特殊運転手 ○○人
普通作業員 ○○人

○○m
3
級ﾊﾞｯｸﾎｳ ○○台 【記載例：○○市○○町○○】

○○tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ○○台

土のう袋 ○○袋 【記載例：○○市○○町○○（自社保有倉庫）】
ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ ○○枚

社長

災害時対策本部長

総務班

総務班長 業務班長

業務班

資源名
人員

機材

資材

人数・数量

・
・

・
・

種類

○○班長

○○班

保有場所

【記載上の注意】
・社内の連絡体制について記載すること。（発注機関や公共施設
等の記載は不要。）
・班編成、役職名及び役割名等は、会社の体制に合わせた名称を
適宜記載すること。
・本資料は、あくまでも本工事における総合評価のみに使用する
ものであり、対外的に公表するものではないが、携帯電話番号等
個人情報に関する記載内容は任意とする。
・指揮命令系統的なものでなく、単なる一覧表的なものについては、
命令系統が判断できないため、評価対象としない。
・記載内容が簡易すぎて連絡体制が確認できない場合は、評価で
きない場合がある。

【記載上の注意】
・表内の名称等は、会社の保有状況に応じて、適宜記載すること。また、必要に応じて行挿入等を行うこと。
・記載内容は、あくまでも災害時等の緊急時に必要な範囲で構わないものとする。
・「人員」、「機材」、「資材」の３つの資源については、必ず記載することとし、いずれかでも記載がない場合は評価
されません。
・本資料は、災害時の応急活動体制を確認するものであるため、「機材」「資材」の保有場所が記載されていない
場合、記載されていても、保有場所が特定できない場合、また保有場所が遠方であり、災害等緊急時に使用でき
ない可能性があると考えられる場合、記載された機材・資材が軽微なもの（例えば、懐中電灯等）であり、災害時
の応急活動が困難と考えられる場合は、評価できない場合がある。
・「資材」について、県と災害協定を締結している団体の共有資材として倉庫等に保有している場合は、その旨を
記載すること。 記載例：「○○市○○町（○○協会○○支部として保有）」

【参考】 技術提案書様式第3-2号「災害時の活動体制」における連絡体制表等の記載例
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墜落事故等防止取組計画【１】 実施計画書 
 

（作業開始時刻：午前 時 分／作業終了時刻：午後 時 分） 
１．安全教育の推進 
（１）建設事業者等を対象とした安全教育の推進 
 ア 建設従事者に対する安全教育の実施 
【取組内容】 

安全教育に関する取組として、共通仕様書に規定する、月当たり半日以上の安全教

育以外に、以下の取組を実施します。 
 項目 取組内容 実施頻度 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

【履行確認者氏名】 【自主点検実施者氏名】 
【取組計画等】 
○履行確認のための提出資料について 
 ・写真、チェックリスト等、竣工時の履行確認のために必要な資料提出の提案がある場合は、

具体的に記載してください。 
 
 
 イ ◯◯◯◯ 
【取組内容】 

（入札時に提出した取組計画に記載した内容を転記してください。） 
【履行確認者氏名】 【自主点検実施者氏名】 
【取組計画等】 
 
・具体的な取組内容について記載してください。 
 
 
 
 
 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 

様式第４－３－１号（墜落事故） 

本様式は、施工前に作成し、施工計画書に差し込んでください。 

記載要領 

本計画を実施する時間帯として

代表的な時刻を記載すること。 

同一人物でも構いません。 

（入札時に提出した取組計画に記載

した内容を転記してください。） 

任意の取組計画がある場合は記載すること。取組計画

が無い場合は、削除すること。 
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墜落事故等防止取組計画【１】 実施計画書 
 

（作業開始時刻：午前８時００分／作業終了時刻：午後５時００分） 
１．安全教育の推進 
（１）建設事業者等を対象とした安全教育の推進 
 ア 建設従事者に対する安全教育の実施 
【取組内容】 

安全教育に関する取組として、共通仕様書に規定する、月当たり半日以上の安全教

育以外に、以下の取組を実施します。 
 項目 取組内容 実施頻度 
 ①TBM・KY 日常的な危険予知活動の実施 １回／毎日 
 ②新規入場者教育 面接ミーティングや資格・免許等

の確認 
その都度 

 ③リスクアセスメント 施工計画書内にあるリスクアセス

メントに関する内容の周知 
１回／週 

【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【自主点検実施者氏名】サンポート 太郎 
【実施計画等】 
（履行確認のための提出資料） 

①～③ 実施状況写真（代表的な写真を 1 枚）及びチェックリスト（取組対象日分全ての記

載があるリスト）を提出する。 
 
 イ 技能者等に対する再教育の推進 
【取組内容】 

足場の組立て等作業主任者技能講習を修了し５年以上経過している者あるいは足場の組立

て等作業主任者能力向上教育を受けてから５年以上経過している者に、足場の組立て等作業

主任者能力向上教育を受講させます。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【自主点検実施者氏名】サンポート 太郎 
【取組計画等】 
 
・受講対象者である○◯◯◯及び□□□□□に足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講

させ、修了証のコピーを提出します。 
 
 
 
 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 

様式第４－３－１号（墜落事故） 記 載 例 

任意の取組計画がある場合は記載すること。

取組計画が無い場合は、削除すること。 
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墜落事故等防止取組計画【２】 実施計画書 
 

（作業開始時刻：午前 時 分／作業終了時刻：午後 時 分） 
２．重機事故防止対策 
（１）◯◯◯◯ 
【取組内容】 

（入札時に提出した取組計画に記載した内容を転記してください。） 
【履行確認者氏名】 【対策実施責任者氏名】 
【実施計画等】 
 
・具体的な対策内容について記載してください。任意の取組計画が無い場合は、【対策内容】欄

には「該当無し」と記載し、【履行確認者氏名】、【自主点検実施者氏名】及び【実施計画等】欄

は空欄としてください。 
 
 
３．足場からの墜落事故防止対策 
（１）◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【対策実施責任者氏名】 
【実施計画等】 
 
 
 
 
 
４．飛来落下事故防止対策 
（１）◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【取組実施責任者氏名】 
【取組計画等】 
 
 
 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 

様式第４－３－２号（墜落事故） 

本計画を実施する時間帯として

代表的な時刻を記載すること。 

本様式は、施工前に作成し、施工計画書に差し込んでください。 

該当が無い場合は、作成する必要はありません。 記載要領 

同一人物でも構いません。 

任意の取組計画がある場合は記載すること。該当が無

い場合は、「該当無し」と記載すること。 

記
載
要
領
は
、
上
記
と
同
様
で
す
。 
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墜落事故等防止取組計画【２】 実施計画書 
 

（作業開始時刻：午前８時００分／作業終了時刻：午後５時００分） 
２．重機事故防止対策 
（１）重機との接触事故の防止対策の推進 
【取組内容】 
毎朝の作業開始時の朝礼において、作業員全員で「誘導なしではバックしない」ことを宣言

する。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【対策実施責任者氏名】サンポート 太郎 
【実施計画等】 
 現場事務所前で毎朝実施する朝礼で、「誘導なしではバックしない」と大きな声で宣

言する。 
 
３．足場からの墜落事故防止対策 
（１）足場からの墜落事故の防止対策の推進 
【取組内容】 
 足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床において二段

手すり及び幅木の機能を有するものを設置する。 
 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【対策実施責任者氏名】サンポート 太郎 
【実施計画等】 

足場の施工にあたり、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱（厚生労働

省 平成 24 年 2 月）」及び「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省 平
成 21 年 4 月）」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、

常時、全ての作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置する。 
 
 
４．飛来落下事故防止対策 
（１）玉掛け方法や玉掛け用具の点検 
【取組内容】 
 玉掛け方法や玉掛け用具の点検を行う。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【取組実施責任者氏名】サンポート 太郎 
【取組計画等】 

玉掛け作業におけるチェックリストを作成し、作業前の用具の点検や作業が適切に行

われているかについてチェックします。 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 

様式第４－３－２号（墜落事故） 記 載 例 
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交通事故防止取組計画【１】 実施計画書 

 
（作業開始時刻：午前 時 分／作業終了時刻：午後 時 分） 

１．現道上等での工事施工における交通事故防止対策 
（１）現道を通行する運転者の注意喚起を促す対策 
【対策内容】 

（入札時に提出した取組計画に記載した内容を転記してください。） 
【履行確認者氏名】 【自主点検実施者氏名】 
【実施計画等】 
○対策内容の自主点検・履行確認の方法、頻度について 
（方法） 
 ・自主点検の内容、確認方法（目視を含む）を具体的に記載してください。 
（頻度） 
 ・履行確認の頻度（○回／月（以上））、○○の段階で実施等）を具体的に記載してください。 
 
○履行確認のための提出資料について 
 ・写真、チェックリスト等、竣工時の履行確認のために必要な資料提出の提案がある場合は、

具体的に記載してください。 
 
 
 
（２）通行車からのもらい事故抑制対策 
【対策内容】 

（入札時に提出した取組計画に記載した内容を転記してください。） 
【履行確認者氏名】 【自主点検実施者氏名】 
【実施計画等】 
 
 
 

（記載要領は、上記と同様です。） 
 
※工事施工場所が現道上を含まない場合は、【対策内容】欄には「該当無し」と記載し、【履行

確認者氏名】、【自主点検実施者氏名】及び【実施計画等】欄は空欄としてください。 
 
 
 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 

様式第４－３－１号（交通事故） 
記載要領 

該当がある場合は記載すること。該当が無い場合は、

「該当無し」と記載すること。 

本様式は、施工前に作成し、施工計画書に差し込んでください。 

本計画を実施する時間帯として

代表的な時刻を記載すること。 

同一人物でも構いません。 
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交通事故防止取組計画【１】 実施計画書 

 
（作業開始時刻：午前８時００分／作業終了時刻：午後５時００分） 

１．現道上等での工事施工における交通事故防止対策 
（１）現道を通行する運転者の注意喚起を促す対策 
【対策内容】 
 工事予告看板や交通誘導員の適正な配置 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【自主点検実施者氏名】サンポート 太郎 
【実施計画等】 
（自主点検の内容） 
①工事予告看板が一般運転手や歩行者等に見えやすい場所に配置され、安易に転倒しない対策

を講じているかどうかを点検する。 
②工事施工箇所進入口付近において、適正な場所に交通誘導員を配置しているかどうかを点検

する。 
（確認の方法及び頻度） 
①については、毎日の作業開始時に、自主点検実施者が目視確認及び触っての確認を行う。 
②については、交通誘導員を配置する期間内において２回／日の頻度で自主点検実施者がチェ

ックリストを作成し、監視的確認を行う。 
（履行確認のための提出資料） 
①、②ともに、点検状況写真（代表的な写真を１枚）、チェックリスト（点検対象日分全ての記

載があるリスト）を提出する。 
 
（２）通行車からのもらい事故抑制対策 
【対策内容】 
 衝撃吸収緩和材の適正な配置 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【自主点検実施者氏名】サンポート 太郎 
【実施計画等】 
（自主点検の内容） 
道路植栽帯における植栽剪定時に、もらい事故予防のために道路上に設置する衝撃吸収緩和

材（デルタクッション）が、効果的に配置されているかどうかを点検する。 
（確認の方法及び頻度） 
 現道上での施工期間内の全ての日において、作業開始前に自主点検実施者が目視確認及び触

っての確認を行う。 
（履行確認のための提出資料） 
点検状況写真（代表的な写真を１枚）、チェックリスト（点検対象日分全ての記載があるリス

ト）を提出する。 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 

様式第４－３－１号（交通事故） 記 載 例 

対策内容の提案がある場合の記載例。該当が無い

場合は、「該当無し」と記載すること。 
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交通事故防止取組計画【２】 実施計画書 
 

（作業開始時刻：午前 時 分／作業終了時刻：午後 時 分） 
２．交通安全活動への取組（宣言） 
（１）全作業員が、交通ルールを守り、無事故・無違反を目指します。 
【取組内容】 

（宣言に対して取り組む内容を具体的に記載してください。） 
【履行確認者氏名】○○ ○○ 【取組実施責任者氏名】○○ ○○ 
【取組計画等】 
 
・具体的な取組内容について記載してください。 
 
（２）全作業員に対して、交通安全活動に関する安全教育を実施します。 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【取組実施責任者氏名】 
【取組計画等】 
 
 
 
（３） 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【取組実施責任者氏名】 
【取組計画等】 
 
 
 
 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【取組実施責任者氏名】 
【取組計画等】 
 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 

様式第４－３－２号（交通事故） 
記載要領 

必須項目なので必ず記載すること。 

必須項目なので必ず記載すること。 

入札時に提出した取組計画に任意

の取組内容を記載した場合は、（３）

以降に記載すること。 

※上記（１）、（２）以外で、任意の取組内容がある場合は、記載要領を参考に作成するこ

と。 

本様式は、施工前に作成し、施工計画書に差し込んでください。 

本計画を実施する時間帯として

代表的な時刻を記載すること。 

同一人物でも構いません。 

記
載
要
領
は、

上
記
と
同
様
です。
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交通事故防止取組計画【２】 実施計画書 
 

（作業開始時刻：午前８時００分／作業終了時刻：午後５時００分） 
２．交通安全活動への取組（宣言） 
（１）全作業員が、無事故・無違反を目指します。 
【取組内容】 
 毎朝の作業開始時の朝礼において、作業員全員で、無事故・無違反を目指すことを宣

言する。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【取組実施責任者氏名】サンポート 太郎 
【取組計画等】 
 現場事務所前で毎朝実施する朝礼で、無事故・無違反を目指すことを大きな声で宣言

する。 
（２）全作業員に対して、交通安全活動に関する安全教育を実施します。 
【取組内容】 
 社内の安全教育において、交通安全教育に関するビデオ等を利用し、全作業員に対し

て交通安全に関する安全教育を実施する。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【取組実施責任者氏名】サンポート 太郎 
【取組計画等】 

県警交通企画課からの貸出しによる交通安全教育用のビデオを作業員で視聴し、視聴

後に意見交換等を実施する。 
（３）県警が実施する「かがわセーフティリーダーズ」活動に参加します。 
【取組内容】 
 かがわセーフティリーダーズに参加するため、香川県警察本部にかがわ交通安全パー

トナーシップ申込書を提出する。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【取組実施責任者氏名】サンポート 太郎 
【取組計画等】 
 現場始業時に従事者全員でパートナーシップ宣言文を唱和し、交通安全意識の高揚を

図る。 
（４）交通安全教育推進隊等が実施する参加・体験・実践型の交通教室を開催します。 
【取組内容】 
 事業所において年間１回以上、警察本部やＪＡＦ等と連携した交通安全教育資機材を

活用した、参加・体験・実践型の交通教室を開催する。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【取組実施責任者氏名】サンポート 太郎 
【取組計画等】 
 ７月の労働安全週間中に、県警察の交通安全教育推進隊を招いて、交通安全教育車に

よる参加・体験型の交通教室を開催し、社員の安全運転意識の啓発を図る。 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 

様式第４－３－２号（交通事故） 記 載 例 
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交通事故防止取組計画【２】 実施計画書 
 

（作業開始時刻：午前８時００分／作業終了時刻：午後５時００分） 
２．交通安全活動への取組（宣言） 
（５）無事故・無違反を目指す「歩行者ファーストかがわ」に参加します。 
【取組内容】 
 社員の交通安全意識を高め、正しい交通ルールの遵守と交通マナーの実践を習慣付け

るため、事業所ぐるみで「歩行者ファーストかがわ」に参加し、無事故無違反の達成を

目指す。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【取組実施責任者氏名】サンポート 太郎 
【取組計画等】 
 「歩行者ファーストかがわ」の開催趣旨に賛同し、社員○人（○チーム）がコンテス

トに参加するとともに全チームの無事故無違反の達成を目指します。 
 あわせて、早めのライト点灯や子どもや高齢者を見かけたら速度を落とすなどの優し

い運転を励行するなど、交通マナーアップに努めます。 
３．交通安全活動の指導 
（１）資材納入業者等工事関係者に対して、交通安全活動を指導します。 
【取組内容】 
 交通ルールを遵守して安全運転に心がけるよう働きかける。 
 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【取組実施責任者氏名】サンポート 太郎 
【取組計画等】 
 交通安全ルールを守り、交通マナーの向上に努めてもらうよう、各会社に意識啓発の

チラシを配布する。 
 
 
※本実施計画書は、施工前に作成し、施工計画書内の「安全管理」の章に差し込むこと。 
※交通安全教育推進隊による交通安全教育、かがわセーフティリーダーズ（セーフティリ

ーダー車運動）、歩行者ファーストかがわに関する情報は、県及び県警察のホームページ

等で確認してください。 
 

様式第４－３－２号（交通事故） 記 載 例 
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      墜落事故等防止取組計画【１】 履行確認表 

 

１．安全教育の推進 
（１）建設従事者等を対象とした安全教育の推進 

ア 建設従事者に対する安全教育の実施 
【対策内容】 

安全教育に関する取組として、共通仕様書に規定する、月当たり半日以上の安全教

育以外に、以下の取組を実施します。 
 項目 取組内容 実施頻度 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
・提案内容の履行確認

時の状況について、所

見を記載してくださ

い。 
（○○について、△△

がなされていた 等） 

【実施状況写真】 
 
 
 
 
 
 

（写真貼付） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－１号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－１号（墜落事故） 

記載要領 本様式は、竣工時に監督員に提出してください。 

総括監督員が確認 
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      墜落事故等防止取組計画【１】 履行確認表 

 

１．安全教育の推進 
（１）建設従事者等を対象とした安全教育の推進 

ア 建設従事者に対する安全教育の実施 
【対策内容】 

安全教育に関する取組として、共通仕様書に規定する、月当たり半日以上の安全教

育以外に、以下の取組を実施します。 
 項目 取組内容 実施頻度 
 ①TBM・KY 

 
日常的な危険予知活動の実施 １回／毎日 

 ②新規入場者教育 
 

面接ミーティングや資格・免許等

の確認 
その都度 

 ③リスクアセスメント 
 

施工計画書内にあるリスクアセス

メントに関する内容の周知 
１回／週 

【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【写真撮影日】 令和◯◯年◯◯月◯◯日 
【履行確認者所見】 
 
朝礼時に TBM 及び

KY 活動が実施されて

いた。また、新規入場

者がいるときは、新規

入場者教育も行われ

ていた。 
 毎週月曜日、リスク

アセスメントに関す

る周知がなされてい

た。 
 

【実施状況写真】 
 
 
 
 
 
 

（実施状況が分かる写真を添付すること写真貼付） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－１号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 
 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－１号（墜落事故） 

記 載 例 
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      墜落事故等防止取組計画【２】 履行確認表 

 

２．重機事故防止対策 
（１）◯◯◯◯ 
【取組内容】 

（入札時に提出した取組計画に記載した内容を転記してください。） 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
・提案内容の履行確認

時の状況について、所

見を記載してくださ

い。 
（○○について、△△

がなされていた 等） 
 

【対策状況写真】 
 
 
 
 

（写真貼付） 
 
 
 
 
 

３．足場からの墜落事故防止対策 
（１）◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
 

【対策状況写真】 
 
 
 

４．飛来落下事故防止対策 
（１）◯◯◯◯ 
【取組内容】 
 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 

【対策状況写真】 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－２号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－２号（墜落事故） 

記載要領 

総括監督員が確認 

任意の取組計画がある場合は記載すること。該当が無

い場合は、「該当無し」と記載すること。 

本様式は、竣工時に監督員に提出してください。 

該当が無い場合は、作成する必要はありません。 

記
載
要
領
は
、
上
記
と
同
じ
で
す
。 
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      墜落事故等防止取組計画【２】 履行確認表 

 

２．重機事故防止対策 
（１）重機との接触事故の防止対策の推進 
【取組内容】 
毎朝の作業開始時の朝礼において、作業員全員で「誘導なしではバックしない」ことを宣言

する。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【写真撮影日】 令和◯◯年◯◯月◯◯日 
【履行確認者所見】 
 
 現場事務所前で

実施する朝礼で、全

員が大きな声で真

面目に宣言し、意識

付けを行った。 
 

【対策状況写真】 
 
 
 
 

（実施状況が分かる写真を貼付すること。） 
 
 
 

３．足場からの墜落事故防止対策 
（１）足場からの墜落事故の防止対策の推進 
【取組内容】 

足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床において二段

手すり及び幅木の機能を有するものを設置する。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【写真撮影日】 令和◯◯年◯◯月◯◯日 
【履行確認者所見】 

足場の組立、解

体、変更の作業時及

び使用時には、常

時、全ての作業床に

おいて二段手すり

及び幅木の機能を

有するものが設置

されていた。 
 

【対策状況写真】 
 
 
 

（実施状況が分かる写真を貼付すること。） 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－２号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－２号（墜落事故） 

記 載 例 
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      墜落事故等防止取組計画【２】 履行確認表 

 

４．飛来事故防止対策 
（１）飛来事故防止対策の推進 
【取組内容】 
チェックリスト等による玉掛け方法や玉掛け用具の点検を図る。 

【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【写真撮影日】 令和◯◯年◯◯月◯◯日 
【履行確認者所見】 
 
  
 

【対策状況写真】 
 
 
 
 

（実施状況が分かる写真を貼付すること。） 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－２号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 
 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－２号（墜落事故） 

記 載 例 
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      交通事故防止取組計画【１】 履行確認表 

 

１．現道上等での工事施工における交通事故防止対策 
（１）現道を通行する運転者の注意喚起を促す対策 
【対策内容】 

（入札時に提出した取組計画に記載した内容を転記してください。） 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
・提案内容の履行確認

時の状況について、所

見を記載してくださ

い。 
（○○について、△△

がなされていた 等） 

【実施状況写真】 
 
 
 
 
          （写真貼付） 
 
 
 
 
 
 

（２）通行車からのもらい事故抑止対策 
【対策内容】 

（入札時に提出した取組計画に記載した内容を転記してください。） 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
・提案内容の履行確認

時の状況について、所

見を記載してくださ

い。 
（○○について、△△

がなされていた 等） 
 
 

【実施状況写真】 
 
 
 
 
 
          （写真貼付） 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－１号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－１号（交通事故） 

必須項目なので必ず記載すること。 

該当がある場合は記載すること。該当が無い場合は、

「該当無し」と記載すること。 

記載要領 
本様式は、竣工時に監督員に提出してください。 

総括監督員が確認 
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      交通事故防止取組計画【１】 履行確認表 

 

１．現道上等での工事施工における交通事故防止対策 
（１）現道を通行する運転者の注意喚起を促す対策 
【対策内容】 
 工事予告看板や交通誘導員の適正な配置 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【写真撮影日】 令和◯◯年◯◯月◯◯日 
【履行確認者所見】 
 工事予告看板は通

行者が認知しやすい

場所に、安定した構造

で配置されていた。 
 また、交通誘導員は

特に工事車両の出入

りが頻繁な作業日は

周辺状況により一層

の注意を払えるよう

配置に付いていた。 

【実施状況写真】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（実施状況が分かる写真を貼付すること。） 
 
 
 

（２）通行車からのもらい事故抑止対策 
【対策内容】 
 衝撃吸収緩和材の適正な配置 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【写真撮影日】 令和◯◯年◯◯月◯◯日 
【履行確認者所見】 
 植栽剪定作業日に

おいて、作業車の手前

○○ｍ付近に衝撃吸

収緩衝材を設置し、一

般交通車輌によるも

らい事故の防止に努

めた。 
 
 
 

【実施状況写真】 
 
 
 
 

（実施状況が分かる写真を貼付すること。） 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－１号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－１号（交通事故） 

記 載 例 

（工事予告看板の配置確

認状況写真を貼付） 
（交通誘導員の配置確認

状況写真を貼付） 

対策内容の提案がある場合の記載例。該当が無い

場合は、「該当無し」と記載すること。 
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      交通事故防止取組計画【２】 履行確認表 
 

２．交通安全活動への取組（宣言） 
（１）全作業員が、交通ルールを守り、無事故・無違反を目指します。 
【取組内容】 

（宣言に対して取り組んだ内容を具体的に記載してください。） 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
・取組内容の履行確認

時の状況について、所

見を記載してくださ

い。 
（○○について、△△

がなされていた 等） 

【取組状況写真】 
 
 
 
 
          （写真貼付） 
 
 
 
 
 
 
 

（２）全作業員に対して、交通安全活動に関する安全教育を実施します。 
【取組内容】 

（宣言に対して取り組んだ内容を具体的に記載してください。） 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
・取組内容の履行確認

時の状況について、所

見を記載してくださ

い。 
（○○について、△△

がなされていた 等） 
 
 
 

【取組状況写真】 
 
 
 
 
 
          （写真貼付） 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－２号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－２号（交通事故） 

必須項目なので必ず記載すること。 

記載要領 

必須項目なので必ず記載すること。 

総括監督員が確認 

本様式は、竣工時に監督員に提出してください。 
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       交通事故防止取組計画【２】 履行確認表 

 

２．交通安全活動への取組（宣言） 
（１）全作業員が、交通ルールを守り、無事故・無違反を目指します。 
【取組内容】 

毎日の作業開始時の朝礼において、作業員全員で無事故・無違反を目指すことを宣言

した。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【写真撮影日】 令和◯◯年◯◯月◯◯日 
【履行確認者所見】 
 
現場事務所前で実

施する朝礼で、全員が

大きな声で真面目に

宣言し、意識付けを行

った。 
 

【取組状況写真】 
 
 
 
 

（実施状況が分かる写真を貼付すること。） 
 
 
 
 
 
 

（２）全作業員に対して、交通安全活動に関する安全教育を実施します。 
【取組内容】 
 社内の安全教育の場において、交通安全教育に関するビデオ等を利用し、全作業員に

対して交通安全に関する安全教育を実施した。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【写真撮影日】 令和◯◯年◯◯月◯◯日 
【履行確認者所見】 
 
 県警交通企画課か

ら借りた交通安全教

育用のビデオを従業

員で視聴し、視聴後に

意見交換等を実施し

た。 
 
【別添資料】 
・参加者名簿 

【取組状況写真】 
 
 
 
 
 

（実施状況が分かる写真を貼付すること。） 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－２号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－２号（交通事故） 

記 載 例 
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      交通事故防止取組計画【２】 履行確認表 

 

２．交通安全活動への取組（宣言） 
（３）県警が実施する「かがわセーフティリーダーズ」活動に参加します。 
【取組内容】 

かがわセーフティリーダーズに参加するため、香川県警察本部にかがわ交通安全パー

トナーシップ申込書を提出した。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【写真撮影日】 令和◯◯年◯◯月◯◯日 
【履行確認者所見】 
 
 県警ホームページ

で申し込み、社有車へ

の啓発マグネットシ

ートの貼り付け、運転

者への制限速度内で

の安全走行を指導を

確認した。 

【取組状況写真】 
 
 
 
 
 

（実施状況が分かる写真を貼付すること。） 
 
 
 
 
 
 

（４）交通安全教育推進隊等が実施する参加・体験・実践型の交通教室を開催します。 
【取組内容】 

７月の労働安全週間中に、県警察の交通安全教育推進隊を招いて、交通安全教育車に

よる参加・体験型の交通教室を開催し、社員の安全運転意識の啓発を図った。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【写真撮影日】 令和◯◯年◯◯月◯◯日 
【履行確認者所見】 
 
 県警に交通安全教

育推進隊の派遣を依

頼し、７月１日当社駐

車場において、運転シ

ミュレーター等を活

用した交通教室を開

催し、社員個々の運転

診断を実施した。 

【取組状況写真】 
 
 
 
 

（実施状況が分かる写真を貼付すること。） 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－２号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－２号（交通事故） 

記 載 例 
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      交通事故防止取組計画【２】 履行確認表 

 

２．交通安全活動への取組（宣言） 
（５）「横断歩道等における歩行者等優先ルール」を遵守し、無事故・無違反を目指す

「歩行者ファーストかがわ」に参加します。 
【取組内容】社員の○名（○チーム）が、「歩行者ファーストかがわ」に参加し、事業

所ぐるみで無事故無違反の達成を目指した。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【写真撮影日】 令和◯◯年◯◯月◯◯日 
【履行確認者所見】 
 コンテストの開

催周知と参加募集

を行ったところ、社

員全員（○人）が応

募し、9 月 1 日から

12 月 31 日までのコ

ンテスト期間中の

全 チ ー ム の 無 事

故・無違反の達成を

宣言した。 

【取組状況写真】 
 
 
 
 
（参加申込み者名簿、振替払込請求書兼受領証の写し、又はコンテスト

申込後「かがわ交通安全活動推進実行委員会」から送付された申込み

受付証を撮影した写真を貼付すること。） 
 
 
 

３．交通安全活動の指導 
（１）資材納入業者等工事関係者に対して、交通安全活動を指導します。 
【取組内容】 
 交通ルールを遵守して安全運転に心がけるよう働きかけた。 
【履行確認者氏名】香川 サヌキ 【写真撮影日】 令和◯◯年◯◯月◯◯日 
【履行確認者所見】 
 
 交通安全ルールを

守り、交通マナーの向

上に努めてもらうよ

う、各会社に意識啓発

のチラシを配布した。 
 
【別添資料】 
・配布チラシ 
・配布先業者リスト 

【取組状況写真】 
 
 
 
 

（実施状況が分かる写真を貼付すること。） 
 
 
 
 
 
 

※実施計画書（様式第４－３－２号）において、履行確認のための提出資料を記載した

場合は、本履行確認表と合わせて監督員に提出すること。 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－４－２号（交通事故） 

記 載 例 
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     【県産品の利用（地球温暖化防止対策】  
 履行確認表 

 
 
 

【履行確認者氏名】 
 

【履行最終確認日】 
令和  年  月  日 

【確 認 内 容】 

指定資材 提案内容 資料・確認方法 

   

   

   

   

   

   

 
 
以下の該当するチェック欄に「○」印を記入すること。 
チェック欄 内 容 履行結果 

○ 
指定資材全数について、提案内容の確認ができた。 

履行 

 指定資材のすべて、もしくは一部分について、提案内容

の確認ができなかった。 
不履行 

 
 
 
 
 

発注者履行確認欄 

 
 

様式第４－６号 
記 載 要 領 

総括監督員が確認 

本様式は、竣工時に監督員に提出してください。 

受注者側の確認者を記載すること。 

履行確認した資料及び確認方法を記載

すること。 
(例) 
伝票、納品証明書、配合計画書等 

提
案
内
容
毎
に
行
を
分
け
る
こ
と 

 
公告に示された

指定材料を記載

すること。 

履行確認者が該当箇所に○印を記入すること。 
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     【県産品の利用（地球温暖化防止対策】  
 履行確認表 

 
 
 

【履行確認者氏名】 
 現場代理人 △△ ◆◆  

【履行最終確認日】 
令和○年○○月○○日 

【確 認 内 容】 

指定資材 提案内容 資料・確認方法 

L 型擁壁（H=○ｍ） 県内工場 配合計画書 

    〃 低炭素製品 
 

配合計画書 

    〃 材料使用割

合 40～60% 
配合計画書 

   

   

   

   

 
 
以下の該当するチェック欄に「○」印を記入すること。 
チェック欄 内 容 履行結果 

○ 
指定資材全数について、提案内容の確認ができた。 

履行 

 指定資材のすべて、もしくは一部分について、提案内容

の確認ができなかった。 
不履行 

 

発注者履行確認欄 

 
 

様式第４－６号 
記 載 例 
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     建設キャリアアップシステムの取組 履行確認表 

 
 

 
【履行確認者氏名】 【写真撮影日】    年  月  日 
【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 

【建設キャリアアップシステム機器設置状況写真】 
 
 
 
 
 

（機器設置状況が分かる写真を添付すること） 
 
 
 
 
 

【履行確認者所見】 
 
 
 
 
 
 

【建設キャリアアップシステム利用状況写真】 
 
 
 
 
 

（利用状況が分かる写真を添付すること） 
 
 
 
 
 

※履行確認のため、建設キャリアアップシステム様式「No.２－４ 就業履歴一覧（月

別カレンダー）」及び「No.４－１ 現場・契約情報」の出力帳票を本履行確認表と併

せて監督員に提出すること。 
 
 
 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－７号 

本様式は、竣工時に監督員に提出してください。 
記 載 要 領 

総括監督員が確認 
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     建設キャリアアップシステムの取組 履行確認表 

 
 

 
【履行確認者氏名】現場代理人○○ ◆◆ 【写真撮影日】 令和○年○○月△△日 
【履行確認者所見】 
 
 風雨による汚損

や外部からの破損

を防止できる箇所

に機器を設置して

いる。 
 
 

【建設キャリアアップシステム機器設置状況写真】 
 
 
 
 
 

（機器設置状況が分かる写真を添付すること） 
 
 
 
 
 

【履行確認者所見】 
 
 作業員の移動動

線上に機器を設置

し、容易に機器利用

が出来るようにし

ている。 
 
 
 
 

【建設キャリアアップシステム利用状況写真】 
 
 
 
 
 

（利用状況が分かる写真を添付すること） 
 
 
 
 
 

※履行確認のため、建設キャリアアップシステム様式「No.２－４ 就業履歴一覧（月

別カレンダー）」及び「No.４－１ 現場・契約情報」の出力帳票を本履行確認表と併

せて監督員に提出すること。 
 
 
 
 

発注者履行確認欄 
 
 

様式第４－７号 
記 載 例 

116



117

【参考】　技術提案書様式第3-2号「労働災害防止及び交通事故防止等への取組」における「墜落事故等防止取組計画」の参考資料
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香川県建設工事総合評価方式実施方針 

 

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（以下「品確法」という。）及び「公

共 工 事 の 品 質 確 保 の 促 進 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 に 推 進 す る た め の 基 本 方 針 」 に 基

づ き 、 総 合 評 価 方 式 の 実 施 方 針 に つ い て 次 の よ う に 定 め 、 こ れ に 基 づ き 、 公 共 工

事の品質確保の促進に努めるものとする。  

 

第１  総合評価方式の適用 

 

１）総合評価方式の適用  

総 合評 価 方 式は 、 緊 急 性の 高 い もの 、 あ る いは 小 規 模な 工 事 等 その 内 容

に照 ら し て総 合 評 価 方式 を 適 用す る 必 要 がな い と 認め ら れ る 工事 を 除 き 、

原則としてすべての工事において総合評価方式を適用するものとする。  

 

２）総合評価方式の適用区分  

総 合評 価 方 式の 適 用 に あた っ て は、 当 該 工 事の 難 易 度（ 技 術 的 な工 夫 の

余地）や工事規模に応じて、次に掲げるいずれかの方式を選択する。  

 

①  高度技術提案型  

技術 的 な工 夫 の余 地 が大 き い工 事 にお い て、 競 争参 加 者に 構 造上 の 工

夫や 特 殊な 施 工方 法 等を 含 む高 度な 技 術 提案 を 求め る場 合 で 、ラ イ フサ

イクルコスト、工事目的物の強度、耐久性、供用性（維持管理の容易性）、

環境 の 維持 、 景観 等 の評 価 項目 に基 づ き 、技 術 力と 入札 価 格 とを 総 合的

に評価するもの。  

 

②  技術提案型  

施工 方 法等 に おい て 技術 的 な工 夫 の余 地 があ る 工事 に おい て 、競 争 参

加者 に 施工 上 の工 夫 等の 技 術提 案を 求 め 、環 境 の維 持、 交 通 の確 保 、特

別な 安 全対 策 、工 期 の短 縮 等の 評価 項 目 に関 し 、性 能等 を 数 値化 し （数

値方式）、又は定性的に表示する（判定方式・順位方式）ことにより、技

術力と入札価格とを総合的に評価するもの。  

 

③  施工計画型  

技術 的 な工 夫 の余 地 が小 さ い工 事 で、 競 争参 加 者か ら 求め る 簡易 な 施

工計 画 や同 種 ・類 似 工事 の 経験 、工 事 成 績等 の 評価 項目 に 基 づき 、 技術

力と入札価格とを総合的に評価するもの。  

 

④  企業評価型  

技術的な工夫の余地が小さい工事で、工事成績等の評価項目に基づき、

技術力と入札価格とを総合的に評価するもの。  

 

第２  技術提案の審査・評価 

競 争 に参 加 す る 者 か ら 技 術提 案 を 求 め 、 あ ら かじ め 設 定 し た 工 事 特性 、 地 域

特 性 等 に 応 じ た 評 価 項 目 及 び 評 価 基 準 に 基 づ き 、 技 術 提 案の 審 査 ・ 評 価 を 行な

う 。 ま た 、 工 事 規 模 が 大 き い 場 合 の 技 術 提 案 に つ い て は 、提 案 内 容 を 技 術 力の

程度に応じて適切に評価するよう留意する。  
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第３  総合評価の方法  

総合評価に関する評価値の算出方法としては、除算方式を原則とする。  

な お 、 特 に 技 術 力 に ウ エ イ ト を 置 い た 評 価 が 必 要 な 工 事 に お い て は 、 加 算 方

式を適用する。  

[除算方式 ] 

評価値の算出方法  

評価値 =技術評価点÷入札価格（単位：千万円）  

[除算方式における技術評価点 ] 

 技術評価点の算出方法  

技術評価点 =（標準点＋加算点）  

た だ し 、 地 方公 共 団 体 の 物 品 等 又は 特 定 役 務 の 調 達 手続 の 特 例 を 定 め る

政令の規定が適用されるものを除く。  

[加算方式 ] 

 評価値の算出方法  

 評価値 =価格評価点＋技術評価点  

=〔 100×（１－入札価格／予定価格）〕＋技術評価点  

 

第４  加算点・技術評価点の考え方 

 

  １）除算方式における加算点  

①  高度技術提案型  

技術提案に対する加算点は、原則、最高３０点までの範囲で設定する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  技術提案型  

技術提案に対する加算点に加え、企業評価による加算点を付与できる

ものとする。なお、加算点は、原則、最高３０点までの範囲で設定する。

ただし、１億円未満の工事には適用しない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（加算点） 企業評価

技術提案

30点

20点

10点

１億円 （工事規模）

15点

15点

ＷＴＯ３億円 ５億円

計30点

工事規模と加算点の関係

（加算点） 技術提案

30点

20点

10点

（工事規模）１億円 ＷＴＯ３億円 ５億円

30点
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③  施工計画型  

簡易な施工計画や同種・類似工事の経験、工事成績等に基づき、評価

項目及び評価基準を設定する。  

加算点は、原則、最高２０点までの範囲で設定する。ただし、５億円

以上及び１億円未満の工事には適用しない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④  企業評価型  

工事成績等に基づき、評価項目及び評価基準を設定する。  

加算点は、原則、最高１０点までの範囲で設定する。ただし、１億円

以上の工事には適用しない。  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  ２）加算方式における技術評価点  

加 算 方 式 は 、 技 術 力 に ウ エ イ ト を 置 い た 評 価 の た め 、 高 度 技 術 提 案 型 、

技 術 提 案 型 に お い て 適 用 す る こ と と し 、 施 工 計 画 型 、 企 業 評 価 型 に は 適 用

しない。  

な お 、 技 術 提 案 に 対 す る 技 術 評 価 点 は 、 原 則 ３ ０ 点 と し 、 最 高 ５ ０ 点 ま

での範囲で設定する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事規模と加算点の関係

（加算点） 施工計画＋企業評価

20点

10点

１億円 （工事規模）ＷＴＯ３億円 ５億円

20点

工事規模と加算点の関係

（加算点）

企業評価

10点

１億円 　 　 （工事規模）

工事規模と技術評価点の関係

（技術評価点）

50点

30点

（工事規模）１億円

30点

最高50点

ＷＴＯ
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第５  落札者の決定方法 

「 高 度 技術 提 案 型 」、「 技 術 提案 型 」、「 施 工 計 画 型 」、「 企 業 評 価 型 」 のい ず れ

の総合評価方式においても、落札者の決定は、以下の方法による。  

 

１ ） 入札 参 加 者 は 、 価 格 及び 技 術 提 案 を も っ て入 札 し 、 下 記 に よ り得 ら れ る

評価値の最も高い者を落札者とする。  

 

２）除算方式における評価値  

 

①  入札価格が予定価格以下であること。  

 

②  ①の要件を満たす入札を行った者に対して、以下により算出される評価

値をもって総合評価する。  

評価値＝技術評価点÷入札価格（単位：千万円）  

技術評価点：技術評価点 =（標準点＋加算点）  

た だ し 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特

例を定める政令の規定が適用されるものを除く。  

標  準  点：発注者が求める技術提案書を提出した場合は  

１００点の標準点を与える。  

加  算  点：技術提 案等に対し評価項目 及び評価基準に基づ き

評価された加算点を与える。  

評価値の計算において入札価格の単位は千万円とし、求められる値（評

価値、基準評価値）は少数位４位（５位四捨五入）とする。  

 

③  基準評価値  

評価値は、基準評価値を下回らないこと。なお、基準評価値とは以下  

のとおりとする。  

基準評価値＝１００点（標準点）÷予定価格（単位：千万円）  

 

④  評価値の考え方  

 
 
       １００点 

        
 
 
 
 
 

 

          （例：上記グラフの場合） 

・Ｃは予定価格を超過している。 

・Ｄは基準評価値を下回っている。 

・Ａは基準評価値を上回るが、Ｂ社の評価値を下回る。 

     以上のことから、Ｂが落札者となる。 

 

技術評価点 
● 

● 

★

→入札価格 

Ａの評価値 

Ｂの評価値 

予定価格 

Ａ 
Ｂ 

Ｃ β 

０点 
基準評価値 

● Ｄ 

(標準点) 

Ｄの評価値 

(標準点＋加算点β） 

超

過

領

域 

予

定

価

格 
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３）加算方式における評価値  

①  入札価格が予定価格以下であること。  

 

②  ①の要件を満たす入札を行った者に対して、以下により算出される評価

値をもって総合評価する。  

   評価値＝価格評価点＋技術評価点  

＝〔 100×（１－入札価格／予定価格）〕＋技術評価点  

技 術 評 価 点 ： 技 術 提 案 等 に 対 し 評 価 項 目 及 び 評 価 基 準 に 基 づ き

評価された技術評価点を与える。  

求められる評価値は少数位４位（５位四捨五入）とする。  

 

③  評価値の考え方  

（例)　Ａは落札率は低いが技術評価点も小さく、技術評価点の

　　　高かったＢが落札率（入札価格）は高いが落札者となる。

●

★

β

技術評価点（β)

Ａ

Ｂ

予定価格

超
過
領
域

予
定
価
格

Ｂの評価値

Ａの評価値

技術評価

100点

落札率
100%0%

点の領域評
価
値

 

 

４ ）評 価 値 の最 も 高 い 者が ２ 者 以上 あ る と きは 、 入 札価 格 の 低 い者 を 落 札者

と する 。 た だし 、 入 札 価格 も 同 額で あ る 場 合は 、 当 該者 に く じ を引 か せ て

落札者を決定する。  

 

 

第６  技術提案が履行できなかった場合の措置 

落 札 者 の 決 定 に 反 映 さ れ た 技 術 提 案 が 履 行 で き な か っ た 場 合 は 、 工 事 成 績 評

定の減点、違約金を徴収する。  

 

１）除算方式における措置  

①  工事成績評定の減点措置  

工事成績評定の減点値＝ {（（Ａ－Ｂ）／Ａ）×（該当項目の加算点／  

           合計加算点） }×１０点 ※  

Ａ：入札時の技術提案の値  

Ｂ：施工後の実施に対する値  

工 事 成 績 評 定 の 減 点 値 は 少 数 以 下 四 捨 五 入 し た 値

とする。  

※工事成績評定の「法令遵守項目」として１ヶ月未

満の指名停止相当の減点を適用  

 

 

127



 

②  違約金の徴収  

違約金＝Ｃ－Ｃ×（（Ｄ＋Ｅ）／（Ｄ＋Ｆ））  

Ｃ：当初契約金額  

Ｄ：標準点＝１００点  

Ｅ：施工後の実施値における合計加算点  

Ｆ：当初入札時に記載した技術提案による合計加算点  

違約金は、１円未満切捨てとする。  

 

２）加算方式における措置  

①  工事成績の減点措置  

     工事成績評定の減点値＝ {((Ａ－Ｂ )/Ａ )×(該当項目の技術評価点 / 

            合計技術評価点 )}×１０点 ※  

             Ａ：入札時の技術提案の値  

             Ｂ：施工後の実施に対する値  

             工事成績評定の減点値は少数点以下四捨五入した値  

             とする。  

             ※工事成績評定の「法令遵守項目」として１ヶ月未  

             満の指名停止相当の減点を適用  

②  違約金の徴収  

       違約金＝Ｃ／Ｄ×（Ｅ－Ｆ）  

            Ｃ：当初契約金額  

            Ｄ：価格評価点満点 (１００点 ) 

            Ｅ：当初入札時に記載した技術提案による合計技術評価点  

            Ｆ：施工後の実施値における合計技術評価点  

            違約金は１円未満切捨てとする。  

 

 

第７  学識経験者の意見聴取 

総 合 評 価 方 式 の 実 施 に あ た り 、 発 注 者 の 恣 意 的 な 判 断 を 排 除 し 、 客 観 性 を 確

保 す る た め 、 落 札 者 決 定 基 準 を 定 め よ う と す る と き は 、 あら か じ め 、 学 識 経験

を有する者２名以上の意見を聴取する。  

な お 、 意 見 聴 取 に お い て 、 当 該 落 札 者 決 定 基 準 に 基 づ き 落 札 者 を 決 定 し よ う

と す る と き に 、 改 め て 意 見 を 聴 く 必 要 が あ る と の 意 見 が 述べ ら れ た 場 合 に は、

当 該 落 札 者 を 決 定 し よ う と す る と き に 、 あ ら か じ め 、 学 識経 験 者 の 意 見 を 聴く

ものとする。  

 

第８  入札及び契約の過程に関する苦情処理 

入 札 及 び 契 約 の 過 程 に 関 し 、 公 正 な 競 争 の 促 進 、 透 明 性 の 確 保 の 観 点 か ら 、

苦 情 申 立 て に 対 し 、 発 注 者 と し て 先 ず 入 札 ・ 契 約 の 過 程 につ い て 適 切 に 説 明す

るとともに、さらに不服（再苦情）のある者については、「香川県入札監視委員

会」による審議を経て回答することとし公正に処理する。  

 

 

第９  評価結果等の公表 

入 札 及 び 契 約 手 続 き の 透 明 性 ・ 公 正 性 を 確 保 す る た め 、 総 合 評 価 方 式 の 評 価

項 目 及 び 評 価 基 準 、 落 札 者 の 決 定 方 法 等 に つ い て は 、 あ らか じ め 入 札 公 告 等に

おいて明らかにする。  
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ま た 、 入 札 者 の 提 示 し た 技 術 提 案 等 の 評 価 及 び 落 札 結 果 等 に つ い て は 、 契 約

後速やかに公表する。  

 

１）手続き開始時期  

入札公告等において、以下の事項を明記する。  

①   総合評価方式の適用の旨  

②   評価項目及び評価基準  

③   落札者の決定方法  

④   技術提案が履行できなった場合の措置  

 

２）落札者決定後  

落札者を決定した場合、契約後速やかに以下の事項を公表する。  

①   業者名  

②   各業者の入札価格  

③   各業者の評価値  

④   各業者の評価点  

 

 

第 10 その他  

こ の 実 施 方 針 に 定 め る も の の ほ か 、 総 合 評 価 方 式 に 関 し て 必 要 な 事 項 は 別 に

定めることができる。  

 

 

附  則  

本実施方針は、平成１８年４月１３日より施行する。  

附  則  

 改正後の実施方針は、平成１８年８月１日から施行する。  

   附  則  

 改正後の実施方針は、平成１９年５月１４日から施行する。  

   附  則  

 改正後の実施方針は、平成２０年３月１８日から施行する。  

   附  則  

 改正後の実施方針は、平成２１年３月３０日から施行する。  

   附  則  

 改正後の実施方針は、平成２１年６月１６日から施行する。  

   附  則  

 改正後の実施方針は、平成２２年３月２５日から施行する。  

   附  則  

 改正後の実施方針は、平成２４年３月２６日から施行する。  

   附  則  

 改正後の実施方針は、平成３１年３月２８日から施行する。  

   附  則  

 改正後の実施方針は、令和４年３月３０日から施行する。  

   附  則  

 改正後の実施方針は、令和５年３月３０日から施行する。  
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